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第一部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】
 

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

　デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス（DWS Artificial Intelligence）（以下、「ファンド」

という。）は、ドイツ投資法典（以下「KGAB」という）第1条(19) no.11に定義されるUCITS適合フィーダーファンド

である。KGAB第1条(19)no.12に定義されるマスターファンドはデーヴェーエス・インベスト・アーティフィシャル・

インテリジェンス(DWS Invest Artificial Intelligence、以下、「マスターファンド」という。)であり、その管理

会社はデーヴェーエス・インベストメント・エスエイ(DWS Investment S.A.)である。マスターファンドは、可変資本

型投資会社デーヴェーエス・インベストのサブファンドであり、複数の異なる株式クラスから構成される。この可変

資本型投資会社は、ルクセンブルグ法上の可変資本型投資会社として、投資信託に関する2010年12月17日法及び商事

会社に関する1915年8月10日法に基づき設立され、上記の2010年12月17日法第１章の規定に服する。マスターファンド

は、EUの指令2009/65/EUの要件を充足するEU投資信託である。ファンドには複数の種類受益権（クラス）が設定され

ているが、日本の投資家の保有するファンドは、そのすべてがNDクラス受益権である（以下、「ファンド」という場

合、文脈によりファンド全体またはファンドのNDクラス受益権を意味する。）。ファンドの管理会社はデーヴェーエ

ス・インベストメント・ゲーエムベーハー(DWS Investment GmbH)である。（以下「DWS」又は「管理会社」という。）

 

DWSは、当ファンドのために次の資産に限り取得することができる。

①　EU UCITSマスターファンドであるデーヴェーエス・インベスト・アーティフィシャル・インテリジェンスの株式

　　　②　KAGB第195条に従う銀行預金（要求により利用可能なものに限る）

③　KAGB第197条に従うデリバティブ（ヘッジ目的の利用に限る）

 

投資決定をする際、DWSはESG（環境、社会、ガバナンス）要素を考慮する。これらのESG要素を考慮するために、独自

の調査結果だけでなく、他の調査会社のESGデータを照合する特別なデータベースを使用する。データ分析の後、この

データベースは投資対象を6段階の評価のうちの１つに割り当てる。投資対象が最も低い評価の場合、当ファンドには適

合しない。DWSは、データベースの評価について委員会の検証を受けることができる。その場合、委員会は、データベー

スの評価を修正し、投資対象が投資に適していると結論付けることができる。既存の投資対象について、更新された分

析により最も低い評価を受け、委員会がデータベースによる当該評価に同意した場合、その投資対象は売却される。委

員会による検証では、ESG要素に関する進展の見通し、議決権の行使、経済全体の発展の見通しなどの更なる評価基準を

考慮する。

 

（２）【ファンドの沿革】

　　　　　DWSは、1983年２月28日、ドイツ連邦共和国においてファンドの設立を認可された。

　1983年10月14日ファンド設定。ファンドは、2010年２月５日付で、ＤＷＳが管理する別のファンドであるDWS

Internet - Aktien Typ 0を吸収し、同日付で、ファンドの名称がデーヴェーエス・テクノロジーファンド（DWS-

Technologiefonds）からデーヴェーエス・テクノロジー・ティープ・オー（DWS Technology Typ O）に変更された。

　2017年4月27日付で、ND、FC及びTFCの各種類受益権が設定され、既存のファンド受益権は、NDクラス受益権に併合

された。

　2020年5月25日付で、ファンドは、マスターファンドのフィーダーファンドとなり、ファンドの名称がデーヴェーエ

ス・アーティフィシャル・インテリジェンスへ変更になった。
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（３）【ファンドの仕組み】

ａ．ファンドの仕組み
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ｂ．ファンドの関係法人

　管理会社であるＤＷＳの他、ファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割は次のとおりである。

(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー（State Street Bank International GmbH）

　同社は、KGABおよびＤＷＳとステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー間の保管銀行

契約に基づき、保管銀行として、ファンド資産を保管し、受益権の発行、買戻し、ファンドの１口当たり純資産価額の

計算および収益金の分配を行なっている。

(2) 野村證券株式会社

　野村證券株式会社（以下「野村證券」という。）は、ＤＷＳとの販売および買戻し契約に基づき、日本におけるファ

ンド受益権の販売、買戻しならびにその取次ぎ業務を行なう。また、ＤＷＳとの代行協会員契約に基づき、ファンドの

日本における代行協会員としての業務を行なう。

ｃ．管理会社の概況

(1) 設立準拠法

　ＤＷＳの設立準拠法は、ドイツ有限会社法である。

(2) 会社の目的

　目的は、投資家から預託された金銭を、その共同勘定のために、自己の名義で、自己の固有の資産と分離して、リス

ク分散の原則にしたがってKAGBに基づき許される資産に投資することである。

(3) 会社の沿革

　管理会社は、ドイツ銀行ほかドイツ法人15社の設立発起により、1956年５月22日設立され、当時金融監督庁に代って

監督していたヘッセン州の労働・経済・交通大臣からの約款承認書によって、投資会社業務が認められた。当認可はド

イツ銀行法のもとに与えられた。

　管理会社は、1957年４月17日の投資会社法制定前に業務を開始していたため、６カ月間の猶予期間経過後に同法に基

づく管理会社として認められ、新たな許可をとることなく、営業の継続が認められた。

　1976年11月９日、ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベー・ハーより

デーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベーハーに商号を変

更した。

　1996年１月１日、管理会社の全出資持分がその所有者全員の出資により設立された持株会社ドイッチェ・フォンツ・

ホールディング・ゲーエムベーハーに譲渡され、管理会社は同社の100％子会社となった。

　1999年９月24日、デーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム

ベーハーよりデーヴェーエス・インヴェストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。

　1999年11月19日、管理会社の親会社であるドイッチェ・フォンツ・ホールディング・ゲーエムベーハーは、ドイッ

チェ・アセット・マネイジメント・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーに商号を変更し、さらに、2003年４月２日、デー

ヴェーエス・ホールディング・アンド・サービス・ゲーエムベーハーに商号を変更した。

　2013年9月1日、管理会社はドイチェ・アセット・マネジメント・インヴェストメントゲゼルシャフト・エムベーハー

と合併し、ドイチェ・アセット＆ウェルス・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。

　2016年3月17日、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。

　2018年9月1日、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。

(4) 資本金の額

　2026年５月末日現在のＤＷＳの資本金は1.15億ユーロ（約21,351百万円）であり、これは全額払込み済である。

（注）ユーロ（以下「ＥＵＲ」ともいう。）の円貨換算は便宜上株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値

（１ＥＵＲ＝185.66円）（2026年５月29日現在）)による。以下、ＥＵＲの円金額表示はすべてこれによる。
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(5) 大株主（主要な出資者）の状況

  （2026年５月末日現在）

名称 所在地
出資持分
（億ＥＵＲ）

比率（％）

デーヴェーエス・ベタイリグングス・
ゲーエムベーハー
(DWS Beteiligungs GmbH)

ドイツ連邦共和国 60329、ヘッセン州、フ
ランクフルト・アム・マイン　マインツェ
ル・ラントシュトラーセ　11-17

1.15 100

　2026年５月末日現在デーヴェーエス・ベタイリグングス・ゲーエムベーハーの出資持分はそのすべてをドイツ銀行が直接間

接に所有している。
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（４）【ファンドに係る法制度の概要】

(イ）ファンドの形態

ファンドは、KAGBに定義される証券投資信託（以下「UCITS」という。）に係る法令の調整に関する欧州議会
（European Parliament）及び欧州理事会（European Council）の2009年7月13日指令2009/65/ECに従った契約型、オー
プン・エンド型の投資信託である。
ファンドの受益権を購入した投資家（以下「受益者」又は「投資家」という。）は、ファンド保有資産の割合に応じ
た共有権者となる。受益者は、資産について処分権を持たない。受益権は、議決権を伴わない。
管理会社と投資家の間の契約関係は、ドイツ法の適用を受ける。この契約関係から生ずる投資家の管理会社に対する
法的請求の管轄地は、投資家が消費者（以下に定義する。）であって他のEU加盟国の居住者である場合を除き、管理会
社の登録された営業所の所在地である。消費者とは、自然人であって、ファンドに投資する目的が商業活動にも独立の
専門家活動にも主として関係することのない者（つまり私的な目的で取引を行う者）をいう。
ファンドの管理会社であるＤＷＳは、受益者の信託を受けて受益者の共同勘定のために、ＤＷＳの名において、しか
しその固有の資産とは分別して、リスク分散の原則に従い、KAGBにより認められた資産に投資する。ＤＷＳが投資でき
る資産及び投資に際して順守すべき規定は、KAGB及びその関連規則並びにＤＷＳと受益者との間の法的関係を規律する
ファンドの約款（以下「約款」という。）に定められている。約款は、一般条項及び個別条項からなり、その制定およ
び変更は、KAGBに基づき監督機関である連邦金融監督庁（以下「金融監督庁」という。）の承認を得なければならな
い。
金融監督庁の承認を得た約款変更の内容および効力発生日は、連邦官報および販売目論見書に示された電子情報媒体
により公表される。約款変更は、連邦官報掲載の翌日より前に効力を生じることはないが、費用および投資原則の変更
の場合は、かかる公表から４週間経過前に効力を生じることはない。約款変更がKAGB第162条第（２）項第11号に定義さ
れる費用の変更であって、投資者に不利益なものの場合、または投資者の重要な権利に関する投資者に不利益な変更の
場合、および法第163条第（３）項に定義されるUCITSファンドの投資方針の変更の場合には、かかる公表と同時に、投
資者に対し、耐久性ある媒体により、約款変更案の重要な内容およびその背景について分かりやすい方法で説明しなけ
ればならない。現行投資方針の変更の場合には、投資者に対して、KAGB第163条第（３）項に従い投資者の権利について
も説明しなければならない。
（ロ）受益権及びグローバル証券
ファンドの受益権は、無記名式であり、持分証書 に表章され、または電子持分証書として発行される。持分証書の証
券化は、グローバル証券により行われ、個別の証書は発行されない。投資家は、受益権を取得することにより、グロー
バル証券の共有持分を取得する。かかる共有持分は、個別条項に別段の定めがない限り、譲渡可能である。
（ハ）受益権及び種類受益権
ファンドの受益権は、約款に定める複数の種類受益権からなり、特定の種類受益権として発行されるすべての受益権
は、同一の設定特性を持つ。種類受益権は、特に分配方針、当初販売手数料、買戻し手数料、１口当たり純資産価額の
通貨、管理費/全部込み手数料、最低投資額又はこれらの組み合わせについて異なる。
種類受益権は、管理会社の裁量により、いつでも設定することができる。現在設定されている種類受益権は、ND、
FC、TF及びTFCの各クラスであるが、日本の投資家が保有しているファンド受益権は、NDクラスのみである。そのため、
本書は、原則として、FC、TF及びTFCの各クラスに関する情報の詳細を記述しない
（ニ）受益権の発行
受益権の発行数は、原則的に無制限である。受益権は、保管銀行から購入することができる。保管銀行の発行価格
は、１口当たり純資産価額に当初販売手数料（ND、FC及びTFCの各クラスについて、１口当たり純資産価額のゼロ%）を
加算したものとなる。仲介業者を介して購入することもできるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。
管理会社は、受益権の発行を中断又は中止することができる。かかる中断は、部分的にも全体的にも行うことができ
る。
最低投資額が定められる場合は、その事実を販売目論見書に開示する。

（ホ）受益権の買戻し
　　受益者は、管理会社が受益権の買戻しを一時的に中断していない限り、原則的に受益権の買戻しを請求することがで
きる。受益権の買戻しは、１口当たり純資産価額で行われる。買戻し手数料は請求されない。
買戻しの注文は、保管銀行に対して又は直接管理会社に対して行うことができる。買戻しの決済日は、約款個別条項
に別段の記載がない限り、遅くとも買戻しの申込みを受領した日の翌評価日である。仲介業者を介して買い戻すことも
できるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。
　管理会社は、ファンドの資産の流動性の状況により、投資者全体の利益において、これ以上は受益権の買戻しを行わ
ないものとして個別条項に定める基準値（ファンド純資産総額の少なくとも10%）に達することになる買戻しの請求につ
いては、これを15営業日にわたって制限する権利を留保する。この場合、投資家ごとの買戻し請求に対してはプロラタ
方式でのみ応じるものとし、それ以外に買戻し義務は適用されない。その結果、各買戻し注文のうち、執行されない部
分（残存注文）は、後日ファンドがこれを執行することなく、そのまま失効する（残存注文没収を伴うプロラタアプ
ローチ）。受益権買戻しの制限ならびに解除は、管理会社のホームページで直ちに公表される。
（ヘ）受益者の公正な取り扱い
管理会社は、ファンドの受益者を公正に取り扱う。流動性リスク及び買戻しリスクの管理においては、一の投資家又
は投資家グループの利益を他の投資家又は投資家グループのそれに優先させることはできない。

(ト）準拠法

　ファンドの準拠法はKAGBである。同法は管理会社および保管銀行の資格および権利、義務、受益者の権利ならびに

監督官庁による監督等の内容を規定している特別法である。

（５）【開示制度の概要】

　監督官庁、受益者等に対する開示は、次の内容、頻度で行なわれる。

(イ）ドイツにおける開示

①　金融監督庁等に対する開示

　KAGBにしたがい、ＤＷＳは、毎年次報告書および半期報告書を作成次第、金融監督庁に提出しなければならな

い。

②　投資者に対する開示

　KAGBならびに約款にしたがい、ＤＷＳはファンドにつき毎会計年度末現在の年次報告書を作成し、当該会計年

度終了後４カ月以内に官報に公告する。年次報告書には、対象会計年度の管理会社の活動報告ならびに運用の経

過および結果につき投資者が判断し得るための重要な情報を記載しなければならない。特に、年次報告書には、

以下の情報を含めなければならない。
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ａ）ファンドに属する証券、約束手形、銀行預金、その他の資産を含む財産目録ならびに借入れ、オプション契

約、通貨ヘッジ、金融先物契約およびその他の債務を含む債務目録ならびに純資産計算書。資産については、

種類、額面、数量、価格および時価を記載しなければならない。証券については、証券取引所に上場されてい

る証券、規制市場で取引されている証券、その他の証券および約束手形に区分しなければならない。より詳細

な区分（例えば、地域または業種分類あるいは通貨による区分）は、ファンドの価額に占める割合により示さ

れる投資会社の投資方針に従って適切な基準によりなされなければならない。財産目録の各項目について、そ

のファンドの価額に占める割合を示さなければならない。報告対象期間における証券および約束手形の売買に

ついては、額面価額または数量を示さなければならない。報告対象期間中になされたオプション、通貨先物、

金融先物契約および証券貸付で財産目録に記載されなくなったものも記載しなければならない。信託財産に属

し、かつ第三者のオプション権または担保権に服する証券および証券貸付における証券の返還請求権について

は、その記述または合計額を記載しなければならない。

ｂ）報告日現在の残存受益権口数および１口当たり純資産価額。

ｃ）収入および支出の種類ごとに区分された損益計算書。この計算書は、投資収益、その他の収益、信託財産の

管理につき発生した費用、保管銀行の費用、ならびにその他の諸費用、手数料ならびに純利益、さらに対象期

間におけるファンドの投資資産の推移（分配金および再投資された利益の明細を含む）、記載された資産の売

却（実現利益または損失）、含み益または含み損（未実現利益または損失）によるファンドの資本勘定の変動

ならびに受益権の販売およびその買戻しから生ずる資金の流出・入に関する情報を明瞭に記載しなければなら

ない。

ｄ）過去３年間の毎会計年度末における純資産総額および１口当たり純資産価額を含む直近３年間の比較。

　ＤＷＳは、毎会計年度の最初の６か月の末日現在の半期報告書を作成する。この報告書には、上記ａ）およ

びｂ）所定の情報を含めなければならない。半期報告書は、対象期間の末日から２か月以内に、官報で公告さ

れなければならない。

　受益権を取得する投資者には約款および販売目論見書を提供しなければならない。

(ロ）日本における開示

①　監督官庁に対する開示

ａ）金融商品取引法上の開示

　ＤＷＳは日本における１億円以上のファンド受益権の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの約款お

よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。

（ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている

場合には添付する必要がない。）投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書

等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）において閲覧することができる。

　野村證券または販売取扱会社は、交付目論見書を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合

は、請求目論見書を交付する。ＤＷＳは、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後６か月以内に

有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に

ついて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。受益者

およびその他希望する者は、これらの書類をEDINETにおいて閲覧することができる。

ｂ）投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等

　ＤＷＳは、ファンド受益権の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和26年法律第198号）（以下「投信法」という。）に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届

け出なければならない。また、ファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内

容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、ＤＷＳは、ファンドの資産について、ファンドの各計算

期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および、運用報告書（全体版）を作

成し、金融庁長官に提出しなければならない。

②　日本の受益者に対する開示

　ＤＷＳは、約款を変更しようとする場合、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更の内

容及び理由等を２週間前までに日本の知れている受益者に対し、書面により通知しなければならない。

　ＤＷＳからの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、野村證券または販売取扱会社を通じて日本

の受益者に通知される。

　上記のファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。

（６）【監督官庁の概要】

　ファンド自体には独立した法人格がないので、ファンドの管理会社であるＤＷＳを通じて監督官庁の監督を受けて

いる。
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　KAGBによれば、管理会社はKAGBで定義されるＵＣＩＴＳ資産管理会社であり、ＵＣＩＴＳ資産管理会社に適用され

るすべての法令に従わなければならない。したがって、ＤＷＳは金融監督庁の監督に服している。金融監督庁は受益

者保護のために管理会社に対し、次のような監督を行なっている。

○監督の主な内容

(イ) 許可・承認・報告等

ａ）営業許可

　管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。最低資本金等の法定要件が充足されている場

合には、金融監督庁がこの許可を与える。保管銀行は金融監督庁より許可を受けた金融機関でなければならな

い。

ｂ）約款の承認

　約款の制定、変更（管理会社、保管銀行および第三者が受領する権利を有する報酬等ならびにファンドの負担

となるその他の費用に関する規定の変更を除く。）は金融監督庁の承認を要し、投資方針等の法定記載要件が充

足されている場合には、この承認が与えられる。

ｃ）業務執行役員の選任、変更に関する届出

　業務執行役員の選任、変更は遅滞なく金融監督庁に届出なければならない。

ｄ）保管銀行の選任、変更に対する承認

　保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀行

の変更を命じることができる。

ｅ）開示

　管理会社はファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産についての報告書を作成し、公表しなけれ

ばならない。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日から４か月以内および毎中間期の末日から

２か月以内に、ファンドの資産の明細を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずることができる。この資産の

明細は保管銀行の確認を得なければならない。また受益権を取得する投資者には、約款および販売目論見書を提

供しなければならない。

ｆ）借入金の報告

　信託財産のために行なう借入金の法的制限との関連で、借入れおよび返済は決算報告書および中間決算報告書

により金融監督庁に報告しなければならない。

(ロ) 営業許可の取消

　営業許可条件が遵守されないとき、ならびに管理会社が法律上あるいは約款上重大なる義務違反をおかしたとき

には、営業許可を取消すことがある。営業許可の取消しと共に管理会社の信託財産管理権は保管銀行に移転する。

この場合、保管銀行は信託財産を清算するか、または金融監督庁の承認を得てその管理権を他の管理会社に移転し

なければならない。
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

　ファンドの基本方針は、その資産の少なくとも85%をマスターファンドの株式に投資することにより、投資資産の長

期的成長および収益を目指すものである。

　マスターファンドの投資方針の目的は、主として、国際的な株式市場において、その事業が人工知能の開発から利

益を得ているか又は現在人工知能の開発に関係している会社に投資することにより長期的な成長を実現することであ

る。

（２）【投資対象】

　主たる投資対象は、マスターファンドの株式である。

　投資決定をする際、DWSはESG（環境、社会、ガバナンス）要素を考慮する。これらのESG要素を考慮するために、

DWSは、独自の調査結果だけでなく、他の調査会社のESGデータを照合する特別なデータベースを使用する。データ分

析の後、このデータベースは投資対象を6段階の評価のうちの１つに割り当てる。投資対象が、最も低い評価の場合、

ファンドには適合しない。DWSは、委員会によってデータベースの評価の検証を受けることができ、委員会は、データ

ベースの評価は修正する必要があると結論付けることができ、投資対象が投資に適しているとすることができる。既

存の投資対象が、更新された分析により最も低い評価を受け、委員会がデータベースによる当該評価に同意した場

合、その投資対象は、売却される。委員会による検証は、ESG要素に関する発展の見通し、議決権の行使、一般的な経

済発展の見通しなどの更なる基準を考慮する。

UCITファンドを通して、ＤＷＳは、環境的及び社会的特性または両者を結合した特性を促進し、かつUCITファンド

を金融サービス分野におけるサステナビリティ関連の開示義務に関する規則（EU）2019/2088第8条(1)に、適合させ

る。

①　マスターファンドの投資方針

「マスターファンド」の投資方針の目的は、主として、国際的な株式市場において、その事業が人工知能の開発から

利益を得ているか又は現在人工知能の開発に関係している会社に投資することにより長期的な成長を実現することで

ある。マスターファンドの主要な投資方針は、次のとおりである。

（a） マスターファンドの資産の少なくとも７０％は、国内外の会社の発行するあらゆる株式、株券、参加証券およ

び配当金受領権証書、転換社債ならびに株式ワラント債に投資される。これの会社の発行する証券は、中国その他の

外国証券取引所に上場されている、または常時開かれかつ一般に承認・解放されているOECD加盟国の規制市場で取引

されるものでもよい。

（b） マスターファンドの資産の少なくとも６０％は、株式に投資される。

(c) マスターファンドの資産の３０％を限度として、短期預金、マネーマーケット商品および銀行預金に投資すること

ができる。

(d) さらに、マスターファンドの資産は、目論見書で定められている他の一定の資産に投資することができる。

②　マスターファンドの投資制限

(a) 単一の発行体の証券またはマネーマーケット商品への投資はマスターファンドの純資産の１０％を超えてはなら

ない。

(b) 単一の金融機関への預金はマスターファンドの純資産の２０％を超えてはならない。

(c) ポートフォリオマネジメント効率化のために締結されるOTCデリバティブ取引の相手方当事者に対するデフォルト

リスクエクスポージャーは、当該相手方当事者がEU加盟国内に事務所がある金融機関である場合は、マスターファン

ドの純資産の１０％を、それ以外の場合は、マスターファンドの純資産の５％を、超えてはならない。

(d) マスターファンドが純資産の５％を超えて投資する証券またはマネーマーケット商品の総額は、マスターファンド

の純資産の４０％を超えてはならない。但し、この制限は、慎重な監督下にある金融機関との間で締結する預金また

はOTCデリバティブ取引には適用されない、上記 (a)、(b) および (c)の上限規制にかかわらず、マスターファンド

は、次に掲げる取引の総額が純資産の２０％を超えることになる投資をしてはならない。

‒上記の金融機関の発行する証券またはマネーマーケット商品

‒上記の金融機関への預金

‒上記の金融機関から取得するOTCデリバティブ

(e)　上記(a)の１０％上限は、証券またはマネーマーケット商品の発行体または保証者が次のいずれかに該当する場

合には３５％に引き上げられ、さらに(d)の上限は適用されない。

‒EUの加盟国またはその地方当局

‒EUの非加盟国

‒１または２以上のEU加盟国の加盟する公的国際機関
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(f) 以下の条件を満たす債券については、 上記(a)の上限は１０％から２５％に引き上げられ、さらに(d)の上限は適

用されない。

‒EU加盟国内に登録された事務所を有し、かつかかる債券の所持人を保護するための特別な公的監督に法律上服する金

融機関が発行するものであること

‒かかる債券の発行による手取り金が法律に従い当該債券の効力期間の全体を通じて当該債券に付随する請求権をカ

バーすることができる資産に投資されるものであること

‒発行体のデフォルトの場合、かかる資産が元本の返済および発生済み利息の支払いに優先的に充当されること

単一の発行体の発行するこの種の債券がマスターファンドの純資産の５％を超えることになる場合は、かかる投資の

総額はマスターファンドの純資産の８０％を超えてはならない。

(g) (a)、(b)、(c)、 (d)、(e)および（f)の上限は結合できない。よって、単一の発行体の発行する証券もしくはマ

ネーマーケット商品またはこの金融機関への預金もしくはデリバティブへの投資は、いかなる場合にもマスターファ

ンドの純資産の３５％を超えてはならない。

‒単一の企業グループの証券またはマネーマーケット商品への投資は、マスターファンドの純資産の２０％まで累積し

て投資することができる。

‒EU 指令 83/349/EECに定義される連結会計の目的のために、または国際的に承認される会計原則に従って、同一の企

業グループに含まれる会社は、本条の投資制限の計算において単一の発行体とみなされる。

(h) マスターファンドは、その純資産の１０％を超えない限度で、マスターファンドの投資対象以外の証券またはマ

ネーマーケット商品に投資することができる。

(i) マスターファンドは、その純資産の１０％を超えない限度で、他の投資信託（UCITS）またはEU指令 2009/659/EC

（修正されたEU指令）に定義されたUCITSおよび（または）その他の投資信託以外の投資信託に投資することができ

る。(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)他のUCITSおよび（または）その他の投資信託への投資のために、当該他のUCITS

および（または）その他の投資信託の純資産は、(a)、(b)、(c)、(d)、(e) および(f)の上限規制に関して考慮されな

い。

(j) 規制市場、OECD加盟国の規制市場または証券取引所であって常時開かれかつ一般に承認・解放されているものの

いずれかへの上場が１年の期限内に実現しない場合、新規発行は非上場の証券またはマネーマーケット商品とみなさ

れ、投資制限に向けて計算される。

(k) マスターファンドは、発行体の経営に重要な影響を及ぼすような議決権付き株式等に投資することはできない。

マスターファンドのアンブレラファンドは、次の限度で取得することができる。

‒単一の発行体の無議決権株式の１０％

‒単一の発行体の債務証券の１０％

‒単一のファンドの２５％

‒単一の発行体のマネーマーケット商品の１０％

上記４件の限度のうち、２番目、３番目及び４番目は、取得時に債務証券またはマネーマーケット商品の総額または

発行済み証券の正味金額が計算不能の場合は無視することができる。

(l) (k)の投資制限は、次のものには適用されない。

‒EUの加盟国またはその地方当局が発行または保証する証券およびマネーマーケット商品

‒EU非加盟国が発行または保証する証券およびマネーマーケット商品

‒EUの加盟国の加盟する公的国際機関が発行する証券およびマネーマーケット商品

‒EU非加盟国内で設立された会社であって、その資産を主として当該国内に登録された事務所を有する発行体に投資す

るものの資本におけるマスターファンドの保有株式（但し、かかる保有が当該国の法制の下でマスターファンドによ

る当該国の発行者の証券への投資の唯一の方法である場合に限る。）しかしながら、この逸脱は、EU非加盟国のマス

ターファンドが、その投資方針において、(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(i)および(k)の制限を遵守する場合

にのみ適用される。

‒１または２以上の投資会社の子会社であって、当該子会社の所在国において投資家の要求に応じて行う投資信託の買

戻しに関する一定の管理、助言またはマーケティング活動のみを当該投資会社のためにのみ行うものの資本における

当該１または２以上の投資会社の保有株式

(m) (k)および(l)の制限にかかわらず、(a)、(b)、(c)、(d)、(e)および(f)の上限規制は、単一の発行体の株式およ

び（または）債務証券への投資に関し、投資方針の目的が次に掲げる基準で一定のインデックスまたはレバレッジド

インデックスの複製であるときは、２０％とする。

‒インデックスの組み合わせが十分に分散していること

‒インデックスが参照する市場の適切なベンチマークであること

‒インデックスが適切な方法により公開されていること
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この制限は、例外的な市場状況（特に規制市場において一定の証券またはマネーマーケット商品が著しく支配的な場

合）により正当化される場合は３５％とする。

(n) デリバティブに関するマスターファンドの全体的なエクスポージャーは、そのポートフォリオの総正味価額を超

えてはならない。エクスポージャーの計算においては、原資産の時価評価額、相手方当事者リスク、将来の市場動向

およびポジションの現金化に使うことができる時間が考慮される。マスターファンドは、投資戦略の一部として、お

よび(g)の制限の中でデリバティブに投資することができる。但し、原資産の全体的なリスクは、(a)、(b)、(c)、

(d)、(e)および(f)の投資制限を超えてはならない。

マスターファンドがインデックスベースのデリバティブに投資する場合、かかる投資は、(a)、(b)、(c)、(d)、(e)お

よび(f)の投資制限に関し、考慮されない。デリバティブを組み込んだ証券またはマネーマーケット商品の場合、当該

デリバティブは、投資制限の遵守において考慮されなければならない。

(o) マスターファンドは、その純資産の４９％を上限として流動資産に投資することができる。投資家の利益に鑑み

正当化されると判断される場合は、一時的に４９％を超えて流動資産に投資することができる。

③　マスターファンドの投資制限の例外

(a) マスターファンドは、その資産の一部をなす証券またはマネーマーケット商品に付随する取得権を行使する場合

は、投資制限の適用を受けない。

(b) マスターファンドは、所定の投資制限からの逸脱が認められた日から６か月間、リスク分散原則を順守しつつ、

当該制限から逸脱することができる。

（３）【運用体制】

①　エクイティ・ファンド・マネージメント・グループ

　ＤＷＳは、地域別・業種別スペシャリスト、ポートフォリオ・マネージャー及びそれらのアシスタントで構成され

るエクイティ・ファンド・マネージメント（以下「ＥＦＭ」という。）という名称のグループを有している。各ポー

トフォリオ・マネージャーは、１以上のファンドについて責任を負っている。各ファンドの投資に係る最終決定は、

必要又は適切な場合には地域別・業種別スペシャリストの支援を受けた上で、当該ファンドのポートフォリオ・マ

ネージャーによって行われる。ファンドについての責任とは別に、ＥＦＭの各メンバーは、特定の地域・業種に関す

る専門的知識をＥＦＭに提供する役割を担っている。

②　ミーティング

　以下のミーティングが、ファンド及びＤＷＳの管理するその他のファンドの投資決定プロセスを支援するために、

各ミーティング毎に異なる頻度で開催される。

(イ) インベストメント・コミッティー

　全業務執行役員と他の金融機関の上層部の10人の専門家が参加する。ゲストスピーカーの招待も頻繁に行われて

いる。

(ロ）資産アロケーション・ミーティング

　金利環境、株式市場の展望等の資本市場の展開についての広範な枠組みを示す。このミーティングの見解は、数

量的な決定はしないものの、資産のアロケーションに影響を及ぼす。

・四半期戦略ミーティング

長期的ポジショニングに関するテーマ、トレンド、マクロ経済、地域および業種に係る議論および特定が行われ

る。ここでの見解は、株式投資についての戦略についてのみ影響を及ぼす。

・月例戦術ミーティング

投資決定および現在のポジショニングについての検討ならびに短期的ポジショニングに関するテーマ、トレン

ド、マクロ経済、地域および業種に係る議論が行われる。

(ハ）チーム・ミーティング

　チーム内で投資分野に焦点をあてて毎週開催される。

(二) モーニング・ミーティング

　最新の情報及びそこから帰結される行動指針を共有するための短時間の非公式のミーティングとして機能する。

一般的に、柔軟性を保つために、チームメンバーは最新の事実に基づいて決定を行うことができるよう頻繁にコ

ミュニケートすることが奨励されている。
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（４）【分配方針】

(1) 必要な収益調整を条件として、当該会計年度中にファンドの勘定で発生した利息、および分配収益金およびその他の

収益であって費用充当されなかったものを原則的に分配金として支払う。実現売却益も、必要な収益調整を条件とし

て分配金支払いに用いることができる。

(2) 上記(1)に基づく分配可能収益は、翌会計年度以降の分配金支払いのために繰越すことができる。ただし、繰越収益

の合計が会計年度末現在のファンドに属する資産の15％を超えてはならない。12ヵ月に満たない会計年度の収益は、

その全額を繰越すことができる。

(3) ファンドの元本額を維持するために収益の一部（例外的な場合においては全部）をファンドに留保することができ

る。

(4) 分配金の支払いは、毎会計年度の終了後３ヵ月以内に行なわれる。

（５）【投資制限】

　ファンドが行なう投資については、次のような制限が付されている。

(イ）KAGBおよび約款による制限

１　管理会社がファンドのために取得しうる資産またはなしうる取引は次のとおりである。

①　証券

　KAGB第198条を条件として、次に掲げる証券のみを購入することができる。

ａ）欧州連合（以下「ＥＵ」という）の加盟国または欧州経済領域（以下「ＥＥＡ」という）協定の当事国であ

る他の国の取引所で取引され、またはこれらの国の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれて

いるもの。

ｂ）ＥＵの加盟国またはＥＥＡ協定の当事国である他の国以外の国の取引所でのみ取引され、またはこれらの国

の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれているもの。ただし、上記取引所または別の市場

は、金融監督庁が承認したものに限る。

ｃ）ＥＵの加盟国またはＥＥＡ協定の当事国である他の国の取引所での取引、またはＥＵの加盟国またはＥＥＡ

協定の当事国である他の国の整備された別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として予定さ

れているもの。ただし、当該証券の取引または包含が発行後１年内に実現したものに限る。

ｄ）ＥＵの加盟国またはＥＥＡ協定の当事国である他の国以外の国の取引所での取引、またはかかる国の整備さ

れた別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として要求されるもの。ただし、上記取引所また

は別の市場は金融監督庁が承認したものに限り、かつ当該証券の取引または包含が発行後１年内に実現したも

のに限る。

ｅ）発行会社の増資の場合にファンドが権利を与えられたもの。

ｆ）ファンドに属する新株引受権の行使により取得されたもの。

ｇ）KAGB第193条第(1)項第１文第７号で規定される基準を充足するクローズドエンド型ファンドの受益権。

ｈ）KAGB第193条第(1)項の第１文第８号で規定される基準を充足する金融商品。

　上記ａ）ないしｄ）に基づく証券の購入は、KAGB第193条(1)項第２文で規定される前提条件が充足された場合

に限り実行することができる。

②　マネーマーケット商品

(1) KAGB第198条を条件として、通常マネーマーケット市場で取引されている商品、ならびに利息付き証券で

あって、ファンドのための取得時に397日を超えない残存期間を有し、またはその利息の支払いが発行条件に

従って全期間を通じて定期的に（少なくとも397日ごとに）市場環境を反映して調整されるもの、もしくは

ファンドのリスクプロフィールがかかる証券（マネーマーケット商品）のリスクプロフィールに一致するもの

をファンドの勘定で取得することができる。

　マネーマーケット商品は、次のいずれかに該当する場合にのみファンドのために取得することができる。

ａ）ＥＵの加盟国またはＥＥＡ協定の当事国である他の国の取引所で取引され、またはかかる国の整備された

別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。

ｂ）ＥＵの加盟国またはＥＥＡ協定の当事国である他の国以外の国の取引所で取引され、またはかかる国の整

備された別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。ただし、上記取引所または別の市場

は、金融監督庁が承認したものに限る。

ｃ）ＥＵ、ドイツ連邦政府、ドイツ連邦政府の特別目的会社、ドイツ各州、他のＥＵ加盟国またはＥＵ加盟国

の中央、地域もしくは地方当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行または欧州投資銀行、ＥＵ加盟国でない

国、または連邦国家の場合にはその構成員、またはＥＵの一または二以上の加盟国が構成員となっている公

共的国際機関が発行または保証するもの。

ｄ）上記ａ）及びｂ）で特定されている市場で取引される証券の発行会社により発行されるもの。
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ｅ）ＥＵの法令で定められる基準に従って監督に服する金融機関、または金融監督庁がＥＵの法令のそれと同

等であると認める監督規定に服しこれを遵守する金融機関が発行または保証するもの。

ｆ）その他の発行体であって、KAGB第194条第(1)項第１文第６号の要件を充足するものにより発行されるも

の。

(2) 上記(1)で定めるマネーマーケット商品は、KAGB第194条第(2)項及び第(3)項に規定する各前提条件を充足す

る場合に限り購入することができる。

③　銀行預金

　ファンドの勘定で12ヶ月を超えない期間の銀行預金を保有することができる。かかる預金はＥＵ加盟国もしく

は他のＥＥＡ協定加盟国またはＥＵの法令に定めるそれと同等であると金融監督庁が認める監督規定を持つ第三

国に登録された営業所を有する金融機関の保護口座で保有しなければならない。銀行預金は外貨建であってもよ

い。

④　投資信託受益権

(1) ファンドの勘定で指令2009／65／ＥＣ（ＵＣＩＴＳ）に従って投資信託受益権を取得することができる。他

の国内投資信託および可変資本型投資株式会社の受益権、ＥＵ　ＵＣＩＴＳの受益権でない国外のオープンエ

ンド型投資信託の受益権は、KAGB第196条第(1)項第２文の要件を充たす場合に取得することができる。

(2) DWSは、国内の投資信託及び可変資本型投資会社の受益権並びにEU UCITS、オープンエンド型EU AIFs（オル

タナティブ投資ファンド）及び外国AIFsの受益権を取得することができる。ただし、資産管理会社、可変資本

型投資会社、EU投資信託、EU管理会社、外国AIFs又は外国AIFs管理会社の約款または定款により、他の国内の

投資信託、可変資本型投資会社、オープンエンド型EU投資信託または国外のオープンエンド型AIFs受益権の取

得が純資産の10％以下に制限されている場合に限る。

⑤　デリバティブ

(1) ファンドの管理の中で、KAGB第197条第(1)項第１文に基づくデリバティブおよびKAGB第197条第(1)項第２文

に基づくデリバティブを組み込んだ金融商品を利用することができる。用いられるデリバティブおよびデリバ

ティブを組み込んだ金融商品の形式と数量に応じて、KAGB第197条第(2)項に従って決定されるデリバティブお

よびデリバティブを組み込んだ金融商品の使用に係る市場リスクの限度到達の程度を決定するために、KAGB第

197条第(3)項に従って公布された「ドイツ投資法典に基づく投資取り決めにデリバティブ、証券ローンおよび

買戻し契約を利用する際のリスク・マネジメントおよびリスク計測に関する規則」（以下「デリバティブⅤ」

という）に定義する簡易アプローチまたは特別アプローチのいずれかを用いることができる。詳細は、販売目

論見書に規定される。

(2) 簡易アプローチを用いる場合には、基本型のデリバティブ、デリバティブを組み込んだ金融商品もしくはか

かるデリバティブとデリバティブを組み込んだ金融商品を結合したもの、またはKAGB第197条第(1)第１文に基

づいて許容される基礎商品を結合したものだけを恒常的にファンドに用いることができる。KAGB第197条(1)項

第１文に基づいて許容される基礎商品を基礎とする複合デリバティブは、わずかな程度にのみ用いることがで

きる。デリバティブⅤ第16条に従って市場リスクのために決定されるべきファンドの帰属価額は、いかなると

きにもファンドの資産価額を超えてはならない。

　基本型のデリバティブとは、以下のものをいう。

ａ）KAGB第196条に従った投資信託の受益権を除き、KAGB第197条第(1)項に従った基礎商品に係る先物契約

ｂ）KAGB第196条に基づく投資信託の受益権を除くKAGB第197条第(1)項に従った基礎商品および上記ａ）に

従った先物契約に係るオプションまたはワラント。ただし、以下の特徴を有するものでなければならない。

aa) オプションは、期間中いつでも、または期間の満了時に行使可能なものであり、

かつ

bb) オプションの行使時に、その価額が基礎商品の決済価格と市場価格の正または負の差額により直接計算

され、その差額が反対になるときはゼロとなるものであること。

ｃ）金利スワップ、通貨スワップまたは金利通貨スワップ

ｄ）上記ｃ）で規定されるスワップに係るオプションであって、上記ｂ）のaa）およびbb）に定義する特徴を

有するもの（スワップション）

ｅ）単名の金融デフォルトスワップ。

(3) 特別アプローチを用いる場合は、適切なリスク管理システムが稼働していることを条件として、すべての型

のデリバティブを組み込んだ金融商品またはKAGB第197条第(1)項第１文に基づいて許容される基礎商品を基礎

とするデリバティブに投資することができる。これらの場合において、市場リスクエクスポージャーのために

ファンドに帰せられるべき価値リスク金額（以下「価値リスク金額」という）は、いかなる時点においても、

デリバティブⅤ第９条に従ってそれぞれの参照ポートフォリオの市場リスクエクスポージャーに係る価値リス
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ク金額の２倍を超えてはならない。代替的に、価値リスク金額は、いかなる時点においても、ファンド資産の

20％を超えてはならない。

(4) これらの取引において、いかなる場合においても、約款または販売目論見書に記載された投資方針および投

資制限から逸脱してはならない。

(5) 投資者の利益のために得策であると認める場合に、その限度で、ヘッジ目的、効率的なポートフォリオ管理

およびファンドの追加的収益の確保のために、デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用い

る。

(6) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品の市場リスクの限度の決定に際し、デリバティブⅤ

第６条第３文に従い、随時、簡易アプローチから特別アプローチに切り替えることができる。特別アプローチ

への切り替えには連邦金融監督庁の承認を要しない。しかしながら、当該切り替えを、直ちに連邦金融監督庁

に通知するとともに次回の半期または年次報告書において報告しなければならない。

(7) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用いるときにはいつでも、デリバティブⅤを遵守

しなければならない。

⑥　他の投資商品

　ファンド財産の10％に相当する金額まで、ファンドの勘定で、KAGB第198条に基づいて他の投資商品を取得す

ることができる。

２　発行者についての制限および投資限度

(1) KAGB、デリバティブⅤおよび約款に定められた制限および限度を遵守しなければならない。

(2)同一発行者の証券およびマネーマーケット商品（証券買戻契約に基づき購入された証券およびマネーマーケッ

ト商品を含む）は、ファンド財産の５％を上限として投資することができる。証券およびマネーマーケット商品

の発行者は、当該証券およびマネーマーケット商品のパフォーマンスにリンクしたUCITSファンドに含まれてい

る他の証券経由で取得される場合には、上記制限の範囲内で考慮されなければならない。

(3) ドイツ連邦政府、ドイツ各州、ＥＵ、ＥＵの加盟国もしくはその地方当局、他のＥＥＡ協定当事国、ＥＵの加

盟国でない国又はＥＵの一または二以上の加盟国が構成員となっている国際機関のいずれかが発行または保証す

る債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品に、ファンド財産の35％を限度として投資することができ

る。

(4) 抵当証券および地方債ならびにＥＵ加盟国またはＥＥＡ協定当事国に登記された営業所を有する金融機関が発

行する債券に、ファンド財産の25％を限度として投資することができる。ただし、これらの金融機関が法的に、

債券保有者の保護を目的とした公的特別監督に服していること、および、かかる債券の発行手取金が法律に従

い、債券の全有効期間を通じて、かかる債券に係る請求権の引当てとなり、発行者の債務不履行の場合に、元本

および既発生利息の支払いのために優先的に使用しうる財産に投資されることを条件とする。上記第１文に基づ

いて同一の発行者の発行する債券にファンド財産の５％を超えて投資する場合は、かかる債券の総額はファンド

財産の80％を超えてはならない。

(5) 個別条項に発行者名を明記してその旨の記載がある場合は、KAGB第206条第(2)項に基づき、当該発行者の債券

およびマネーマーケット商品については、上記第(3)項の制限を超えることができる。かかる場合は、ファンド

として保有される債券およびマネーマーケット商品は、個別に発行された少なくとも６種類の債券もしくはマ

ネーマーケット商品で構成されなければならず、一銘柄あたりの投資額はファンド財産の30％を超えてはならな

い。

(6) ファンド財産の20％を超えない範囲で、同一の金融機関において、KAGB第195条に定義される銀行預金に投資す

ることができる。

(7) ａ）同一の機関が発行する証券またはマネーマーケット商品、ｂ）当該機関に預けられた預金、およびｃ）当

該機関と行なう場合のカウンターパーティ・リスクに帰属する金額の合計がファンド財産の20％を超えないよう

にしなければならない。第１文に規定される資産と帰属価額の合計がファンド財産の35％を超えないようにする

ことを条件に、第１文は上記第(3)項および第(4)項で規定される発行者および保証者に適用される。いずれの場

合においても、個々の上限は影響を受けない。

(8) 上記第(3)項および第(4)項に規定する債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品は、上記第(2)項の

40％制限を適用する際には、考慮されない。上記第(7)項の規定にかかわらず、第(2)項ないし第(4)項ならびに

第(6)項および第(7)項の制限は、合算されない。

(9) KAGB第196条第(1)項に基づいて、単一の投資取り決めの受益権に、ファンド財産の20％を超えない範囲で投資

することができる。ＤＷＳは、KAGB第196条第(1)項第２文に基づいて、投資信託の受益権に、ファンド財産の

30％を超えない範囲で投資することができる。ファンドの勘定で、KAGB第192条ないし第198条に定義される財産
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に対してリスク分散の原則に従って投資される他のオープンエンド型の国内、ＥＵまたは国外の投資取り決めの

受益権を発行済み受益権総数の25％を超えない範囲で購入することができる。

３　証券貸付取引及び証券買戻契約

ファンドの約款一般条項第13条および第14条に基づく証券貸付取引および証券買戻契約は行われない。

４　約款の個別条項に基づく投資制限

(1) ファンド資産の少なくとも85%はマスターファンドの株式に投資される。マスターファンドの投資方針の目的

は、主として、国際的な株式市場において、その事業が人工知能の開発から利益を得ているか又は現在人工知能

の開発に関係している会社に投資することにより長期的な成長を実現することである。

　　マスターファンドは、サブファンドの資産の少なくとも70%を外国及び国内の会社の発行するあらゆる時価総額

の株式、出資証書、参加及び配当証書（Genusssheine）、転換社債並びに新株予約権付社債に投資しなければな

らない。この点に関し、サブファンドの資産の少なくとも60%は株式に投資しなければならない。

　　サブファンドの資産の30%までは短期預金、マネーマーケット商品及び銀行預金に投資することができる。

　マスターファンドの資産の少なくとも51％は、一般的なESG基準（環境、社会、ガバナンス）に基づく環境および
社会的特定に適合する資産に投資する。
　　この目的のために、マスターファンドのポートフォリオ管理者は、経済的成功の見込みに関係なく、環境的お
よび社会的特徴に関して潜在的な投資を評価するために独自のESG評価手法を用いる。
　　このESG評価手法は、ESGデータプロバイダー、公開ソース、および内部評価を使用したデータ処理プログラム
に基づいている。
　　データ処理プログラムは、資産が環境または社会的特定に適合するために使用されているかどうか、および投
資先企業が適切なガバナンス慣行に従っているかどうかを判断するために、さまざまな評価カテゴリおよび/また
はターンオーバー閾値に基づく除外を使用しています。一部の評価カテゴリでは、発行者は6つの文字スコアのい
ずれかの評価を受け取り、「A」が最高スコア、「F」が最低スコアである。
 
　　データ処理プログラムは、例えば以下のカテゴリを使用する。

 

DWS規範評価

　　DWS規範評価では、国連グローバル・コンパクトの原則、国際労働機関（ILO）の基準、およびその他の一般的

に受け入れられている国際基準および原則の遵守など、発行者の行動を評価する。規範評価では、たとえば、人

権侵害、労働者の権利の侵害、児童または強制労働、環境への悪影響、ビジネス倫理の遵守などを調査する。規

範評価がFスコアの発行者は除外される。

 

フリーダム・ハウス上の地位

　　フリーダム・ハウスは国際的な非政府組織で、政治的自由と市民的自由の度合いによって国々を分類してい

る。フリーダム・ハウス上の地位に基づき、フリーダム・ハウスによって「自由でない」と評価された国々は除

外される。

 

問題分野についての除外評価

　特定の事業分野や問題分野（以下「問題分野」）での事業活動を行う企業は除外される。問題分野から生み出

される総収入に対する割合に基づき、企業は投資対象から除外される。

　問題分野の除外基準の閾値は以下のとおりである。

―民間拳銃または弾薬の製造および/または販売から５%以上

―タバコ製品の製造から５%以上

―オイルサンドの採掘から５%以上

―石炭採掘及び石炭による発電が25％以上、石炭の追加採掘、生産、使用の拡張計画を持つ企業

 

　　　　　　問題となる兵器分野の除外評価

　　　　　　　問題となる兵器または主要部品（対人地雷、クラスター弾、化学兵器または生物兵器）の製造または流通業者

と特定される企業は除外される。加えて、グループ組織内の相対的なエクスポージャーも除外対象として考慮さ

れる場合がある。

 

　　　　　　資金使途を定めた債券の評価

　　　　　　　資金使途を定めた債券に関する特別な要件が満たされる場合に投資が認められる。まず、債券が気候債権基

準、ICMAグリーンボンド原則、EUグリーンボンド基準のような同業他社の基準に準拠しているかどうか、債券が

独立した監査および発行者の監査を受けているかどうかがチェックされる。

 

　　　　　　投資ファンドユニットの評価
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　　　　　　　ESGデータベースは、規範評価及び問題となる兵器分野の除外評価に従い、対象ファンド内の投資を考慮して投

資ファンドユニットを評価する。対象ファンドは、ESGの定義された発行者基準に準拠しない投資にも投資するこ

とができる。

 

　　　　　　　ESG評価手法は、デリバティブまたは銀行預金には使用されない。

 

　　　　　　　マスターファンドの49％までは、ESG評価基準で評価されていない資産またはESGデータカバーが不完全な資産

に投資することができる。この許容は規範評価には適用されない、すなわち、企業はグッド・ガバナンスの実践

に従わなければならない。

 

　　　　　　　上記のESG最低基準を満たす資産へのマスターファンドの投資の一環として、マスターファンドの 資産の少な

くとも10％は、開示規則第2条（17）に定義される持続可能な投資に投資される。フィーダーファンドのマスター

ファンドへの投資を通じて、フィーダーファンドの資産の少なくとも8％を、開示規則第2条（17）に定義される

持続可能な投資に投資する。

 

　　　　　　　マスターファンドの資産に対する除外戦略を通じて、マスターファンドのポートフォリオ管理は、サステナビ

リティ要素に対する以下の主要な悪影響を考慮する。

―化石燃料セクターで活動する企業へのエクスポージャー

―国連グローバル・コンパクトの原則およびOECD多国籍企業ガイドラインへの違反

―問題のある兵器へのエクスポージャー（対人地雷、クラスター兵器、化学及び生物兵器）

 

ドイツ投資税法の課税一部免除を受けるために、マスターファンドは、その資産総額（ファンドの負債控除前

の資産総額と定義される）の少なくとも60%を、株式取引所に上場され、又は他の整備された市場で取引され若し

くはかかる市場に含まれている株式であって次に掲げるもの以外のものに投資しなければならない。

―　投資信託

―　パートナーシップを通じて間接的に保有される株式

―　総資産の少なくとも75％が法定の規定またはその投資条件に従って不動産で構成されている法人、個人の団

体、または遺産の持分、ただし、当該法人、個人の団体、または遺産が15%以上の所得税の課税対象であり、か

つ当該課税が免除されていない場合、又は当該法人、個人の団体、または遺産の分配金が15%以上の課税対象で

あり、かつ投資ファンドが当該課税から免除されない場合に限る。

―　配当を実施する限度において、法人所得税が免除される法人の持分、ただし、かかる配当が最低15%の税率で

課税され、かつ投資ファンドが当該課税から免除されない場合を除く。

―　（i）不動産会社、または（ii）不動産会社ではないが、（a）欧州連合の加盟国または欧州経済地域の加盟

国に本拠地があり、当該本拠地において法人所得税が課せられないか、もしくは課税を免除されている法人、

または（b）第三国に本拠地があり、当該本拠地において少なくとも15％の法人所得税が課せられないか、もし

くは課税を免除されている法人の持分から直接または間接的に得ている収益の割合が10％を超える法人の持分;

―i）不動産会社、または（ii）不動産会社ではないが、（a）欧州連合の加盟国または欧州経済地域の加盟国に

本拠地があり、当該本拠地において法人所得税が課せられないか、もしくは課税を免除されている法人、また

は（b）第三国に本拠地があり、当該本拠地において少なくとも15％の法人所得税が課せられないか、もしくは

課税を免除されている法人の持分を直接的又は間接的に保有する法人の持分

この点に関し、フィーダーファンドは、KAGB第207条(1)及び第210条(3)並びに一般条項第11条(8)の投資制限の

適用を受けない。

(2)　当ファンドの資産の15%までは、個別条項第25条(2)による銀行預金及び（又は）個別条項第25条(3)によるデリ

バティブにも投資することができる。

(3)　当ファンドは、一般条項第5条、第6条、第8条及び第10条による証券、マネーマーケット商品、投資信託（個別

条項第25条(1)に掲げるものを除く。）及びその他の投資商品を取得することはできない。

（4）　前各項及び一般条項に定義される投資制限を条件として、当ファンドは、ドイツ投資税法に定義される一部免

除を受けるために、フィーダーファンドの資産総額（負債控除前の資産総額）の少なくとも85%をマスターファン

ドの株式（株式ファンド）に投資する。マスターファンドの実際の株式資本投資比率は、フィーダーファンドの

株式資本投資比率（同法第2条(8)に定義される）のために考慮することができる。

(ロ）その他の制限

①　ＤＷＳは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって有価証券の引受を行なわない旨、定めている。

②　ＤＷＳは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって信用取引を行なわない旨、定めている。
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③　ＤＷＳは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって私募株式、抵当証券および非上場株式であって流

動性に欠ける証券に、ファンド資産の10％を超えて投資しない旨、定めている。

④　ＤＷＳは、借入条件が市場における通常のものであることおよび保管銀行が承諾することを条件に、投資者の

共同勘定において信託財産の10パーセントを限度とする短期借入れを行なうことができる。
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３【投資リスク】

ファンドへの投資に関連するリスクは、マスターファンドが保有する資産から生じるリスクと密接に関連している。ＤＷＳ

は、マスターファンドの運用を管理することは一般的にできない。その投資判断は、必ずしもＤＷＳの仮定や予想と一致する

ものではない。ファンドの資産の少なくとも85%は、マスターファンドの株式に投資されなければならない。

 

(1)当ファンドへの投資におけるリスク

ファンドの１口当たり純資産価額の変動

１口当たり純資産価額は、ファンドの価値を発行済口数で割ったものとして算出される。ファンドの価値は、ファンドが保

有するすべての資産の市場価値の合計から、ファンドのすべての負債の市場価値を差し引いたものに等しい。したがって、

ファンドの１口当たり純資産価額は、ファンドが保有する資産およびファンドの負債の額に左右される。これらの資産価値が

下落した場合、または負債価値が上昇した場合、ファンドの１口当たり純資産価額は下落する。したがって、ファンドの１口

当たり純資産価額は、ファンドの売却時に購入時よりも低くなる可能性がある。そのため、投資家は当初投資した額よりも低

い金額を受け取る可能性がある。

 

課税の個人への影響

投資収益に対する課税処理は、各投資家の個々の状況によって異なり、将来変更される可能性がある。投資家は、個々の問

題について、特に個人の課税状況を考慮した上で、個人の税務アドバイザーに相談すべきである。

 

投資方針および投資条件の変更

ＤＷＳは、金融監督庁の承認を得て、投資条件を変更することができる。これは投資家の権利に影響を与える可能性があ

る。例えば、投資条件を変更することで、ＤＷＳはファンドの投資方針を変更したり、ファンドに課される費用を増額したり

することができる。ＤＷＳは、法律上および契約上許容される投資範囲内で、投資方針を変更することができる。そのため、

投資条件を変更したり、金融監督庁の承認を得たりする必要はない。これにより、ファンドに関連するリスクが変更される可

能性がある。

 

受益権の買戻しの制限

　受益権の買戻し制限がなされることについては、１（４）（ホ）「受益権の買戻し」を参照。

 

受益権の買戻し停止

ＤＷＳは、投資家の利益を考慮した上で、停止が必要と思われる例外的な状況下において、受益権の買戻しを停止すること

ができる。例外的な状況とは、例えば、経済または政治危機、異例に広範囲にわたる買戻し請求、証券取引所または市場の閉

鎖、取引制限、または１口当たり純資産価額の決定に悪影響を及ぼすその他の要因を指す。金融監督庁は、投資家または公共

の利益のために必要であると判断した場合、ＤＷＳに対して買戻し停止を命ずることができる。その期間中は、投資家は受益

権を買い戻しできない。受益権の買戻しが停止されている間でも、受益権の買戻しが停止されている間にＤＷＳが市場価格を

下回る価格で資産を売却せざるを得ない場合などに1口当たり純資産価額が下落する可能性がある。受益権の買戻しが再開され

た後の1口当たり純資産価額は、買戻し停止前の1口当たり純資産価額を下回る可能性がある。

買戻しが再開されないまま停止が継続した場合、投資ファンドの清算に直接つながる可能性がある。投資家にとっては、予

定していた保有期間が実現できない可能性や、投資した資金の大部分が長期間利用できない、あるいは完全に失われる可能性

があるというリスクを伴う。

 

ファンドの清算

ＤＷＳはファンドの運用を終了する権利を有する。運用終了後、ＤＷＳはファンドを完全に清算することができる。6ヶ月の

予告期間後、ファンドの処分権は保管銀行に移る。投資家にとっては、これにより、投資家が計画した保有期間が実現しない

というリスクが生じる。ファンドが保管銀行に移管された場合、ドイツの所得税以外の税金がファンドに課される可能性があ

る。清算手続き完了後に投資家の保管口座からファンド受益権が引き出された場合、投資家に所得税が課される可能性があ

る。

 

ファンドの全資産を他のオープンエンド型ファンドへの譲渡

ＤＷＳはファンドの全資産を他のUCITSファンドに譲渡することができる。この場合、投資家は (i) 受益権を返却するか、

(ii) 受益権を保有し、その結果として受け入れ先のUCITSファンドの投資家となるか、(iii) 受益権を同様の投資方針を持つ

オープンエンド型小売投資事業体の受益権と交換することができる。ただし、ＤＷＳまたはＤＷＳと提携する事業体が、同様
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の投資方針を持つ投資事業体を管理している場合に限る。同様の規定は、ＤＷＳが他のオープンエンド型小売投資事業体の全

資産をファンドに譲渡する場合にも適用される。

したがって、投資家は譲渡の際に、早急に新たな投資決定を下さなければならない。受益権の返還時に所得税が発生する場

合がある。類似の投資方針を有する投資事業体の受益権と受益権を交換する場合、例えば、受け取った受益権の価値が交換前

の受益権の購入時の価値よりも高い場合、投資家には所得税が課される可能性がある。

 

ファンドの他の資産運用会社への譲渡

ＤＷＳはファンドを他の資産運用会社に譲渡することができる。ファンドは、投資家の立場と同様に、そのような譲渡に

よっても変更されない。しかし、投資家は譲渡の際に、新しい資産運用会社が以前の会社と同様に適しているかどうかを判断

しなければならない。投資家が新しい運用会社のもとでファンドに投資し続けることを希望しない場合、投資家が保有する受

益権は返却されなければならない。この場合、所得税が課される可能性がある。

 

収益性および投資家の投資目的の達成

投資家が希望する投資パフォーマンスを達成できる保証はない。ファンドの１口当たり純資産価額は下落し、投資家の損失

につながる可能性がある。買戻し時の最低支払保証、またはファンドの特定の投資パフォーマンスについて、ＤＷＳまたは第

三者による保証はない。ファンドの受益権購入時に支払われる初期販売手数料、または受益権売却時に支払われる買戻し手数

料は、特に投資期間が短い場合には、投資パフォーマンスをさらに低下させ、あるいは完全に相殺することがあり得る。投資

家は、当初投資した額を下回る金額を受け取る可能性がある。

 

(2) 市場リスク

サステナビリティリスク
サステナビリティリスクとは、環境、社会、ガバナンスの要因に関連する事象または状況であり、その発生により投資価値
に実質的または潜在的に重大な悪影響を及ぼす可能性があるものをいう。サステナビリティリスクは、単独でリスクとなる場
合もあれば、例えば、価格リスク、流動性リスク、カウンターパーティ・リスク、オペレーショナルリスクなどのリスクに影
響を与え、実質的に寄与する場合もある。
これらの事象や条件は、以下の要因を含むが、これらに限定されない要因もある。
 
環境要因：温室効果ガス排出量、エネルギー資源および使用、水使用量など
社会要因：人権、労働基準、責任ある事業活動に関する原則など
ガバナンス要因：贈賄防止および腐敗防止措置など
 
サステナビリティリスクは、原資産の財務状況、流動性、収益性、または評判の大幅な悪化につながる可能性がある。サス
テナビリティリスクが投資の評価において予想、考慮されていなかった場合、投資の予想/見積市場価格および/または流動
性、したがってファンドのリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
 

 

サステナビリティリスクに関連する市場リスク

環境、社会、ガバナンスに関するリスクは、市場価格に影響を与える可能性がある。したがって、企業が持続可能な事業を

行わず、持続可能な変化のための投資を行わない場合、市場価格は変動する可能性がある。

サステナビリティを考慮せず、持続可能な変化のための投資を行わない場合、市場価格は変動する可能性がある。サステナ

ビリティを考慮しない企業の戦略的調整も、市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。持続可能な方法で活動しない企業から

生じるレピュテーションリスクも、悪影響を及ぼす可能性がある。最後に、気候変動や低炭素経済への移行措置による物理的

損害も、市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

価値の変動リスク

ＤＷＳがファンドの勘定で投資する資産にはリスクが伴う。したがって、資産の市場価値が購入価格に対して下落した場

合、またはスポット価格と先物価格が異なる方向に変動した場合、価値の損失が発生する可能性がある。

 

預金に対するマイナス金利のリスク

ＤＷＳは、ファンドの流動資産をファンドの勘定で保管銀行または他の銀行に投資し、当該預金には市場金利相当の利息が

付与される。各中央銀行（特に欧州中央銀行、連邦準備制度理事会（FRB）、イングランド銀行、および/またはスイス国立銀

行）の金利政策の動向、ならびにファンドまたは受益権の通貨に応じて、短期、中期、さらには長期の預金にマイナス金利が

適用される可能性がある。

 

資本市場リスク
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金融商品の価格や市場パフォーマンスは、特に資本市場のパフォーマンスに左右される。資本市場は、世界全体の経済情勢

や、各国の経済・政治環境に影響を受ける。

一般的な経済状況に関連するリスクは、主要な工業国および新興市場国の経済成長に関する不確実性とその世界経済への影

響、ならびに政府債務によって生じる可能性がある。

資本市場リスクは、投資環境における金利水準とその潜在的な影響（例えば債券利回りに及ぼす影響など）から生じ得る。

資本市場は、中央銀行が講じる措置（例えば金利調整、拡張的または緊縮的な金融政策、証券の買い入れ・売却プログラムな

ど）およびそれらの相互作用により、直接的または間接的に影響を受ける。これにより、ファンドの流動性、収益性、および

市場リスクに影響を及ぼす可能性がある。

政治環境に関連するリスクには、例えば、欧州連合（EU）の今後の動向に関する不確実性、今後の選挙や国民投票に関する

不確実性、および（潜在的な）危機地域における動向に関する不確実性が含まれる。

感情、意見、噂などの非合理的な要因も、特に株式市場において、一般的な価格動向に影響を与える可能性があります。市

場価格や価値の変動は、金利の変動、原油などの商品価格、為替レート、または金融商品の発行者の信用力の変化にも起因す

る可能性があります。

 

インフレリスク

すべての資産はインフレによる価値下落リスクにさらされている。インフレ率はファンドの成長率を上回る可能性がある。

 

為替リスク

ファンドの資産は、ファンドの基準通貨以外の通貨に投資されることがある。ファンドは、そのような投資から得た収益、

返済金、売却益を当該の他の通貨で受け取る。ファンドの基準通貨に対して当該の通貨の価値が下落した場合、そのような投

資の価値、ひいてはファンドの資産の価値も減少する。

 

偶発転換社債への投資リスク

偶発転換社債（「CoCo債」）は、ハイブリッド金融商品の形態である。発行体側から見ると、資本バッファーとして機能

し、特定の規制資本要件の充足に貢献する。発行条件により、CoCo債は、規制資本基準に関連する特定のトリガーイベントが

発生した場合に株式に転換されるか、または元本が減額される。転換イベントは、監督当局が発行体の長期的な存続可能性に

疑問を抱いた場合、または発行体に関連する企業が継続企業として存続できるかどうかを疑問視した場合にも、トリガーイベ

ントとは無関係に、発行体の管理外で監督当局により引き起こされる可能性もある。

トリガーイベントが発生した場合、投資資本の回収は基本的にCoCo債の構造に依存する。CoCo債は、一時的な減額の場合に

限り、減額された額面金額の全額または一部を回収できる。株式への転換や恒久的な減額の場合、投資資本は失われる。一時

的な減額の場合、減額は完全に裁量的であり、一定の規制上の制限を考慮して行われる。トリガーイベント発生後のクーポン

支払いは、減額された額面金額をベースに行われる。全額減額の場合、クーポンに対する権利も失われる。したがって、CoCo

債の投資家は、一定の状況下では、同じ発行体の株式投資家やその他の債務証券保有者よりも先に損失を被る可能性がある。

EUの自己資本指令IV/自己資本要件規則（CRD IV/CRR）で定められた最低要件に従い、CoCo債の条件設定は複雑であり、発行

者や債券によって異なる場合がある。そのため、CoCo債は他の債券や債務証券と比較して、利払いが停止されるリスクや利払

額が変更されるリスク、自己資本比率規制によるリスク、トリガーイベントが発生した場合に元本が毀損するリスク、流動性

リスクなど、損失リスクが高まる。

 

Coco債への投資は、以下のようなリスクがある。

a) 指定トリガーを下回るリスク（トリガーレベルリスク）

転換または減額の可能性およびリスクは、トリガーレベルと現在CoCo債の発行者に要求されている自己資本比率との差に

よって決定される。

機械的トリガーは、各CoCo債の発行目論見書に記載された、規制自己資本比率の5.125%以上とする。特にトリガーレベルが

高い場合、CoCo債の投資家は、例えば名目価値の減額または株式資本（株式）への転換により、投資した資本を失う可能性が

ある。

サブファンドレベルでは、発行者の資本比率が四半期ごとにしか公表されないため、トリガーレベルを下回る実際のリスク

を事前に評価することが困難である。トリガーレベルと資本比率の実際の差は、公表時点でのみ判明する。

b) クーポン支払いの停止リスク（クーポン取消リスク）

CoCo債のクーポンで定められた利息は原則として支払われるが、発行者または監督当局は、CoCo債のデフォルトを意味しな

い形で、いつでもクーポン支払いを停止することができる。停止されたクーポン支払いは、支払いが再開された場合でも補填

されない。これにより、CoCo債投資家には、取得時に予想されたすべてのクーポン支払いを受け取れないリスクがある。

c) クーポン変更リスク（クーポンリセットリスク）
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Coco債発行者が指定したコール日にCoco債をコールしない場合、発行者は発行条件を再定義することができる。発行者が

Coco債をコールしない場合、コール日にクーポンの金額が変更される可能性がある。

d) 健全性要件によるリスク（資本構造の逆転リスク）

CRD IVでは、銀行の自己資本に関する複数の最低要件が定義されている。必要な資本バッファーの額は、発行者に適用され

る有効な規制法に従い、国によって異なる。発行者に適用される規制法に応じて、裁量的なトリガーによる転換またはクーポ

ン支払いの停止が引き起こされる可能性があり、国家条件および当該監督当局の判断に応じて、Coco投資家または投資家に

とって追加の不確実性要因が存在することになる。

さらに、それぞれの管轄監督当局の見解、および個々のケースにおける見解の関連性に関する基準は、事前に確定的に評価

することはできない。

e) コールリスクおよび管轄監督当局によるコールの阻止（延長リスク）

CoCo債は、発行目論見書で定められた特定のコール日に発行者がコールできる、多くの場合永久の長期債務証券である。

コールの決定は発行者の裁量により行われるが、発行者の管轄監督当局の承認を要する。監督当局は、適用される規制法に

従って決定を行う。CoCo債の投資家は、発行者が定義されたコール日の一つまたは複数においてCoCo債を有効にコールしない

場合、CoCo債をセカンダリー市場で売却するしかなく、これには対応する市場リスクおよび流動性リスクが伴う。需要不足に

より十分な流動性のあるセカンダリー市場が存在しない場合、Coco債は売却できない。

f) 自己資本と劣後リスク（資本構造の逆転リスク）

株式への転換が発生した場合、CoCo債の投資家はトリガーが発生した時点で株主となる。破綻の場合、株主の請求権は劣後

順位となり、残存資金に依存する。したがって、CoCo債の転換は資本の全額損失を招く可能性がある。特定の状況下では、

CoCo債の投資家はトリガーが発生した時点で、株式保有者よりも先に初期損失を被る可能性がある。

g) セクター集中リスク

CoCo債の特殊な構造により、金融証券に関するリスクの偏在により、特定のセクターへの集中リスクが生じる可能性があ

る。法律上、CoCo債は金融機関の資本構造の一部を構成する。

h) 流動性リスク

CoCo債は、緊張した市場状況下で流動性リスクを伴う。これは、特殊な投資家層と、通常の債券に比べて総市場規模が小さ

いことによる。

i) 収入評価リスク

CoCo債は柔軟な条件でコールされる可能性があるため、収入の計算にどの日付を使用すべきかが明確ではない。各コール日

において、債券の満期が延期され、収入計算を新しい日付に調整する必要が生じ、これにより利回りが異なる可能性がある。

j) 未知のリスク

CoCo債は革新的な性質を有し、金融機関を取り巻く規制環境が急速に変化しているため、現在予測できないリスクが生じる

可能性がある。

詳細については、2014年7月31日付の欧州証券市場監督局（ESMA/2014/944）の声明「偶発転換証券への投資に関連する潜在

的リスクに関する声明」を参照。

 

買戻しまたは購入の増加によるリスク

投資家による売買注文は、それぞれファンドへの流動性の流入と流出を引き起こす。流入と流出を相殺した後の純額は、

ファンドの流動資産の純流入または純流出となる。この純流入または純流出により、ファンドマネージャーが資産を売買する

ことになり、取引コストが発生する。これは、流入または流出の結果、流動資産が、ファンドに対して設定した比率を上回っ

たり、下回ったりする場合に特に当てはまる。その結果発生する取引費用はファンドに請求され、ファンドのパフォーマンス

に悪影響を及ぼす可能性がある。流入の場合、ファンドの流動性が高まると、ＤＷＳが適切な条件でファンドを運用できな

かったり、タイムリーに運用できなかったりすると、ファンドのパフォーマンスが低下する可能性がある。

 

（3）ファンドの運用リスクおよびその他のリスク

犯罪行為、不備、自然災害、サステナビリティへの配慮の欠如によるリスク

ファンドは詐欺その他の犯罪行為の被害者となる可能性がある。ＤＷＳまたは外部の第三者の従業員による過失により損失

を被る可能性があるほか、自然災害やパンデミックなどの外部要因により損害を被る可能性もある。これらのイベントは、サ

ステナビリティを考慮に入れないことにより引き起こされたり、悪化したりする可能性がある。

 

カントリーリスクまたは送金リスク

外国の借り手が、支払い能力があるにもかかわらず、支払いそのものをまったく行わない、または期日どおりに行わない、

あるいは自国通貨が自由に送金できない、または自国が送金を実行したがらない、または同様の理由により、別の通貨でのみ

支払いが可能になるというリスクがある。これは、例えば、ファンドの勘定に関してＤＷＳが受領する権利を有する支払いが
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発生しない可能性がある、または為替取引の制限により交換できない通貨である可能性がある、または別の通貨である可能性

があることを意味する。借り手が別の通貨で支払う場合、この立場は前述の為替リスクの影響を受ける。

 

法的および政治的リスク

ファンドへの投資は、ドイツ法が適用されない管轄区域において行われる可能性がある。また、紛争が発生した場合、管轄

地がドイツ国外となる可能性もある。その結果、ファンドの勘定に対するＤＷＳの権利および義務は、ファンドまたは投資家

の不利益となる形で、ドイツにおけるそれらと異なる可能性がある。これらの管轄区域における法的枠組みの変更を含む政治

的または法的発展は、ＤＷＳが察知できない場合、または察知が遅れる場合があり、また、取得可能な資産またはすでに取得

済みの資産に関して制限が課される可能性もある。これらの結果は、ドイツにおけるＤＷＳおよび/またはファンドの管理に関

する法的枠組みが変更された場合にも生じうる。

 

税制の変更、税務リスク

本情報は、現行の税法に関するＤＷＳの理解に基づいている。しかし、法律、裁判所の判決、または税務当局の命令による

税制の潜在的な変更については、一切の責任を負うことはできない。税制の概要は、ドイツにおける個人または法人所得税の

対象となる人々を対象としている。

 

管理者リスク

特定の期間におけるファンドの投資実績が非常に良好な場合、この成功はファンドを代表して行動する個人の能力、ひいて

は正しい経営判断に依存している可能性もある。しかし、ファンドの管理者は変更される可能性がある。新たな意思決定者

は、それほど成功しない可能性もある。

 

保管銀行リスク

特に外国における資産の保管には、保管銀行の支払不能、保管銀行のデューデリジェンス違反、不可抗力による損失のリス

クが伴う。

 

保管銀行または他の信用機関のデフォルトリスク

保管銀行が債務不履行に陥った場合、ファンドの投資家は、連邦ドイツ銀行協会（Bundesverband deutscher Banken e.V.）の

預金保険基金の対象となっていない預け入れ分については、金銭的な損失を被る可能性がある。ファンドの預け入れが他の信

用機関で行われている場合、投資家は、これらの預け入れが既存の預金保険制度の対象となっていない限り、金銭的な損失を

被る可能性がある。投資ファンドの預金保護も、預金保険制度が存在するにもかかわらず、その規則や規定により預金の補償

範囲に制限があるため、制限される可能性がある。

 

取引および清算メカニズムのリスク（決済リスク）

証券取引の決済においては、契約当事者の一方が支払いを遅延または不履行したり、証券を期日どおりに引き渡さないリス

クがある。この決済リスクは、ファンドが他の資産を取引する場合にも同様に存在する。

 

商品デリバティブのポジション制限に関連する潜在的なリスクに関する情報 / 投資戦略への潜在的な影響

第二次金融商品市場指令（MiFID 2指令）の実施の一環として、管轄当局は、欧州連合の加盟国または欧州経済領域協定の締

約国において取引所を通じて取引される商品デリバティブごとに、個人または法人が保有できる当該デリバティブのポジショ

ンの最大規模に関する定量的な閾値（ポジション制限）を設定しなければならない。このポジション制限はファンドにも適用

される。商品デリバティブが取引される取引所の運営者は、設定されたポジションリミットの遵守状況を監視するための手続

（ポジション管理措置）を確立しなければならない。ポジションリミットの定義または取引所の運営者がポジション管理措置

の枠組み内で有する権利により、商品デリバティブのポジションが全く締結されない、または一部のみ締結される、または締

結されたポジションが清算または削減されるリスクがある。その結果、ＤＷＳは、商品デリバティブに関する投資戦略を計画

通りに実施または調整できない可能性がある。これにより、ファンドのリスクプロファイルおよびパフォーマンスに影響を及

ぼす可能性がある。

 

(4) リスク管理体制

　ＤＷＳにおける独立したリスク管理は、主に２つの独立した部門、すなわちインベストメント・マネージメント・コンプラ

イアンス（ＩＭＣ）およびアセット・マネージメント（ＡＭ）リスクにより実施される。他方で、市場リスクおよびクレジッ

ト・リスクに対する第一次的責任はポートフォリオ・マネージメントにある。
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　ＩＭＣは、適用ある投資に関する規制ならびに顧客ガイドライン、契約ガイドライン及び社内ガイドラインの遵守について

のモニタリングを行う責任を負う。ガイドライン違反は、責任者であるポートフォリオ・マネージャーおよび規律管理者に対

して自動的に報告される。

　ＡＭリスクは、カウンターパーティー・リスクの観点からの市場リスク、運営リスクおよびクレジット・リスクのモニタリ

ングと商品および部門を横断した効率的かつ健全な管理環境の構築について責任を負う。ＡＭリスクは、リスクの特定、評価

および軽減においてＤＷＳのファンド・マネージメントおよびシニア・マネージメントを補佐し、ＤＷＳの投資方針決定者、

ポートフォリオ・マネージャーおよび運営部門から独立して活動する。

　ＡＭリスクは、特別アプローチに基づくポートフォリオの重要なリスク・ソースを特定することおよび適用ある投資に関す

る規制法規（例えば、ドイツ投資法、デリバティブⅤ）の遵守に係るモニタリングを行うことについて責任を負う。

　リスク・アンド・コントロール・マネージメント（ＲＣＭ）は、コンプライアンス部門と緊密な関係を保っている。

　ＡＭリスクは、ＡＭビジネスに固有のさまざまな運営リスクを予防的に軽減することにより健全な管理環境を確保すること

について責任を負う。ＡＭリスクは、リスクを予防的に特定および抑制する戦略に関してＡＭビジネス部署に対するサポー

ト／アドバイスをすること、およびオペレーショナル・リスクを管理に関するデータベース原則をＡＭが遵守を保証する義務

を負っている。

　法律上の要求事項、規制上の要求事項、グループ内部の要求事項及び顧客の要求事項を完全に遵守するために、ＡＭリスク

は独立してリスクのモニタリングを行う。これを促進するために、ＡＭリスクはリスク管理及びリスク・モニタリング用の多

様な統合された最新技術によるツールー式を用いる。主要なツールは以下のとおりである。

・ＲＣＭは、投資ガイドラインモニタリングツールを用いて投資ガイドラインの遵守をモニタリングする。当該ツールは、当

該ファンド及びカウンターパーティに係る投資制限及び与信限度についての遵守を日々、電子的にモニタリングするもので

ある。ガイドライン又は内部的リスク制限からの逸脱は直ちに上層部に上げられる。

・RiskMetrics社のRiskManagerというアプリケーションソフトにより、ＡＭリスクは、毎週、様々なＶａＲ数値（モンテカル

ロ法又はヒストリカル・シミュレーション）を計算し、ストレス・シナリオ（ヒストリカル及び各ファンド固有の）及び

バックテストを実行することが可能となる。ＶａＲ計算（通常、10日間隔において99％の信頼度を有する）及びストレス・

シナリオについての毎日の結果は、ファンド管理手続の不可分の要素であり、各ファンドマネージャー及びシニア・マネー

ジメントは、包括的な日報及び限度違反の場合には別途電子メールを入手する。さらに、ＡＭリスクは、複雑な商品につい

てのリスク計数の計算のために別の評価・リスクツールを用いる。ＡＭリスクは、ＡＭの機関投資家に対して透明性のある

正規の市場リスクレポートを作成する。

・ストレス・テスト評価ツールを使用して、ＡＭリスクは、毎月、ストレス・テストの結果及び報告を評価する。ストレス・

シナリオは、新しい市場環境に応じて定期的にアップデートされる。顧客別特定レポートは、ポートフォリオ・マネー

ジャーに対して定期的に提供される。

・特定された運用リスクに係る問題点の効果的な評価、文書化、追跡、モニタリング及び報告のため並びにバーゼルⅡの主要

な要求事項を遵守するため、ＡＭリスクは、ＤＢ運用リスク・フレームワーク及びツールー式を利用している。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

　本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。

（２）【買戻し手数料】

　無料である。

（３）【管理報酬等】

（イ）　管理報酬

　ＤＷＳは、事業年度の各日について、ファンドから手数料を全部込み手数料として受けるものとする。その額は、

受益権の純資産価額（約款の一般条項第１８条１項参照）に基づき、その種類ごとに定められる年率（ND種類受益権

については年率１．７％、FC種類受益権については年率０．８５％、TFC種類受益権については年率０．９％）の３６

５分の1（うるう年は３６６分の1）の割合にて計算される。

　評価日である日については、全部込み手数料は最後の評価日に決定された純資産価額に基づいて計算され、現評価

日の純資産価額に負債として考慮される。評価日でない日については、全部込み手数料は前回の評価日に決定された

純資産価額に基づいて計算され、次回の評価日の純資産価額に負債として考慮される。月間の全歴日に対する全部込

み手数料は、翌月の第１０暦日までに支払われるものとする。全部込み手数料は当社が提供する以下の役務及び当社

に生じる以下の費用をカバーする。よって、別途ファンドの負担とされることはない。

全部込み報酬に含まれ、別途ファンドに請求されることのない手数料及び費用は、以下のとおりである。

①　ファンドの管理に関するＤＷＳの報酬（ファンド管理、事務作業、配布費用および報告・分析サービス料金を

含む。）、

②　保管銀行の報酬、

③　通常の銀行業務に沿った現金および保管口座手数料（適当ある場合は、外国資産の国外保管のための通常の費

用を含む。）、

④　法定の投資者向け販売書類（年次・半期報告書、販売目論見書および重要な投資者向け情報を記載した書類）

の印刷・発送費用、

⑤　年次報告書および半期報告書、販売価格および買戻し価格ならびに（該当ある場合）配当または再投資および

清算報告書の告知に要する費用、

⑥　外部監査人のファンド監査費用

⑦　課税について要求される情報の公表及び課税情報がドイツ税法を遵守して提供されたことを確認する証明書の

費用。

上記に基づいて支払われる全部込み手数料に加えて、ＤＷＳに生じる以下の追加的な費用をファンドの負担とする

ことができる。

①　ファンドのために法的請求権を主張および実行するために、およびＤＷＳに対する請求であってファンドに不

利益なものを防御するためにＤＷＳに生じた費用

②　耐久性ある媒体（法定の、特にKAGBが要求するもの）を作成および使用するための費用。ただし、ファンドの

合併の情報を提供する場合および投資制限違反または一口当たり純資産価額を決定する際の計算間違いに関する

措置の情報を提供する場合を除く。

③　ＤＷＳ、保管銀行および第三者に支払われる手数料ならびに上記の費用に関連して課される租税（管理および

保管に関して発生する租税を含む。）。

（ロ）　保管銀行の報酬及び保管費用

　上記日額管理報酬に含まれており、別途ファンドの負担とはされない。

（４）【その他の手数料等】

　ＤＷＳは約款に基づいてその他の一定の費用についてもこれをファンドに負担させることができる。

（５）【課税上の取扱い】

　日本の投資家のファンドへの投資に対する課税については、本書の日付現在、次のような取扱いとなる。

(1) ファンドの分配金は、公募の国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いを受ける。

(2）日本の個人投資家についてのファンドの分配金は、上場株式等（租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下

同じ。）に係る配当課税の対象とされ、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）の税率による源泉徴収が行われ

る。日本の個人投資家は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができるが（申告

分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。）、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された

税額のみで課税関係は終了する。確定申告不要を選択しない場合、ファンドの分配金について、上場株式等の譲渡損

失（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。
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(3）日本の法人投資家については、ファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。）に

対して、所得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が行われる。

(4）日本の個人投資家が、ファンド受益権を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象

とされ、ファンド受益権の譲渡益（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいう。以下同じ。）に

対して、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）の税率による源泉徴収が行われる。

ファンド受益権の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税

率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。譲渡損益は、一

定の他の株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得との損益通算が可能である申告分離課税を選択した場

合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能である。

(5）ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(4)と同様の取扱いとなる。

(6）日本の個人投資家についての分配金および譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長

に提出される。

　ドイツでの課税に関する以下の記載は、ドイツにおける非居住者に該当する受益者についてのみ適用される。

(7）非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管（保管契約）させている場合には、次のような取扱いとな

る。

　金融機関は、非居住納税者が非居住者であることの証明書を提出することを条件に、利息収入、利息類似の収入お

よびドイツ国外での分配金収入に対する源泉税を課さない。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場

合またはこれが時機に遅れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続

を利用してかかる収入に係る還付を申請することができる。ファンドに係るドイツでの分配金に対して、原則として

分配金総額の26.375％の税率による源泉税および課徴金が課せられる。日本国の居住者であるファンド受益者は、所

得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に従

い、ドイツ連邦中央税務庁（旧ドイツ連邦財務省）に申請して、上記ドイツの源泉税および課徴金のうちドイツ株式

からの配当金の15％を超える部分の還付を受けることができる。

(8）非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管（保管契約）させていない場合には、次のような取扱いとな

る。

　非居住納税者がドイツの金融機関で支払クーポンを提示（いわゆるオーバー・ザ・カウンター・トランズアクショ

ン）すれば、26.375％の料率での源泉税が適用される。この場合、非居住納税者はドイツ会計法第37条(2)が規定する

手続を利用して還付（ドイツでの配当金に起因する部分からの還付は除かれる）の申請をすることができる。ファン

ドに係るドイツでの分配金に対して、原則として分配金総額の26.375％の税率による源泉税および課徴金が課せられ

る。日本国の居住者である投資家は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本

国とドイツ連邦共和国との間の協定に従い、ドイツ連邦中央税務庁（旧ドイツ連邦財務省）に申請して、上記ドイツ

の源泉税および課徴金のうちドイツ株式からの配当金の15％を超える部分の還付を受けることができる。

(9）ドイツにおける非居住者に対して支払われる買戻代金に関して支払うべきドイツの税金は原則として、源泉税に限

らず一切存在しない。ドイツの金融機関が受益権証書を保管している場合には、非居住納税者は、非居住者であるこ

との証明書を提出する義務を負う。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場合またはこれが時機に遅

れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続を利用してかかる収入に

係る還付を申請することができる。
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５【運用状況】

（１）【投資状況】

　ファンドの資産別及び地域別投資状況は次のとおりである。

 

  （2026年５月末日現在）

資産の種類 国名
時価

投資比率
（％）

千ユーロ

投資信託 ルクセンブルグ 613,718 99.49

現預金・その他投資資産（負債差引後） 3,116 0.51

合　　　　　　　　　計（純資産総額）
（邦　　貨）

616,834
(約114,521百万円)

100.00

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

     （2026年５月末日現在）

地域
（発行体）

銘柄 業種

簿価 時価
投資
比率
(％)

単価
(ユーロ)

金額
(千ユーロ)

単価
(ユーロ)

金額
(千ユーロ)

ルクセン
ブルク

DWS Invest
Artificial
Intelligence MFC

投資ファンド 107.39 259,325 258.32 613,758 99.49

 

投資有価証券の主要銘柄の業種別投資比率

 （2026年５月末日現在）

業種 投資比率（％）

投資ファンド 99.49

 

②【投資不動産物件】

　該当なし

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　該当なし
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 
純資産総額 １口当たり純資産価額

百万ユーロ 百万円 ユーロ 円

2023年度末 406.5 75,741 342.39 63,568

2024年度末 546.0 101,370 471.02 87,450

2025年度末 543.7 100,943 487.80 90,565
     

2025年５月末 508.2 94,352 444.64 82,552

６月末 515.6 95,726 452.10 83,937

７月末 541.7 100,572 475.88 88,352

８月末 536.4 99,588 472.16 87,661

９月末 561.7 104,285 496.09 92,104

10月末 585.7 108,741 518.72 96,306

11月末 545.8 101,333 486.56 90,335

12月末 543.7 100,943 487.80 90,565

2026年１月末 548.3 101,797 496.60 92,199

２月末 537.7 99,829 490.52 91,070

３月末 485.6 90,156 446.67 82,929

４月末 561.6 104,267 519.42 96,436

５月末 616.8 114,515 571.84 106,168
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②【分配の推移】

 
会計年度

１口当たり分配金（注１）

 金額（ユーロ）

 2023年度 4.38

 2024年度 0.05

 2025年度 0.05

 

（注１）１口当たり分配金は、会計年度中に支払われたものを指します。

 

③【収益率の推移】

 会計年度 収益率（％）(注２)

 2023年度 40.42

 2024年度 37.58

 2025年度 3.57

 

　（注２）収益率＝100×(a-b)/b

　　a＝会計年度末の１口当たり純資産価額（同年度中に支払われた分配金額を加えた額）

　　b＝ 会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価額

 

（４）【販売及び買戻しの実績】

 販売口数  買戻し口数  期末残存口数  

  
日本における
販売口数

 
日本における
買戻し口数

 
日本における
期末残存口数

2023年度 114,123 0 97,927 0 1,187,180 2,580

2024年度 137,823 0 165,738 0 1,159,264 2,580

2025年度 152,806 0 197,546 0 1,114,524 2,580
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第２【管理及び運営】
 

１【申込（販売）手続等】

(１）ドイツにおける販売及び買戻し

　ファンド受益権は、ドイツにおいては、ＤＷＳ、もしくは保管銀行から直接、または仲介業者を通じて購入すること

ができる。販売価格は１口当たり純資産価額に等しい。販売の際の手数料は無料である。（仲介業者を通じて購入する

場合、追加コストが発生することがある。）

　受益者は、ＤＷＳに対し、ファンド受益権の買戻しを請求することができる。その場合、ＤＷＳは、ファンドの勘定

で、適用ある買戻価格による受益権の買戻しに応じる義務を負う。ただし、ＤＷＳは、受益者の利益のために受益権の

買戻しの停止が必要と認められる例外的な状況においては、KAGBに従い、受益権の買戻しを一時停止する権利を留保す

る。ＤＷＳは、かかる受益権の買戻しの停止および再開について、連邦官報および販売目論見書に示された電子情報媒

体に掲載して受益者に通知しなければならない。ＤＷＳは、かかる連邦官報への掲載後直ちに、かかる受益権の買戻し

の停止および再開について、耐久性ある媒体により受益者に通知しなければならない。買戻価格は１口当たり純資産価

額に等しい。買戻手数料は請求されない。（保管銀行に対して、または仲介業者を通じて、買戻しを請求することもで

きるが、後者の場合、追加コストが発生することがある。）

　ファンドの１口当たり純資産価額は、ファンドに属する資産の市場価額の総額から借入金およびその他の負債を控除

して得られる純資産価額を発行済み受益権総口数で除して得られる。ファンドのような種類受益権の場合は、１口当た

り純資産価額ならびに販売価格および買戻価格の計算は受益権の種類ごとに行われる。資産の評価は、KAGBおよび同法

典に基づき制定される「計算および評価規則」に基づいて行われる。

　ファンド受益権の販売および買戻価格は、原則として取引所の毎取引日に計算されるが、投資家が既知の価格による

注文から不公平な利益を得ることがないように、ＤＷＳは、購入・買戻注文の受付締切時間を設定し、すべての購入・

買戻注文を未知の販売および買戻価格で受け付ける。本書提出日現在有効な注文受付締切時間は午後１時半（ヨーロッ

パ中央時間）であるが、ＤＷＳは、注文受付締切時間をいつでも変更することができる。より具体的には、純資産評価

日の注文受付締切時間までにＤＷＳまたは保管銀行が受け付けた購入・買戻注文には、翌純資産評価日に算出される販

売・買戻価格が適用され、当該締切時間後に受け付けた購入・買戻注文には翌々純資産評価日に算出される販売・買戻

価格が適用される。

(２）日本における販売及び買戻し

　本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。

　日本の受益者は、野村證券または販売取扱会社を通じて、ＤＷＳに対し、ファンド受益権の買戻しを請求することが

できる。野村證券は、かかる買戻し請求を遅滞なくＤＷＳに取り次ぐ。買戻価格は、上記（１）に記載の方法で決定さ

れる。買戻しの請求および買戻代金の支払いは、口座約款に定める方法による。

　ファンド受益権の買戻しは１口単位とする。

　なお、買戻しに際して手数料は無料である。

 

２【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

　ファンドの純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除）は、フランクフルトアムマインの銀行営業日と

同一であるフランクフルトアムマインの取引所営業日に、保管銀行により計算される。祝日ならびに12月24日および

同月31日が取引日に当たる場合には、保管銀行は純資産総額の計算を行わないことができる。１口当たり純資産価額

は、ファンドの純資産総額を計算時における総発行済残存口数で除して計算される（0.01ユーロ単位に調整）。

ａ）一般的な資産評価ルール

ⅰ) 取引所で取引される資産または整備された他の市場で取引されもしくは同市場に含まれている資産、ならびに

信託財産に対する新株引受権は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、一般的に

入手可能な最終の取引可能市場価格で評価される。

ⅱ）取引所で取引されていない資産または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていな

い資産、または取引価格のない資産は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、適

切な評価モデルを使用しその時点の市場条件を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価評価額で評価

される。

ｂ）個別資産に対する特別評価ルール

ⅰ) 非上場債券およびノートローン

　取引所で取引されていない債券または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていな

い債券（例えば、非上場デット商品、コマーシャルペーパーおよび預金証書）の評価およびノートローンの評価
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には、類似の債券およびノートローンについて合意された市場価格および、適用可能な場合には、満期と利率が

一致する類似の発行者の債券の市場価格を、市場性の限定による必要な減額をしたうえで、適用する。

ⅱ）マネーマーケット商品

　マネーマーケット商品は一般市場レートで評価される。

ⅲ）オプション及び先物契約

　信託財産に属するオプションおよび第三者に付与されるオプションであって、取引所で取引されておらず整備

された他の市場においても含まれていないものから生じる債務は、信頼しうる評価を提供する入手可能な最終の

取引価格で評価される。信託財産のために締結される先物契約に基づき受領する金額および支払う金額について

も同様である。信託財産が負担する当初のマージンは、取引日における評価損益を考慮の上、信託財産の価額に

含められる。

ⅳ）スワップ

スワップは、適切な評価モデルを使用し全体的な状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる市場価

格で評価される。

ⅴ）銀行預金、その他の資産、債務、定期預金、受益権およびローン

　銀行預金およびその他の一定の資産（例えば、受取利息）、受取勘定（例えば、経過利息）ならびに債務は、

各々の額面プラス利息で評価される。いつでも解約が可能であって、解約時の払戻しが額面プラス利息金額で行

われない定期預金は、市場価格で評価される。受益権は、一般的にその最終の償還価格または信頼しうる評価を

提供する入手可能な最終の取引可能価格で評価される。ただし、係る価格が入手できない場合は、受益権は、適

切な評価モデルを使用し市場の状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価で評価される。

　貸付取引から生じる支払請求権は、貸付により移転した資産について適用ある価格で評価される。

　　　　　ⅵ）買戻し契約

　　　　　　　買戻し契約によりファンドの勘定で売却される資産は、評価において引き続き考慮される。さらに、買戻し契

約によりファンドの勘定で受け取る金額は、銀行預金残高として計上される。

買戻し契約によりファンドの勘定で購入される資産は、評価において考慮されない。質権設定者に対するディ

スカウント返済請求権の金額は、評価において考慮される。

ⅶ）外国通貨で表示される資産

外国通貨で表示される資産は、トムソン・ロイター・マーケッツ・ドイチェラント・ゲーエムベーハーが毎取

引日午前10時に決定する当該通貨の午前の建値を用いてファンド通貨に換算される。

 

　日本国内における日々の純資産価額の公表は代行協会員が行う。

 

（２）【保管】

(イ）ドイツにおける保管

　投資者の権利は、信託財産の設定時に専らグローバル証券の形で証券化される。投資者は、信託財産に属する各資

産を按分割合で共同所有する。

(ロ）日本の投資者に販売される受益権の保管

　日本の投資者に販売される受益権は、野村證券がそのための契約を締結した保管機関において、野村證券名義で保

管される。

　ただし、日本の投資者が自己の責任で保管する場合を除く。

（３）【信託期間】

　ファンドの信託期間（存続期間）は無期限である。

（４）【計算期間】

　ファンドの会計年度は、毎年1月1日から12月31日である。

（５）【その他】

(イ）発行限度額

　受益権の発行限度額についての定めはないが、ＤＷＳは、約款に基づき、一時的もしくは完全に、受益権の発行を

停止することができる。

(ロ）解散

ａ）ＤＷＳは、KAGB上および約款上、連邦官報ならびにファンドの直近の年次報告書または半期報告書に６カ月間の

予告をもって公告したうえ、信託財産の管理を終了することができる。

ｂ）金融監督庁はＤＷＳの資本金の減少、破産等の理由により、ＤＷＳの営業許可を取消す権限を有する。

(ハ）約款の変更

ａ)ＤＷＳは、約款を変更することができる。
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ｂ)約款の変更は、金融監督庁の事前承認を必要とする。上記ａ）に基づく変更がファンドの投資原則に関係する限度

において、ＤＷＳの監査役会の事前承認を必要とする。

ｃ)変更案はすべて、連邦官報およびこれに加えて、十分な発行部数を有する業界刊行物もしくは日刊新聞、または販

売目論見書に示された電子情報媒体において、公告されなければならない。上記第１文で規定された公告におい

て、変更案および効力発生日が言及されなければならない。KAGB第162条第(2)項第11号に定義される費用の変更、

KAGB第163条第(3)項に定義されるファンドの投資原則の変更または投資者の重要な権利に関する変更の場合には、

上記第１文に基づく公告と同時に、投資者に対して、KAGB第163条第(4)項に従った耐久性ある媒体による理解可能

な方法で、約款の変更案の重要な内容及びその背景を通知し、かつ、KAGB第163条第(3)項に従って投資者の権利を

通知しなければならない。

ｄ)約款の変更は、最も早い場合、連邦官報掲載の翌日に効力を生じる。ただし、費用および投資原則に関する規定の

変更は、掲載の３か月後より前に効力を生じることはない。

(ニ）ワラント、新株引受権等の発行

　ＤＷＳは、業務執行役員会決議により、ワラント、新持分証券の引受権、またはオプションを発行して、ファンド

の受益者または他の投資者に対しファンド受益権を買付ける権利を与えることはしない。

 

３【受益者の権利等】

（１）【受益者の権利等】

　受益者の権利は、グローバル証券に表象される。受益者は、ファンドに属する資産に対する按分割合での共同所有

者である。受益権は現金による発行価格の払込みがあって、はじめて発行される。

　なお、受益権の保管を野村證券または販売取扱会社に委託している日本の受益者は、実質上の権利者としての地位

を有するにとどまり、その権利行使については、口座約款の定めにしたがい、受益者の指示に基づいて、野村證券ま

たは販売取扱会社をして行なわれる。また、受益権の保管を野村證券または販売取扱会社に委託しない場合には、本

人の責任において権利の行使を行なう。

(イ）収益分配請求権

　受益者はＤＷＳにより毎年決定されるファンドの収益の分配金を請求する権利を有する。

(ロ）買戻請求権

　受益者は１口当たり純資産価額で、受益権の買戻しをＤＷＳに請求する権利を有する。

(ハ）残余財産請求権

　ファンドが解散した場合、保管銀行は、残余資産を清算し、受益者に対しその持分に応じて残余財産を分配す

る。ただし、保管銀行は、金融監督庁の許可を得て残余財産の清算分配を取止め、他の投資会社にファンドの管理

を、その時点で有効な約款にしたがうことを条件にゆだねることができる。

(ニ）情報請求権

　受益者はファンドに関する年次報告書ならびに半期報告書をＤＷＳに請求する権利を有する。

（２）【為替管理上の取扱い】

　日本の受益者に対する受益権の分配金、買戻代金等の送金に関して、ドイツにおいて現在施行されている外国為替

管理法上の制限はない。

（３）【本邦における代理人】

弁護士　　大　江　弘　之　　東京都千代田区霞が関３－２－６　東京倶楽部ビルディング８階

　　　　　　　　　　　　　　奥・片山・佐藤法律事務所

　上記代理人は、ＤＷＳからファンド受益権に係る日本国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行なう権限を委

任されており、また、上記代理人は、関東財務局長に対するファンド受益権の継続開示の代理人を兼ねている。

（４）【裁判管轄等】

　業務執行役員会の決議にしたがい、ＤＷＳは日本の投資者が取得したファンド受益権の取引に関連する訴訟に関し

て、下記の裁判管轄権に服し、適用法は日本法であることを承認する。

東京地方裁判所　東京都千代田区霞ヶ関１丁目１番４号

（５）【紛争解決手続】

　ファンドは、消費者仲裁オフィスの紛争解決手続に参加している。紛争が発生した場合、消費者は、管轄のある消

費者オフィスとしてBVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.に置かれている投資ファンドオンブ

ズマンオフィス（OmbudsstellefürInvestmentfonds）に連絡することができる。ＤＷＳは、この仲裁オフィスの紛争

解決手続きに参加する。

　仲裁オフィスの連絡先は以下のとおり。

　オンブズマンオフィス
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　BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

　ドイツ、ベルリン10117、ウンター・デン・リンデン42

　www.ombudsstelle-investmentfonds.de
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第３【ファンドの経理状況】
 

ａ. 本書記載のデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス（以下「ファンド」という。）の邦文の財務書類

（以下「邦文の財務書類」という。）は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準

拠して作成された本書記載の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したも

のである。ファンドの財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第328条第５項ただし書の規定が適用されている。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算

額が併記されている。日本円への換算には、2026年５月29日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、

１ユーロ＝185.66円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。

 

ｂ. 原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されている外国

監査法人等をいう。）であるカー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト

（ドイツ連邦共和国における独立監査人）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規

定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けており、その監査報告書の訳文及び原文は本書に掲載されてい

る。
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１【財務諸表】

（１）2025年12月31日に終了した計算期間の財務諸表

デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス年次報告書

 

純資産計算書（2025年12月31日現在）     

  金額（ユーロ）  対純資産比率（％）

Ⅰ．資産     

１．投資ファンド証券：     

株式ファンド  540,178,911.03  99.36

投資ファンド証券合計：  540,178,911.03  99.36

２．銀行預金  4,218,758.90  0.77

３．その他の資産  2,253.84  0.00

４．受益証券の売買に係る債権  29,668.61  0.01

     

Ⅱ．負債     

１．その他の負債  -580,760.61  -0.11

２．受益証券の売買に係る債務  -179,227.77  -0.03

Ⅲ．純資産
 

543,669,604.00
(100,938百万円)

 
100.00

 

比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表（2025年12月31日現在）

 単位      時価合計 対純資産

有価証券銘柄 又は 残高 購入／増加 売却／減少  時価 （EUR） 比率

 通貨(千)  当期    （％）

 

投資ファンド証券       540,178,911.03 99.36

       (100,290百万円) 

グループ内ファンド証券（管理会社が発行したファンド証券を含む）   540,178,911.03 99.36

       (100,290百万円) 

DWS Invest Artificial Intelligence MFC
(LU2154580323) (0.400%) 株 2,506,747 127,253 281,357 EUR 215.4900 540,178,911.03 99.36
         

有価証券合計       540,178,911.03 99.36

       (100,290百万円) 

         

銀行預金及び非証券マネーマーケット商品       4,218,758.90 0.77

       (783百万円) 

         

銀行預金       4,218,758.90 0.77

         

要求払預金（保管銀行）         

ユーロ建預金 EUR 4,185,022.81  ％ 100 4,185,022.81 0.77

         

非ＥＵ／ＥＥＡ通貨建預金         

香港ドル HKD 1.12  ％ 100 0.12 0.00

米ドル USD 39,705.55  ％ 100 33,735.97 0.01

         

その他の資産       2,253.84 0.00

未収利息 EUR 2,253.84  ％ 100 2,253.84 0.00

         

受益証券の売買に係る債権 EUR 29,668.61  ％ 100 29,668.61 0.01

         

その他の負債       -580,760.61 -0.11

費用項目に係る負債 EUR -580,760.61  ％ 100 -580,760.61 -0.11

         

受益証券の売買に係る債務 EUR -179,227.77  ％ 100 -179,227.77 -0.03

         

純資産       543,669,604.00 100.00

       (100,938百万円) 

         

 

 

１口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨     
各通貨における
１口当たり純資産額

１口当たり純資産額         

クラスＮＤ EUR      487.80 

       (90,565円) 

発行済口数         

クラスＮＤ 口      1,114,524.627 

 

比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。

 

為替レート（間接レート）       

 2025年12月30日現在     

香港ドル HKD 9.158750 ＝ EUR 1  

米ドル USD 1.176950 ＝ EUR 1  
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クラスＮＤ受益権      

      

損益計算書（収益調整金を含む）      

自2025年１月１日　至2025年12月31日    

 
Ⅰ．収益     

１．国内の流動資産投資に係る利息   EUR 92,000.22

２．その他の収益   EUR 847.45

収益合計   EUR 92,847.67

    (17百万円)

Ⅱ．費用     

１．借入債務利息1)   EUR -2,260.42

このうち：     

コミットメント費用 EUR -1,676.04   

２．管理報酬   EUR -6,712,525.11

このうち：     

総報酬 EUR -6,712,525.11   

費用合計   EUR -6,714,785.53

    (-1,247百万円)

     

Ⅲ．経常損失   EUR -6,621,937.86

    (-1,229百万円)

     

Ⅳ．売却取引     

１．実現利益   EUR 26,219,362.36

２．実現損失   EUR -4,148.72

売却取引に係る利益   EUR 26,215,213.64

    (4,867百万円)

     

Ⅴ．当期実現利益   EUR 19,593,275.78

    (3,638百万円)

     

１．未実現利益の純変動額   EUR -2,369,100.49

２．未実現損失の純変動額   EUR 0.00

     

Ⅵ．当期未実現損失   EUR -2,369,100.49

    (-440百万円)

     

Ⅶ．当期純利益   EUR 17,224,175.29

    (3,198百万円)

 

注： 未実現利益（損失）の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益（損失）の合計額と期首現在の全ての未実現利益（損失）の合計額を比較するこ

とにより計算されている。未実現利益（損失）の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から

生じたプラス（マイナス）の差額が含まれている。

未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。

 

1)　預金に係る利息を含む。
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純資産変動計算書      
 
 
Ⅰ．期首ファンド資産価額  EUR 546,038,500.09

１．前期分配金又は税金  EUR -57,885.79

２．資金増加（純額）  EUR -20,230,549.26

a）受益証券発行による資金増加  EUR 71,178,335.41

b）受益証券買戻しによる資金減少  EUR -91,408,884.67

３. 収益調整金  EUR 695,363.67

４．当期純利益  EUR 17,224,175.29

このうち：    

未実現利益の純変動額  EUR -2,369,100.49

未実現損失の純変動額  EUR 0.00

    

Ⅱ．期末ファンド資産価額  EUR 543,669,604.00

   (100,938百万円)

 

分配金計算書      
 
分配金の計算  総額 １口当たり

Ⅰ．分配可能額    

１．前期繰越 EUR 36,794,765.73 33.01

２．当期実現利益 EUR 19,593,275.78 17.58

３．ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00

Ⅱ．未分配額    

１．再投資 EUR 0.00 0.00

２．次期繰越 EUR -56,332,315.28 -50.54

Ⅲ．分配額合計 EUR 55,726.23 0.05

  (10百万円) (９円)

    

 

過去３年間の比較の概要    

 
事業年度末
純資産

１口当たり純資産  

 EUR EUR  

2025年 543,669,604.00 487.80  

2024年 546,038,500.09 471.02  

2023年 406,477,329.91 342.39  

2022年 289,183,503.90 246.96  
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ＫＡＲＢＶ（投資に関する会計及び評価規則）第７条第９項に基づく補足情報

 

デリバティブ規則に基づく情報

 

デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー：

0.00ユーロ

 

適格な方法に基づく情報：

 

参照ポートフォリオの構成

ＭＳＣＩワールド・インフォメーション・テック・インデックス・ネット・リターン（ＥＵＲ）：50％

ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（ＥＵＲ）：35％

ＭＳＣＩチャイナ・50・キャップド・インデックス（ＥＵＲ）：15％

 

市場リスク・エクスポージャー（バリューアットリスク）

最小市場リスク・エクスポージャー ％ 84.480  

最大市場リスク・エクスポージャー ％ 116.984  

平均市場リスク・エクスポージャー ％ 99.596  

 

2025年１月１日から2025年12月31日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーションのVaR手法により、信頼水準99％、保有

期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間１年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ

ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動によりファンドが被るリスクのことである。当社は、デリバティブ規則に規

定されている適格な方法により潜在的な市場リスクを決定している。

 

当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.0であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。

 

その他の情報

 

クラスＮＤの１口当たり純資産： 487.80ユーロ

クラスＮＤの発行済口数：　　1,114,524.627口

 

資産の評価手続きに関する情報：

 

保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。

 

取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決

定される（導出された市場価額）。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報

源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。

 

本報告書（訳者注：原文の報告書）に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。

 

透明性及び総経費率に関する情報：

 

クラスＮＤの総経費率（ＴＥＲ）は、年率1.77％であった。

ＴＥＲは、ある計算期間におけるコミットメント費用を含む費用及び報酬の合計（取引費用を含まない）の、平均ファンド資産に対する割合を示してい

る。

 

マスター・ファンドのレベルで発生した追加の費用及び手数料は、ＫＡＧＢ第173条第４項に基づき、フィーダー・ファンドのレベルの総経費率の計算

に含まれる。ここに表示されている総経費率は、フィーダー・ファンドとマスター・ファンドの手数料を合算したものである。

 

ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、年率1.70％のクラスＮＤの総報酬の支払いを受ける。そしてこのクラスＮＤの年間報酬から、管理会社は、

クラスＮＤの最大0.15％（年率）を保管銀行に、クラスＮＤの0.05％（年率）をその他の関係者（印刷及び公告費用、監査及びその他の事項のため）に

支払っている。
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2025年１月１日から2025年12月31日までの事業年度において、ファンドの管理会社であるデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下

「管理会社」という。）は、調査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・アー

ティフィシャル・インテリジェンスの保管銀行及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。

 

管理会社は、その受け取ったクラスＮＤの総報酬から10％超を、ファンド受益証券の販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っ

ている。

 

投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理報酬の比率

は、投資ポートフォリオ中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファンドは当報告期間中に

他の投資ファンド（対象ファンド）の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料が発生した可能性がある。

 

重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。

 

当報告期間中に支払った取引費用は0.00ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、資産の購

入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた可能性のある金融取引税が含まれている。

 

当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者（所有持分が５％以上）であるブローカーを通じて実施された当ファンドの資産勘定に係る取引は、全取

引の0.00％を占めており、その総額は0.00ユーロであった。
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報酬に関する情報

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下「管理会社」という。）は、デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA（以下「デー

ヴェーエスＫＧaＡ」という。）の子会社であり、譲渡可能証券の集団投資事業に関する第５指令 (「ＵＣＩＴＳ Ⅴ指令」) 及びオルタナティブ投資

ファンド管理指令（以下「ＡＩＦＭ指令」という。）の規制要件並びに報酬制度の設計に関して欧州証券市場監督局の健全な報酬の方針に関するガイド

ライン（以下「ＥＳＭＡガイドライン」という。）の適用対象となっている。

 

報酬の方針及びガバナンス

 

管理会社は、デーヴェーエスＫＧaＡが自社及びそのすべての子会社（以下「デーヴェーエス・グループ」又は「グループ」のみという。）に対して採

用したグループ全体の報酬の方針によって管理されている。

 

グループの体制に合わせて、報酬制度の適正性及び報酬に関する規制要件の遵守を確保するために委員会を設置しており、その評価を行う責任を負って

いる。

 

そのため、デーヴェーエス報酬委員会は、デーヴェーエスＫＧaＡ業務執行役員会から、持続可能な報酬の原則の策定及び設計、全体的な報酬に関する

推奨を行うこと、グループの報酬及び給付に関する適切なガバナンス及び監視を確保することを任務として課されている。

 

さらに、デーヴェーエスＫＧaＡの監査役会によるグループの全従業員の適切な報酬体系の監視を支援するために、報酬委員会が設置された。これは、

報酬戦略と事業戦略及びリスク戦略との整合性を検証し、グループ全体のリスク、資本及び流動性管理に対する報酬制度の影響を考慮することにより実

施されている。

 

デーヴェーエス・グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。

 

報酬構造

 

従業員の報酬は、固定報酬と変動報酬で構成されている。

 

固定報酬は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に応じて報酬を与えるものである。

 

変動報酬は、グループ、部門及び個人レベルでの業績を考慮する。変動報酬は、通常は「フランチャイズ要素」及び「個人要素」の２つの要素から構成

されている。

 

フランチャイズ要素は、デーヴェーエス・グループ・レベルでの主要業績評価指標（以下「ＫＰＩ」という。）に照らした業績に基づいて決定される。

2024業績年度においては、調整後費用収益比率（以下「ＣＩＲ」という。）、長期正味資金流出入及びＥＳＧ指標が含まれている。

 

変動報酬の個人要素では、多くの財務的及び非財務的要因、ピアグループ内の相対性及び人材確保に関する事項が考慮される。業績へのマイナスの貢献

や不正行為があった場合には、それに応じて変動報酬が減額されたり、完全に取り消されたりすることがある。原則として、変動報酬は、その付与がグ

ループにとって無理がない場合にのみ付与され、支払われる。通常、保証された変動報酬は従業員に付与されない。例外的に、保証された変動報酬が新

入社員に付与される場合があるが、入社の最初の年に限定される。

 

報酬戦略は、固定報酬と変動報酬の適切なバランスを達成するように設計されている。これは、従業員の報酬を顧客、投資家及び株主の利益、並びに業

界の基準と一致させることに貢献する。同時に、グループが変動報酬を柔軟に付与することを可能とするために、報酬総額に占める固定報酬の割合が十

分に高くなることを確保している。

 

変動報酬の決定及び適切なリスクの調整

 

変動報酬の総額は、事前及び事後のリスク調整を含む適切なリスクの調整措置の対象となる。この安定的な方法は、変動報酬の決定がグループのリスク

調整後の業績並びに資本及び流動性の状況を確実に反映するように設計されている。
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事業単位の業績を評価する際には、多くの検討事項が適用される。業績は、バランスト・スコアカードに基づき財務目標及び非財務目標の観点から評価

される。インフラ分野、特に監督部門への変動報酬の配分は、グループ全体の業績に依存するが、その監督の対象となる事業分野の業績には依存しな

い。

 

変動報酬を決定するための原則は、個々の従業員レベルに適用され、ＩＶＣの決定を行う際に考慮する必要がある要素及び指標について詳述している。

これらには、例えば、投資の成果、顧客維持、企業文化の検討、「トータル・パフォーマンス」アプローチに基づく目標設定及び業績評価が含まれる。

さらに、監督部門のインプット及び懲戒処分、並びにそれらがＶＣに与える影響についても考慮する必要がある。

 

持続可能な報酬

 

持続可能性及び持続可能性に関するリスクは、変動報酬の決定に不可欠な要素である。したがって、報酬方針は持続可能性に関するリスクと完全に整合

かつ一致している。そのため、デーヴェーエス・グループは、顧客の利益及び各企業の長期業績の両方に利益をもたらす行動を奨励している。関連する

持続可能性の要素は、定期的に見直され、報酬制度の設計に組み込まれている。

 

2024年度の報酬

 

デーヴェーエス報酬委員会は、2024年度の変動報酬の適正性を監視し、当グループの資本及び流動性水準は依然として規制上の最低自己資本及び内部リ

スク選好限度を上回っていると決定した。

 

2025年３月に付与された2024年度全般の変動報酬の一部として、「フランチャイズ要素」は、定められたＫＰＩの評価に従って、適格従業員に支給され

る。業務執行役員会は、従業員による相当な貢献を評価し、2024年度の目標達成率を90.0％に決定した。

 

重要なリスク・テイカーの特定

 

規制上の要求事項に従い、管理会社は重要なリスク・テイカーを特定した。この特定プロセスは、当グループの方針に従って実行されており、管理会社

のリスク・プロファイル又は管理会社が運用するファンドに対して、（ａ）取締役／上級管理職、（ｂ）ポートフォリオ／投資運用担当者、（ｃ）管理

機能、（ｄ）管理部門、マーケティング部門及び人事部門を率いる人員、（ｅ）影響の重要な立場にあるその他の個人（リスク・テイカー）、（ｆ）管

理会社及び当該グループのリスク・プロファイルに影響を及ぼす役割を有している他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属するその他の従業員の、

各カテゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づくものである。

 

重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも40％は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われる変動報酬及び繰延変動報酬の少なくとも50％

は、重要な投資専門家に対し当該グループの株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支給される。全ての変動報酬の要素に

は多数の業績条件及び失効条件が賦課されており、これにより事後的なリスク調整の適切性を確保している。変動報酬が50,000ユーロを下回る場合、重

要なリスク・テイカーは変動報酬の全額を、繰り延べることなく、現金で受け取る。

 

2024年度の管理会社の報酬総額に関する情報1)

 

年平均従業員数 424人

報酬総額 EUR 87,621,310

固定報酬 EUR 50,090,899

変動報酬 EUR 37,530,411

　このうち、成功報酬 EUR 0

上級管理職の報酬総額2) EUR 5,648,841

その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 7,856,650

管理機能の従業員の報酬総額 EUR 2,168,139

 

  
 
1) ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。

2) 上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理職メン

バーの他に、特定された管理職はいなかった。
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その他の記載内容－年次報告書の監査意見の対象外

 

証券金融取引（ＳＦＴ）及び再使用の透明性に関する規則（ＥＵ）2015/2365及び修正規則（ＥＵ）648/2012に関する情報－セクションＡに準

拠した報告書

 

報告期間において、上記規則の対象となる証券金融取引はなかった。
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その他の記載内容－年次報告書の監査意見の対象外

 

2019/2088規則（ＥＵ）第８条第１項、第２項及び第2a項並びに2020/852規則（ＥＵ）第６条第１項に規定される金融商品に関する定期的開示

 
持続可能な投

資とは、環境

又は社会の目

的に貢献する

経済活動への

投資を意味す

る。ただし、

その投資が環

境又は社会の

目的に重大な

害を及ぼさ

ず、投資先企

業が適切なガ

バナンス慣行

に従っている

場合に限られ

る。

商品名: デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス

 

法人番号: 54930020MLH84GBH1X83

 

環境的・社会的特性

 

 

 

 

 

ＥＵタクソノ

ミーは、

2020/852規則

(ＥＵ) で定め

られた分類シ

ステムであ

り、環境的に

持続可能な経

済活動のリス

トを確立して

いる。この規

則は、社会的

に持続可能な

経済活動のリ

ストを定めた

ものではな

い。環境目標

を伴う持続可

能な投資は、

当該タクソノ

ミーに適合す

る場合と適合

しない場合が

ある。
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  この金融商品によって促進される環境的・社会的特性はどの程度満たされているか。

持続可能性指標は、金

融商品によって促進さ

れる環境的・社会的特

性がどのように達成さ

れるかを測定する。

  

このファンドを通じて、管理会社は、一般的にＥＳＧ規準を考慮することにより、環境的・社会的特性

を促進した。例えば、規範争議に関して最も低い評価を受けた企業への投資、及び／又は問題となって

いるセクターにおける事業活動に係る収益が一定の閾値を超える企業への投資を除外すること等により

これを実施した。

 

さらに、このファンドを通じて、管理会社は、金融サービスセクターにおける持続可能性関連の開示に

関する規則（ＥＵ）（ＳＦＤＲ）第２条第17号に定義されている持続可能な投資の最低限の割合を促進

した。

 

このファンドに関して、管理会社は促進される環境的・社会的特性を達成するための参照ベンチマーク

を指定していなかった。

 

このファンドが促進する環境的・社会的特性を達成するために使用されたデリバティブはなかった。

 

 
  持続可能性指標のパフォーマンスはどうであったか。

   

促進される環境的・社会的特性の達成度及び投資の持続可能性は、「参照期間中に環境的・社会的特性

を満たすためにどのような措置が取られたか。」というタイトルのセクションに詳述の通り、独自のＥ

ＳＧ評価手法及びＥＳＧ固有の除外基準値を適用することにより評価された。この評価手法において

は、以下の各評価カテゴリーが持続可能性指標として用いられた。

 

・　　規範争議の評価は、国際基準に関する規範争議が企業においてどの程度発生しているか

を示す指標として使用された。

パフォーマンス：最適ではない資産へ投資しない

・　　フリーダム・ハウスのステータスは、国の政治的権利及び市民的自由を示す指標として

使用された。

パフォーマンス：最適ではない資産へ投資しない

・　　問題となっているセクターの除外評価は、問題となっているセクターに対する企業の関

与の程度を判断するための指標として使用された。

パフォーマンス：０％

・　　問題となっている兵器の除外評価は、企業が問題となっている兵器に対してどの程度の

エクスポージャーを有しているかを判断する指標として使用された。

パフォーマンス：０％

・　　持続可能な投資の評価は、ＳＦＤＲ第２条第17号に定義される持続可能な投資の割合を

測定するための指標として使用された。

パフォーマンス：19.09％

 

促進される環境的・社会的特性のそれぞれを達成するために投資を選択する際に使用される投資戦略の

拘束力のある要素の詳細（除外規準を含む）、並びに資産が定義された環境的・社会的特性（除外のた

めに定義された売上高の閾値を含む）を満たしているかどうか、また、どの程度満たしているかを判断

するための評価方法については、「参照期間中に環境的・社会的特性を満たすためにどのような措置が

取られたか。」というタイトルのセクションを参照されたい。このセクションは、持続可能性指標に関

するより詳細な情報を記載している。

 

持続可能性指標の計算には、デーヴェーエスのフロントオフィスのシステム上の数値が使用される。す

なわち、ファンドの会計システムから導出された年次報告書に記載される他の時価との間に若干の乖離

が生じることがある。

 

 

前年度との比較

ポートフォリオレベルでの促進される環境的・社会的特性の達成度は、前年度に以下の持続可能性指標に基づいて測定された。

 

デーヴェーエス・アーティフィシャル・

インテリジェンス

指標のパフォーマンス 2024年12月30日 2023年12月29日

持続可能性指標   

気候変動及び移行のリスクの評価 最適ではない資産へ投資しない 最適ではない資産へ投資しない

持続可能な投資 資産の15.66％ 資産の12.58％
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規範評価 最適ではない資産へ投資しない 最適ではない資産へ投資しない

主権的自由の評価 最適ではない資産へ投資しない 最適ではない資産へ投資しない

問題となっているセクターへの関与   

問題となっているセクターへのエクス

ポージャー

資産の0.00％ 資産の0.00％

問題となっている兵器への関与   

問題となっている兵器への関与 資産の0.00％ 資産の0.00％

 

持続可能性指標の開示は、過年度の報告書と比較して修正されている。評価手法は変更していない。現在有効な持続可能性指標は、「参照
期間中に環境的・社会的特性を満たすためにどのような措置が取られたか。」というタイトルのセクションを参照されたい。

持続可能性指標に対する主な悪影響の考慮に関する情報は、「この金融商品は持続可能性要因に対する主な悪影響をどのように考慮してい
るか。」というタイトルのセクションを参照されたい。

金融商品が部分的に行った持続可能な投資の目標は何か。また、持続可能な投資はその目標にどのように貢献したか。

 
この持続可能な投資は、良好な健康と福祉又は気候変動対策などの環境的・社会的目標を有する国際連合の持続可能な開発目標（国連ＳＤ
Ｇｓ）の少なくとも１つ、及び／又は気候変動への適応又は気候変動の緩和（ＥＵタクソノミーに定義されるもの）などのその他の環境目
標の少なくとも１つに貢献した。

個々の持続可能な投資目標への貢献の程度は、ポートフォリオへの実際の投資によって異なる。

管理会社は、独自の持続可能な投資の評価に基づき、持続可能な投資目標への貢献度を決定した。当該評価では、１つ又は複数のＥＳＧ
データ提供者、公的情報源及び／又は内部評価からのデータが使用された。環境的・社会的目標に対する投資のプラスの貢献は、当該貢献
を生み出す実際の経済活動から企業が得た収益に基づいて測定された（活動に基づくアプローチ）。貢献がプラスであると判断された場
合、発行体がＤＮＳＨ（Do No Significant Harm、すなわち、「重大な損害を及ぼさない」）評価において肯定的に評価され、かつ、当該

企業が適切なガバナンス慣行を遵守している場合に限り、当該投資は持続可能であると判断された。

したがって、ＳＦＤＲ第２条第17号に定義されているポートフォリオ内の持続可能な投資の割合は、持続可能と分類された発行体の経済活
動に比例して計算された（活動に基づくアプローチ）。上記にかかわらず、持続可能な投資と分類された資金使途特定債券は、当該債券の
全価額がポートフォリオにおける持続可能な投資の割合に算入された。

金融商品が部分的に行った持続可能な投資は、どのように環境や社会の持続可能な投資目標に重大な損害を及ぼさなかったか。

 

このファンドにおいて行われた持続可能な投資については、環境的・社会的な持続可能な投資目標に対して重大な損害を及ぼさないことを
確認するための評価が実施された。この目的のため、以下に記載する持続可能性要因に対する主な悪影響の指標（関連性別）が考慮され
た。重大な損害が識別された場合、投資は持続可能であると分類することができない。

持続可能性要因に対する悪影響の指標はどのように考慮されたか。

 

持続可能な投資の評価においては、開示規則を補足する2022/1288委員会委任規則（ＥＵ）の附属書Ⅰの表１のＰＡＩ（主な悪影響）の必須
指標（関連性別）並びに表２及び表３の関連指標が体系的に統合された。これらの主な悪影響を考慮した上で、管理会社は、環境的・社会
的な持続可能な投資目標が重大な損害を受けているかどうかを判断するために、定量的な閾値を設定し、定性値を定義している。これらの
値は、データの利用可能性又は市場動向などの様々な外部要因及び内部要因に基づいて定義されており、時間の経過とともに調整される可
能性がある。

持続可能な投資は、ＯＥＣＤの多国籍企業ガイドライン及び国連のビジネスと人権に関する指導原則に沿ったものであったか。 詳細：

 

持続可能な投資が、例えば、ＯＥＣＤの多国籍企業ガイドライン及び国連のビジネスと人権に関する指導原則を遵守しているかどうかにつ

いては、規範争議の評価（以下に詳細を記載）を用いて評価された。規範争議に関して最も低い評価（すなわち、「Ｆ」）を付与された企

業は、投資から除外された。

 

ＥＵタクソノミーは、タクソノミーに準拠した投資がＥＵタクソノミーの目標に重大な損害を及ぼしてはならないという「重大な損害

を及ぼさない」原則を定めており、特定の連合規準が伴う。

 

「重大な損害を及ぼさない」原則は、環境的に持続可能な経済活動に関する連合規準を考慮した金融商品の基礎となる投資にのみ適用

される。この金融商品の残りの部分の基礎となる投資には、環境的に持続可能な経済活動に関する連合規準が考慮されていない。

 

他の持続可能な投資も、環境目標又は社会的目標に重大な損害を及ぼすものであってはならない。

 
この金融商品は持続可能性要因に対する主な悪影響をどのように考慮しているか。
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主な悪影響と

は、環境、社会

及び従業員の問

題、人権の尊

重、汚職防止、

贈収賄防止に関

連する持続可能

性要因に対する

投資決定の最も

重大な悪影響で

ある。

このファンドについて、管理会社は、開示規則を補足する2022/1288欧州委員会委任規則（ＥＵ）の附属書Ⅰに記

載された、以下の持続可能性要因に対する主な悪影響を考慮した。

 

• 化石燃料セクターで活動する企業へのエクスポージャー（第４号）

• 国連グローバル・コンパクトの原則及びＯＥＣＤの多国籍企業ガイドラインの違反（第10号）

• 問題となっている兵器へのエクスポージャー（第14号）

 

 

 
デーヴェーエス・アーティフィシャル・イ

ンテリジェンス

指標 内容 パフォーマンス

主な悪影響   

PAII - 04. 化石燃料セクターで活動する企

業へのエクスポージャー

化石燃料セクターで活動する企業への投資の割合 資産の０％

PAII - 10. ＵＮＧＣ原則及びＯＥＣＤの

多国籍企業ガイドラインの違反

ＵＮＧＣ原則又はＯＥＣＤの多国籍企業ガイドラ

インの違反に関与した投資先企業への投資の割合

資産の０％

PAII - 14. 問題となっている兵器へのエ

クスポージャー

問題となっている兵器（対人地雷、クラスター弾、

化学兵器、生物兵器）の製造又は販売に関与する投

資先企業への投資の割合

資産の０％

2025年12月30日現在

主な悪影響指標 (ＰＡＩＩ) は、主に外部のＥＳＧデータ提供者のデータに基づくデーヴェーエスのバックオフィス及びフロントオフィスの

システム内のデータに基づいて計算されている。個々の証券又はその発行体について、データが利用可能でないか、又はＰＡＩＩが特定の発

行体又は証券に適用可能でないため、個別のＰＡＩＩに関するデータがない場合、これらの証券又は発行体はＰＡＩＩの計算には含まれな

い。ターゲット・ファンドへの投資については、適切なデータが利用可能な場合、ターゲット・ファンドの保有資産の調査を実施する。個々

のＰＡＩ指標の計算方法は、市場基準の進展、特定の種類の金融商品（デリバティブなど）の証券の取扱いの変更、又は規制の明確化の結

果、その後の報告期間において変更される場合がある。

 

さらに、データの入手可能性の改善がその後の報告期間の報告ＰＡＩＩに影響を与える場合がある。

 

ＰＡＩＩの計算には、デーヴェーエスのフロントオフィスのシステムの値が使用されている。そのため、ファンド会計システムから導出され

た年次報告書に記載されるその他の値から僅少な差異が生じる場合がある。

 

この金融商品の上位を占める投資はどのようなものであるか。

 

デーヴェーエス・アーティフィシャ

ル・インテリジェンス

主要投資

ＮＡＣＥコードに基づく

セクター別内訳

ポートフォリオ平均資産に

対する割合（％） 国別内訳

DWS Invest Artificial

Intelligence MFC
Ｋ - 金融・保険 99.5％ ルクセンブルグ

2025年１月１日から2025年12月30日までの期間

 

 

このリストには、

2025年１月１日か

ら2025年12月31日

までの参照期間中

の金融商品への投

資の最大部分を構

成する投資が含ま

れている。

 

 

 サステナビリティ関連投資の割合はどのくらいであったか。

EDINET提出書類

ＤＷＳ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ＧｍｂＨ(E14834)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 46/203



  

報告日現在のサステナビリティ関連投資の割合はポートフォリオ資産の98.28％であった。

 

前年度のサステナビリティ関連投資の割合は以下の通りであった。

2024年12月30日：97.11％

2023年12月29日：98.51％

 

 

資産配分は、特

定の資産への投

資の割合を表

す。

 資産配分はどのようなものであったか。

  

このファンドは、その価額の98.28％を、促進される環境的・社会的特性と一致する投資及び／又は持続

可能な投資（「#1 環境的・社会的特性に整合」）に投資した。

 

このファンドの価額の1.72％は、ＥＳＧ評価手法が適用されていない、又はＥＳＧデータが完全に網羅

されていない投資に配分された（「#2 その他の投資」）。これらについては、「『その他』にはどの

ような投資が含まれているか。その目的は何か。また、最低限の環境的・社会的セーフガードはあった

か。」というタイトルのセクションに詳述されている。

 

このファンドのポートフォリオの正確な配分のより詳細な内訳については、販売目論見書の特別セク

ション及び特別投資条項を参照されたい。

 

 

 
どの経済セクターに投資が行われたか。

 

デーヴェーエス・アーティフィシャル・

インテリジェンス

ＮＡＣＥコード ＮＡＣＥコードに基づくセクター別内訳

ポートフォリオ平均資産に対する割合

（％）

Ｋ 金融・保険 99.4％

ＮＡ その他 0.6％

化石燃料セクターで活動する企業へのエクスポージャー 0.0％

2025年12月30日現在

 
環境目標を伴う持続可能な投資は、どの程度までＥＵタクソノミーに一致していたか。
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このファンドについて、管理会社は、ＥＵタクソノミーに整合した環境的に持続可能な投資の割合を目標として設定していなかった。このた

め、ＥＵタクソノミーに整合した環境的に持続可能な投資の割合は、ファンド資産の０％であった。ただし、投資の基礎となる一部の経済活

動については、ＥＵタクソノミーに整合していた可能性がある。

 

金融商品は、ＥＵタクソノミー¹ に準拠した化石ガス・原子力エネルギー関連の活動に投資したか。

  

ＥＵタクソノミーに準拠するため、化石

ガスの規準には、排出量の制限及び2035

年末までに完全に再生可能な電力又は低

炭素燃料への切り替えが含まれる。原子

力エネルギーの規準には、包括的な安全

性及び廃棄物管理に関する規則が含まれ

る。

 

実現活動は、他の活動が環境目標に大き

く貢献することを直接的に可能とする。

 

移行活動は、低炭素の代替手段がまだ利

用可能ではなく、最高のパフォーマンス

に相当する温室効果ガス排出レベルを持

つ経済活動である。

 

はい  

化石ガス 原子力エネルギー

X　 いいえ  

 

このファンドについて、管理会社は、化石ガス・原子力エネルギーのセクターにおいて事業

を行う企業のＥＵタクソノミー整合性を考慮しなかった。

 

¹ 化石ガス・原子力関連活動は、気候変動の制限 （「気候変動の緩和」）に貢献し、ＥＵ

タクソノミーの目標に重大な損害を及ぼさない場合にのみＥＵタクソノミーに準拠する。左

欄の説明を参照。ＥＵタクソノミーに準拠した化石ガス・原子力エネルギーの経済活動の完

全な規準は、2022/1214欧州委員会委任規則（ＥＵ）に規定されている。
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タクソノミーに準拠した

活動は、次の割合として

表される。

- 売上高は、投資先企業

のグリーン活動からの収

益の割合を反映する。

- 資本的支出（ＣａｐＥ

ｘ）は、投資先企業によ

るグリーン経済への移行

に向けたグリーン投資を

示す。

- 営業支出（ＯｐＥｘ）

は、投資先企業のグリー

ン営業活動を反映する。

以下のグラフは、ＥＵタクソノミーに準拠した投資の割合を緑色で示している。ソブリン債*

のタクソノミーへの準拠性を決定する適切な方法がないため、最初のグラフはソブリン債を含

む金融商品のすべての投資に関するタクソノミーへの準拠性を示し、２番目のグラフはソブリ

ン債以外の金融商品の投資のみに関するタクソノミーへの準拠性を示している。

 

1. 投資のタクソノミーへの準拠

ソブリン債*を含む

2. 投資のタクソノミーへの準拠

ソブリン債*を除く

 

 

*これらのグラフでは、「ソブリン債」はすべてのソブリン・エクスポージャーで構成されている。

 

 

移行活動及び実現活動に行われた投資の割合はどの程度であるか。

 

このファンドについて、管理会社は、移行活動及び実現活動に対する投資の割合を目標として設定しなかった。

 

ＥＵタクソノミーに準拠した投資の割合は、過去の参照期間と比較してどの程度であったか。

 

2020/852規則（ＥＵ）（タクソノミー規則）に従って促進される環境的に持続可能な投資の割合は、当期及び過去の参照期間において、ファ

ンド資産の０％であった。ただし、一部の持続可能な投資はタクソノミー規則の環境目標と一致していた可能性がある。

 

ＥＵタクソノミーに準拠しない環境目標を伴う持続可能な投資の割合はどの程度であったか。

  

2020/852規則（ＥＵ）に基づく環

境的に持続可能な経済活動の規準

を考慮しない環境目標を伴う持続

可能な投資である。

 

このファンドについて、管理会社は、環境的・社会的に持続可能な投資の最低割合を目標として

設定していなかった。環境的・社会的に持続可能な投資の合計の割合は、ファンドの資産の

19.09％であった。

 

過去の報告期間の持続可能な投資の割合

報告期間 持続可能な投資

（合計）

環境目標を伴う投

資

社会的に持続可能

な投資

2024年12月30日 15.66％ ― ―

2023年12月29日 12.58％ ― ―

 

 

 

社会的に持続可能な投資の割合はどの程度であるか。

 

このファンドについて、管理会社は、環境的・社会的に持続可能な投資の最低割合を目標として設定していなかった。
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環境的・社会的に持続可能な投資の合計の割合は、ファンドの資産の19.09％であった。

 

過去の報告期間の持続可能な投資の割合

報告期間 持続可能な投資（合

計）

環境目標を伴う投資 社会的に持続可能な投

資

2024年12月30日 15.66％ ― ―

2023年12月29日 12.58％ ― ―

 

「その他」にはどのような投資が含まれているか、その目的は何か、また、最低限の環境的又は社会的セーフガードはあったか。

 

ファンドの資産の98.28％は、促進される環境的・社会的特性に整合していたか、持続可能な投資に関する規準を満たしていた（「#1 Ｅ／Ｓ

特性に整合」）。ファンド資産の1.72％は、ＥＳＧ評価手法による評価が不可能であるか、ＥＳＧデータが網羅的にカバーされていない投資

に配分されていた（「#2 その他」）。適切なガバナンス慣行の観点から企業への直接投資を評価するためには、ＥＳＧデータの網羅的なカ

バーが要求されていた。

 

「#2 その他」に分類された投資には、銀行残高及びデリバティブなど、関連する投資方針で規定されているすべての資産クラスが含まれてい

た。これらの投資は、投資パフォーマンスの最適化、リスク分散、流動性及びヘッジを目的として、ポートフォリオ運用において使用されて

いた。

 

ファンドの投資のうち「#2 その他」に分類されたものについては、最低限の環境的・社会的セーフガードは考慮されていなかったか、部分的

にのみ考慮されていた。

 

参照期間中に環境的・社会的特性を満たすためにどのような措置が取られたか。

 
このファンドは、株式を基盤とする戦略を採用した。
 
投資戦略の詳細については、販売目論見書の特別セクション及び特別投資条項を参照されたい。
 
ファンドの資産の98.28％は、以下のセクションに記載されている、促進される環境的・社会的特性及び／又は持続可能な投資に関する規準
に適合する資産に投資された。促進される環境的・社会的特性の達成のための投資戦略の拘束力のある要素へのポートフォリオの適合性
は、ファンドの投資ガイドラインのモニタリングの枠組みの中で、継続的に検証されていた。
 

ＥＳＧ評価手法

 

管理会社は、経済的な成功見通しに関わらず、独自のＥＳＧ評価手法を通じて潜在的な投資を評価し、当該評価に基づく除外規準を適用す

ることにより、このファンドについて促進される環境的・社会的特性の達成を目指した。

 

当該ＥＳＧ評価手法では、１つ又は複数のＥＳＧデータ提供者、公的情報源及び／又は内部評価からのデータを用い、統合スコアを算出す

る独自のデータ処理プログラムが使用されていた。これらの統合スコアを決定するための手法は、複数のアプローチに基づいていた。例え

ば、特定のデータ提供者が優先される場合があった。そうでない場合、評価は最も低い値（「ワースト・オブ」原則）に基づく場合もあれ

ば、平均アプローチに基づく場合もあった。内部評価では、発行体において将来予想されるＥＳＧの発展、過去又は将来の事象に関する

データの妥当性、ＥＳＧ事項に関する対話への意欲、及び／又は企業のＥＳＧ関連の意思決定などの要因を加味する場合がある。加えて、

投資先企業に関する内部ＥＳＧ評価では、当該企業の特定の市場セクターにとっての除外規準の関連性が考慮される場合がある。

 

データ処理プログラムは、促進されるＥＳＧ特性への適合性を評価し、投資先企業が適切なガバナンス慣行に従っているか否かを判断する

ために、例えば以下の評価カテゴリーを使用していた。評価カテゴリーには、例えば、問題となっているセクターから稼得される収益に基

づく除外、又はこれらの問題となっているセクターへのエクスポージャーに基づく除外の適用が含まれていた。一部の評価カテゴリーで

は、発行体は６段階のスコアのいずれかを付与され、「Ａ」が最も高いスコア、「Ｆ」が最も低いスコアであった。評価カテゴリーのいず

れかにより発行体が除外される場合、管理会社は当該発行体に投資することはできなかった。

 

投資ユニバース、ポートフォリオ構成及び特定セクターにおけるポジショニングに応じて、上記の評価カテゴリーの関連性は高低があり、

これは実際に除外された発行体の数に反映された。

 

• 問題となっているセクターの除外評価

 

特定の産業分野において事業活動を行い、問題となっている分野（「問題となっているセクター」）における事業活動へのエクスポー

ジャーを有する企業は、当該問題となっているセクターから生じる総収益の割合に応じて、以下の通り除外された。

 

ａ. 民間用小型火器又は弾薬の製造・販売：５％以上

ｂ. たばこ製品の製造：５％以上

ｃ. オイルサンドの採掘：５％以上

ｄ. 一般炭の採掘及び石炭火力発電から収益の25％以上を生み出している企業、並びに追加的な石炭採掘、生産又は使用などの一般炭拡張

計画を有する企業。一般炭拡張計画を有する企業は、内部識別手法に基づいて除外された。例外的な状況（例えば、エネルギーセクターに
おける課題に対応するために政府が講じた措置など）においては、管理会社は、石炭関連の除外の適用を、特定の企業又は地理的地域につ
いて一時的に停止することを決定する場合がある。
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• 規範争議の評価

 

規範争議の評価においては、国連グローバル・コンパクトの原則、国連の指導原則、国際労働機関（ＩＬＯ）の基準、及びＯＥＣＤの多国

籍企業ガイドラインなど、責任ある企業行動に関して一般に認められている国際基準及び原則に照らして企業の行動が評価された。これら

の基準及び原則は、特に、人権侵害、労働者の権利の侵害、児童労働又は強制労働、環境への悪影響及び倫理的な企業行動などを対象とし

ている。規範争議の評価では、前述の国際基準に対する報告された違反が評価された。規範争議の評価において最も低いスコア「Ｆ」を付

与された企業は、投資対象から除外された。

 

• フリーダム・ハウスのステータス

 

フリーダム・ハウスは、政治的自由と市民的自由の度合いによって各国を分類する国際非政府組織である。フリーダム・ハウスのステータ

スに基づいて「不自由」と評価された国は投資対象から除外された。

 

• 問題となっている兵器の除外評価

 

企業は、問題となっている兵器又は問題となっている兵器の主要構成要素（対人地雷、クラスター弾並びに／又は化学兵器及び生物兵器）

の製造又は流通へのエクスポージャーを有すると識別された場合、除外された。さらに、除外の判断にあたっては、グループ構造内におけ

るエクスポージャーも考慮された。

 

• 資金使途特定債券の評価

 

資金使途特定債券については、この種類の金融商品に特化した評価が実施された。以下の要件が満たされる場合にのみ投資が認められた。

まず、すべての資金使途特定債券について、クライメートボンド基準、グリーンボンド、ソーシャルボンド又はサステナビリティボンドに

関する類似の業界基準（ＩＣＭＡ原則など）、又はＥＵグリーンボンド基準への準拠状況、若しくは独立した監査の実施有無が確認され

た。次に、当該債券の発行体に関して一定のＥＳＧ規準が適用された。これにより、発行体及びその債券が投資対象から除外される場合が

ある。

 

特に、以下の発行体規準に該当する場合、資金使途特定債券への投資は禁止された。

 

ａ. フリーダム・ハウスによって「不自由」と評価された国家である発行体

ｂ. 前述の規範争議の評価において最も低いスコア「Ｆ」を付与された企業

ｃ. たばこ製品の製造から収益の５％以上を得ている企業

ｄ. 前述の問題となっている兵器へのエクスポージャーを有すると識別された企業

ｅ. 前述の一般炭拡張計画が識別された企業

 

• 投資ファンド受益証券（ターゲット・ファンド）の評価

 

ターゲット・ファンドは、その内部に組み入れられている企業に基づいて評価され、当該企業が規範違反の評価及び問題となっている兵器

（対人地雷、クラスター弾並びに／又は化学兵器及び生物兵器）への関与に関する規準を満たしている場合に投資適格とされた。

 

規範争議の評価において最も低いスコア「Ｆ」を付与された企業への投資は、一定の閾値まで許容された。許容閾値の存在、データ提供者

及び評価手法の多様性、利用可能なデータの網羅性、並びにターゲット・ファンドのポートフォリオの定期的なリバランスを踏まえると、

このファンドは、直接投資では除外されていたであろう特定の資産、又はデータが存在しない若しくは完全に網羅されていない資産に対し

て、間接的に投資する場合がある。

 

持続可能な投資の評価
 
さらに、管理会社は、持続可能な投資の割合を決定するために、１つ又は複数の国連ＳＤＧｓ及び／又はその他の環境的に持続可能な目的
への貢献度を測定した。この評価は、独自の持続可能な投資の評価を通じて実施され、投資が持続可能な投資に分類され得るかどうかにつ
いて、複数の規準に基づき潜在的な投資が評価された。詳細については、「金融商品が部分的に行った持続可能な投資の目標は何か。ま
た、持続可能な投資はその目標にどのように貢献したか。」というタイトルのセクションに記載されている。
 
ＥＳＧ投資戦略では、投資対象範囲に関する強制的な最低削減率は定められていなかった。
 
投資先企業における適切なガバナンス慣行の評価（健全な経営体制、従業員との関係、従業員の報酬及び税務コンプライアンスに関する評
価を含む）は、規範争議の評価の一部として実施され、企業の行動が責任ある企業行動に関して一般に認められている国際基準及び原則に
適合しているかどうかが評価された。規範争議において最も低いスコア「Ｆ」を付与された企業は、投資対象から除外された。

 

この金融商品は、持続可能な参照ベンチマークと比較してどのようなパフォーマンスを示したか。

 

参照ベンチマークは、金融商品が促

進する環境的・社会的特性を達成し

ているかどうかを測定する指標であ

る。

このファンドについて、管理会社は、促進される環境的・社会的特性との整合性を判断するため

の参照ベンチマークを定めていなかった。
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（２）2024年12月31日に終了した計算期間の財務諸表

デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス年次報告書

 

純資産計算書（2024年12月31日現在）     

  金額（ユーロ）  対純資産比率（％）

Ⅰ．資産     

１．投資ファンド証券：     

株式ファンド  545,793,757.12  99.95

投資ファンド証券合計：  545,793,757.12  99.95

２．銀行預金  1,123,568.70  0.21

３．その他の資産  3,704.17  0.00

４．受益証券の売買に係る債権  262,023.12  0.05

     

Ⅱ．負債     

１．その他の負債  -582,877.01  -0.11

２．受益証券の売買に係る債務  -561,676.01  -0.10

Ⅲ．純資産
 

546,038,500.09
(101,378百万円)

 
100.00

 

比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表（2024年12月31日現在）

 単位      時価合計 対純資産

有価証券銘柄 又は 残高 購入／増加 売却／減少  時価 （EUR） 比率

 通貨(千)  当期    （％）

 

投資ファンド証券       545,793,757.12 99.95

       (101,332百万円) 

グループ内ファンド証券（管理会社が発行したファンド証券を含む）   545,793,757.12 99.95

       (101,332百万円) 

DWS Invest Artificial Intelligence MFC
(LU2154580323) (0.400%) 株 2,660,851 30,697 112,048 EUR 205.1200 545,793,757.12 99.95
         

有価証券合計       545,793,757.12 99.95

       (101,332百万円) 

         

銀行預金及び非証券マネーマーケット商品       1,123,568.70 0.21

       (209百万円) 

         

銀行預金       1,123,568.70 0.21

         

要求払預金（保管銀行）         

ユーロ建預金 EUR 1,087,738.49 ％ 100 1,087,738.49 0.20

         

非EU/EEA通貨建預金         

香港ドル HKD 1.12 ％ 100 0.14 0.00

米ドル USD 37,385.10  ％ 100 35,830.07 0.01

         

その他の資産       3,704.17 0.00

未収利息 EUR 3,704.17  ％ 100 3,704.17 0.00

         

受益証券の売買に係る債権 EUR 262,023.12 ％ 100 262,023.12 0.05

         

その他の負債       -582,877.01 -0.11

費用項目に係る負債 EUR -582,877.01 ％ 100 -582,877.01 -0.11

         

受益証券の売買に係る債務 EUR -561,676.01 ％ 100 -561,676.01 -0.10

         

純資産       546,038,500.09 100.00

       (101,378百万円) 

         

 

 

１口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨     
各通貨における
１口当たり純資産額

１口当たり純資産額         

クラスＮＤ EUR      471.02 

       (87,450円) 

発行済口数         

クラスＮＤ 口      1,159,264.365 

 

比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。

 

為替レート（間接レート）       

 2024年12月30日現在     

香港ドル HKD 8.098200 ＝ EUR 1  

米ドル USD 1.043400 ＝ EUR 1  
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クラスＮＤ受益権      

      

損益計算書（収益調整金を含む）      

自2024年１月１日　至2024年12月31日    

 
Ⅰ．収益     

１．国内の流動資産投資に係る利息   EUR 143,875.01

２．その他の収益   EUR 19,412.97

このうち：     

法的請求による収益 EUR 19,412.97   

収益合計   EUR 163,287.98

    (30百万円)

Ⅱ．費用     

１．借入債務利息   EUR -2,970.81

コミットメント費用 EUR -2,970.81   

２．管理報酬   EUR -6,175,002.71

このうち：     

総報酬 EUR -6,175,002.71   

３．その他の費用   EUR -414.13

このうち：     

法務・コンサルティング費用 EUR -414.13   

費用合計   EUR -6,178,387.65

    (-1,147百万円)

     

Ⅲ．経常損失   EUR -6,015,099.67

    (-1,117百万円)

     

Ⅳ．売却取引     

１．実現利益   EUR 8,553,470.84

２．実現損失   EUR -0.04

売却取引に係る利益   EUR 8,553,470.80

    (1,588百万円)

     

Ⅴ．当期実現利益   EUR 2,538,371.13

    (471百万円)

     

１．未実現利益の純変動額   EUR 148,472,924.35

２．未実現損失の純変動額   EUR 0.00

     

Ⅵ．当期未実現利益   EUR 148,472,924.35

    (27,565百万円)

     

Ⅶ．当期純利益   EUR 151,011,295.48

    (28,037百万円)

 

注： 未実現利益（損失）の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益（損失）の合計額と期首現在の全ての未実現利益（損失）の合計額を比較するこ

とにより計算されている。未実現利益（損失）の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から

生じたプラス（マイナス）の差額が含まれている。

未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
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純資産変動計算書      
 
 
Ⅰ．期首ファンド資産価額  EUR 406,477,329.91

１．前期分配金又は税金  EUR -59,503.69

２．資金増加（純額）  EUR -11,393,756.77

a）受益証券発行による資金増加  EUR 56,591,586.36

b）受益証券買戻しによる資金減少  EUR -67,985,343.13

３. 収益調整金  EUR 3,135.16

４．当期純利益  EUR 151,011,295.48

このうち：    

未実現利益の純変動額  EUR 148,472,924.35

未実現損失の純変動額  EUR 0.00

    

Ⅱ．期末ファンド資産価額  EUR 546,038,500.09

   (101,378百万円)

 

分配金計算書      
 
分配金の計算  総額 １口当たり

Ⅰ．分配可能額    

１．前期繰越 EUR 35,791,389.50 30.87

２．当期実現利益 EUR 2,538,371.13 2.19

３．ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00

Ⅱ．未分配額    

１．再投資 EUR 0.00 0.00

２．次期繰越 EUR -38,271,797.41 -33.01

Ⅲ．分配額合計 EUR 57,963.22 0.05

  (11百万円) (９円)

    

 

過去３年間の比較の概要    

 
事業年度末
純資産

１口当たり純資産  

 EUR EUR  

2024年 546,038,500.09 471.02  

2023年 406,477,329.91 342.39  

2022年 289,183,503.90 246.96  

2021年 443,869,289.53 367.24  

 

 

EDINET提出書類

ＤＷＳ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ＧｍｂＨ(E14834)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 77/203



ＫＡＲＢＶ（投資に関する会計及び評価規則）第７条第９項に基づく補足情報

 

デリバティブ規則に基づく情報

 

デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー：

0.00ユーロ

 

適格な方法に基づく情報：

 

参照ポートフォリオの構成

ＭＳＣＩワールド・インフォメーション・テック・インデックス・ネット・リターン（ＥＵＲ）：50％

ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（ＥＵＲ）：35％

ＭＳＣＩチャイナ・50・キャップド・インデックス（ＥＵＲ）：15％

 

市場リスク・エクスポージャー（バリューアットリスク）

最小市場リスク・エクスポージャー ％ 93.883  

最大市場リスク・エクスポージャー ％ 140.502  

平均市場リスク・エクスポージャー ％ 120.067  

 

2024年１月１日から2024年12月31日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーションのVaR手法により、信頼水準99％、保有

期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間１年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ

ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動によりファンドが被るリスクのことである。当社は、デリバティブ規則に規

定されている適格な方法により潜在的な市場リスクを決定している。

 

当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.0であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。

 

その他の情報

 

クラスＮＤの１口当たり純資産： 471.02ユーロ

クラスＮＤの発行済口数： 1,159,264.365口

 

資産の評価手続きに関する情報：

 

保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。

 

取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決

定される（導出された市場価額）。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報

源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。

 

本報告書（訳者注：原文の報告書）に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。

 

透明性及び総経費率に関する情報：

 

クラスＮＤの総経費率（ＴＥＲ）は、年率1.77％であった。

ＴＥＲは、ある計算期間におけるコミットメント費用を含む費用及び報酬の合計（取引費用を含まない）の、平均ファンド資産に対する割合を示してい

る。

 

ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、年率1.70％のクラスＮＤの総報酬の支払いを受ける。そしてこのクラスＮＤの年間報酬から、管理会社は、

クラスＮＤの最大0.15％（年率）を保管銀行に、クラスＮＤの0.05％（年率）をその他の関係者（印刷及び公告費用、監査及びその他の事項のため）に

支払っている。

EDINET提出書類

ＤＷＳ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ＧｍｂＨ(E14834)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 78/203



2024年１月１日から2024年12月31日までの事業年度において、ファンドの管理会社であるデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下

「管理会社」という。）は、調査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・アー

ティフィシャル・インテリジェンスの保管銀行及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。

 

管理会社は、その受け取ったクラスＮＤの総報酬から10％超を、ファンド受益証券の販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っ

ている。

 

投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理報酬の比率

は、投資ポートフォリオ中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファンドは当報告期間中に

他の投資ファンド（対象ファンド）の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料が発生した可能性がある。

 

重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。

 

当報告期間中に支払った取引費用は0.00ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、資産の購

入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた可能性のある金融取引税が含まれている。

 

当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者（所有持分が５％以上）であるブローカーを通じて実施された当ファンドの資産勘定に係る取引は、全取

引の0.00％を占めており、その総額は0.00ユーロであった。
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報酬に関する情報

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下「管理会社」という。）は、デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA（以下「デー

ヴェーエスＫＧaＡ」という。）の子会社であり、譲渡可能証券の集団投資事業に関する第５指令 (「ＵＣＩＴＳ Ⅴ指令」) 及びオルタナティブ投資

ファンド管理指令（以下「ＡＩＦＭ指令」という。）の規制要件並びに報酬制度の設計に関して欧州証券市場監督局の健全な報酬の方針に関するガイド

ライン（以下「ＥＳＭＡガイドライン」という。）の適用対象となっている。

 

報酬の方針及びガバナンス

 

管理会社は、デーヴェーエスＫＧaＡが自社及びそのすべての子会社（以下「デーヴェーエス・グループ」又は「グループ」のみという。）に対して採

用したグループ全体の報酬の方針によって管理されている。

 

グループの体制に合わせて、報酬制度の適正性及び報酬に関する規制要件の遵守を確保するために委員会を設置しており、その評価を行う責任を負って

いる。そのため、デーヴェーエス報酬委員会は、デーヴェーエスＫＧaＡ業務執行役員会から、持続可能な報酬の原則の策定及び設計、全体的な報酬に

関する推奨を行うこと、グループの報酬及び給付に関する適切なガバナンス及び監視を確保することを任務として課されている。

 

さらに、デーヴェーエスＫＧaＡの監査役会によるグループの全従業員の適切な報酬体系の監視を支援するために、報酬委員会が設置された。これは、

報酬戦略と事業戦略及びリスク戦略との整合性を検証し、グループ全体のリスク、資本及び流動性管理に対する報酬制度の影響を考慮することにより実

施されている。

 

デーヴェーエス・グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。

 

報酬構造

 

従業員の報酬は、固定報酬と変動報酬で構成されている。

 

固定報酬は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に応じて報酬を与えるものである。

 

変動報酬は、グループ、部門及び個人レベルでの業績を考慮する。変動報酬は、通常は「フランチャイズ要素」及び「個人要素」の２つの要素から構成

されている。

 

フランチャイズ要素は、デーヴェーエス・グループ・レベルでの３つの主要業績評価指標（以下「ＫＰＩ」という。）に照らした業績に基づいて決定さ

れる。2023業績年度においては、調整後費用収益比率（以下「ＣＩＲ」という。）、正味資金流出入及びＥＳＧ指標が含まれている。

 

変動報酬の個人要素では、多くの財務的及び非財務的要因、ピアグループ内の相対性及び人材確保に関する事項が考慮される。業績へのマイナスの貢献

や不正行為があった場合には、それに応じて変動報酬が減額されたり、完全に取り消されたりすることがある。原則として、変動報酬は、その付与がグ

ループにとって無理がない場合にのみ付与され、支払われる。通常、保証された変動報酬は従業員に付与されない。例外的に、保証された変動報酬が新

入社員に付与される場合があるが、入社の最初の年に限定される。

 

報酬戦略は、固定報酬と変動報酬の適切なバランスを達成するように設計されている。これは、従業員の報酬を顧客、投資家及び株主の利益、並びに業

界の基準と一致させることに貢献する。同時に、グループが変動報酬を柔軟に付与することを可能とするために、報酬総額に占める固定報酬の割合が十

分に高くなることを確保している。

 

変動報酬の決定及び適切なリスクの調整

 

変動報酬の総額は、事前及び事後のリスク調整を含む適切なリスクの調整措置の対象となる。この安定的な方法は、変動報酬の決定がグループのリスク

調整後の業績並びに資本及び流動性の状況を確実に反映するように設計されている。

 

事業単位の業績を評価する際には、多くの検討事項が適用される。業績は、バランスト・スコアカードに基づき財務目標及び非財務目標の観点から評価

される。インフラ分野、特に監督部門への変動報酬の配分は、グループ全体の業績に依存するが、その監督の対象となる事業分野の業績には依存しな

い。
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変動報酬を決定するための原則は、個々の従業員レベルに適用され、ＩＶＣの決定を行う際に考慮する必要がある要素及び指標について詳述している。

これらには、例えば、投資の成果、顧客維持、企業文化の検討、「トータル・パフォーマンス」アプローチに基づく目標設定及び業績評価が含まれる。

さらに、監督部門のインプット及び懲戒処分、並びにそれらがＶＣに与える影響についても考慮する必要がある。

 

持続可能な報酬

 

持続可能性及び持続可能性に関するリスクは、変動報酬の決定に不可欠な要素である。したがって、報酬方針は持続可能性に関するリスクと完全に整合

かつ一致している。そのため、デーヴェーエス・グループは、顧客の利益及び各企業の長期業績の両方に利益をもたらす行動を奨励している。関連する

持続可能性の要素は、定期的に見直され、報酬制度の設計に組み込まれている。

 

2023年度の報酬

 

デーヴェーエス報酬委員会は、2023年度の変動報酬の適正性を監視し、当グループの資本及び流動性水準は依然として規制上の最低自己資本及び内部リ

スク選好限度を上回っていると決定した。2024年３月に付与された2023年度全般の変動報酬の一部として、「フランチャイズ要素」は、定められたＫＰ

Ｉの評価に従って、適格従業員に支給される。業務執行役員会は、従業員による相当な貢献を評価し、2023年度の目標達成率を82.5％に決定した。

 

重要なリスク・テイカーの特定

 

規制上の要求事項に従い、管理会社は重要なリスク・テイカーを特定した。この特定プロセスは、当グループの方針に従って実行されており、管理会社

のリスク・プロファイル又は管理会社が運用するファンドに対して、（ａ）取締役／上級管理職、（ｂ）ポートフォリオ／運用会社、（ｃ）管理機能、

（ｄ）管理部門、マーケティング部門及び人事部門を率いる人員、（ｅ）影響の重要な立場にあるその他の個人（リスク・テイカー）、（ｆ）管理会社

及び当該グループのリスク・プロファイルに影響を及ぼす役割を有している他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属するその他の従業員の、各カテ

ゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づくものである。

 

重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも40％は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われる変動報酬及び繰延変動報酬の少なくとも50％

は、重要な投資専門家に対し当該グループの株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支給される。全ての変動報酬の要素に

は多数の業績条件及び失効条件が賦課されており、これにより事後的なリスク調整の適切性を確保している。変動報酬が50,000ユーロを下回る場合、重

要なリスク・テイカーは変動報酬の全額を、繰り延べることなく、現金で受け取る。

 

2023年度の管理会社の報酬総額に関する情報1)

 

年平均従業員数 436人

報酬総額 EUR 86,030,259

固定報酬 EUR 49,806,487

変動報酬 EUR 36,223,772

　このうち、成功報酬 EUR 0

上級管理職の報酬総額2) EUR 4,752,912

その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 5,683,843

管理機能の従業員の報酬総額 EUR 2,223,710

 

 

 

  
 
1) ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。

2) 上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理職メン

バーの他に、特定された管理職はいなかった。
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その他の記載内容－年次報告書の監査意見の対象外

 

証券金融取引（ＳＦＴ）及び再使用の透明性に関する規則（ＥＵ）2015/2365及び修正規則（ＥＵ）648/2012に関する情報－セクションＡに準

拠した報告書

 

報告期間において、上記規則の対象となる証券金融取引はなかった。
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その他の記載内容－年次報告書の監査意見の対象外

 

2019/2088規則 (EU) 第８条第１項、第２項及び第2a項並びに2020/852規則（EU）第６条第１項に規定される金融商品に関する定期的開示

 
持続可能な投

資とは、環境

又は社会の目

的に貢献する

経済活動への

投資を意味す

る。ただし、

その投資が環

境又は社会の

目標に重大な

害を及ぼさ

ず、投資先企

業が適切なガ

バナンス慣行

に従っている

場合に限られ

る。

商品名: デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス

 

法人番号: 54930020MLH84GBH1X83

 

環境的・社会的特性

 

 

EUタクソノ

ミーは、

2020/852規則

(EU) で定めら

れた分類シス

テムであり、

環境的に持続

可能な経済活

動のリストを

確立してい

る。この規則

は、社会的に

持続可能な経

済活動のリス

トを定めたも

のではない。

環境目標を伴

う持続可能な

投資は、当該

タクソノミー

に適合する場

合と適合しな

い場合があ

る。
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  この金融商品によって促進される環境的・社会的特性はどの程度満たされているか。

持続可能性指標は、金

融商品によって促進さ

れる環境的又は社会的

特性がどのように達成

されるかを測定する。

  

このファンドを通じて、管理会社は以下の除外規準を考慮して、気候変動対策、社会的規範、ガバナン

スの分野並びに国の政治的自由及び市民的自由の分野における環境的・社会的特性を促進した。

 

(1) 気候変動及び移行のリスク

(2) ガバナンス、人権、労働の権利、顧客の安全、環境の安全及びビジネス倫理に関する国際規範の

遵守に関する規範の問題

(3) フリーダム・ハウスによって「不自由」と評価された国

(4) 事前に定義された収益制限を超えた企業に係る問題となっているセクター

(5) 問題となっている兵器

 

管理会社はまた、このファンドを通じて、１つ以上の国連の持続可能な開発目標（国連SDGs）に積極的

に貢献する最小限の持続可能な投資を促進した。

 

このファンドに関して、管理会社は促進される環境的・社会的特性を達成するための参照ベンチマーク

を指定していなかった。

 

このファンドが促進する環境的・社会的特性を達成するために使用されたデリバティブはなかった。

 

 
  持続可能性指標のパフォーマンスはどうであったか。

   

促進される環境的・社会的特性の達成度及び持続可能な投資の割合を測定するために、独自のESG

評価手法が使用された。使用した持続可能性指標は以下の通りである。

 

・気候変動及び移行のリスクの評価は、発行体が気候変動及び移行のリスクに対してどの程度の

エクスポージャーを有しているかを示す指標として使用された。

パフォーマンス：最適ではない資産へ投資しない

・規範評価は、国際基準に違反する規範の問題が企業内でどの程度発生しているかを示す指標と

して使用された。

パフォーマンス：最適ではない資産へ投資しない

・フリーダム・ハウスのステータスは、国の政治的自由と市民的自由を示す指標として使用され

た。

パフォーマンス：最適ではない資産へ投資しない

・問題となっているセクターの除外評価は、問題となっているセクターに対する企業のエクス

ポージャーの程度を判断するための指標として使用された。

パフォーマンス：０％

・問題となっている兵器の除外評価は、企業が問題となっている兵器に対してどの程度のエクス

ポージャーを有しているかを判断する指標として使用された。

パフォーマンス：０％

・金融サービス部門における持続可能性関連の開示に関する2019/2088規則（EU）（SFDR）第２条

（17）に定義されている持続可能な投資を決定する方法は、持続可能な投資の割合を測定する

ための指標として使用された（持続可能な投資の評価）。

パフォーマンス：15.66％

 

促進される環境的・社会的特性のそれぞれを達成するために投資を選択する際に使用される投資

戦略の拘束力のある要素の詳細（除外規準を含む）、並びに資産が定義された環境的・社会的特

性を満たしているかどうか、また、どの程度満たしているかを判断するための評価方法について

は、「参照期間中に環境的・社会的特性を満たすためにどのような措置が取られたか。」という

タイトルのセクションを参照されたい。このセクションは、持続可能性指標に関するより詳細な

情報を記載している。

 

持続可能性指標の計算には、デーヴェーエスのフロントオフィスのシステム上の数値が使用され

る。すなわち、ファンドの会計システムから導出された年次報告書に表示される他の時価との間

に若干の乖離が発生することがある。

 

 

 

  前年度との比較
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ポートフォリオレベルでの促進される環境的・社会的特性の達成度は、前年度に以下の持続可能性指標

に基づいて測定された。

 

   

 

デーヴェーエス・アーティフィシャ

ル・インテリジェンス

指標のパフォーマンス 2023年12月29日

持続可能性指標  

持続可能な投資 資産の12.58％

気候変動及び移行のリスクの評価 最適ではない資産へ投資しない

規範評価 最適ではない資産へ投資しない

主権的自由の評価 最適ではない資産へ投資しない

問題となっているセクターへの関与  

問題となっているセクターへのエクス

ポージャー

資産の0.00％

問題となっている兵器への関与  

問題となっている兵器への関与 資産の0.00％

 

  持続可能性指標の開示は、過年度の報告書と比較して修正されている。評価手法は変更していない。現在

有効な持続可能性指標は、「参照期間中に環境的・社会的特性を満たすためにどのような措置が取られた

か。」というタイトルのセクションを参照されたい。

 

持続可能性指標に対する主な悪影響の考慮に関する情報は、「この金融商品は持続可能性要因に対する主

な悪影響をどのように考慮しているか。」というタイトルのセクションを参照されたい。
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金融商品が部分的に行った持続可能な投資の目標は何か。また、持続可能な投資はその目標に

どのように貢献したか。

 

このファンドに関して、管理会社はSFDR第２条(17)に定義されている持続可能な投資に資産の一部を

投資した。これらの持続可能な投資は、以下の（全てではない）リストの環境・社会目標を含む国際

連合の持続可能な開発目標（国連SDGs）の少なくとも１つに貢献した。

• 目標１：貧困をなくそう

• 目標２：飢餓をゼロに

• 目標３：すべての人に健康と福祉を

• 目標４：質の高い教育をみんなに

• 目標５：ジェンダー平等を実現しよう

• 目標６：安全な水とトイレを世界中に

• 目標７：エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

• 目標８：働きがいも経済成長も

• 目標 10：人や国の不平等をなくそう

• 目標 11：住み続けられるまちづくりを

• 目標 12：つくる責任、つかう責任

• 目標 13：気候変動に具体的な対策を

• 目標 14：海の豊かさを守ろう

• 目標 15：陸の豊かさも守ろう

個々の国連SDGsへの貢献の程度は、ポートフォリオへの実際の投資によって異なる。管理会社は、持

続可能な投資の評価に基づいて国連SDGsへの貢献を決定した。この評価では、潜在的な投資が持続可

能であるかどうかを評価するためにさまざまな規準が使用された。この評価方法の一部として、(1)

投資が１つ以上の国連SDGsに積極的に貢献したか、(2) 発行体がこれらの目標に重大な損害を与えた

か（「重大な損害を与えない」‒ DNSH評価）、及び (3) 企業は優れたガバナンス慣行を適用したか

が決定された。

 

持続可能な投資の評価では、投資が持続可能かどうかを判断するために、複数のデータ提供者、公的

情報源、内部評価（定義された評価及び分類方法に基づく）からのデータが使用された。国連SDGsに

積極的に貢献した活動は、投資に応じて売上高、資本的支出（CapEx）及び／又は営業支出 (OpEx)

に基づいて評価された。貢献がプラスであると判断された場合、発行体がDNSH評価を通過し、企業が

適切なガバナンス慣行を適用していれば、投資は持続可能であるとされる。

 

SFDR第２条(17)に定義されているポートフォリオ内の持続可能な投資の割合は、持続可能であると認

められる発行体の経済活動に比例して計算された。上記にかかわらず、持続可能であると認定された

資金使途特定債券は債券全体の価額に参入された。

 

管理会社は、現在、このファンドにおいて、EUタクソノミーに沿った環境目標を掲げた持続可能な投

資の最低限の割合を追求していない。

 

金融商品が部分的に行った持続可能な投資は、どのように環境や社会の持続可能な投資目標に

重大な損害を及ぼさなかったか。

 

「重大な損害を与えない（DNSH）」ことの評価はデーヴェーエスの持続可能な投資の評価の不可欠な

一部であり、国連SDGsに貢献した発行体がこれらの目標の１つ以上に重大な損害を与えたかどうかを

評価した。重大な損害が識別された場合、当該発行体はDNSH評価を通過しなかったため、投資は持続

可能であると判断されなかった。

 

持続可能性要因に対する悪影響の指標はどのように考慮されたか。

 

持続可能な投資の評価の一部として、DNSH評価では、開示規則を補足する2022/1288委員会委任規則

（EU）の附属書Ⅰの表１（関連性別）の持続可能性要因に対する主な悪影響の必須指標と表２及び表

３の関連指標を体系的に統合した。これらの悪影響を考慮して、管理会社は発行体が環境目標又は社

会目標に重大な損害を及ぼしているかどうかを判断するために、定量的な閾値を設定し、定性値を定

義している。これらの値は、データの利用可能性、政策目標又は市場動向などの様々な外部要因及び

内部要因に基づいて定義されており、時間の経過とともに調整される可能性がある。
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持続可能な投資は、OECDの多国籍企業ガイドライン及び国連のビジネスと人権に関する指導原

則に沿ったものであったか。詳細：

 

持続可能な投資の評価の一部として、管理会社はまた、規範評価に基づき、企業が国際基準をどの程

度満たしているかを評価した。これには、多国籍企業に係るOECDのガイドライン、ビジネスと人権に

関する国連の指導原則、国連グローバル・コンパクトの原則、国際労働機関の基準などの国際基準へ

の準拠の検証が必要とされた。規範評価が最も低い企業（すなわち、「F」スコア）は持続可能であ

るとされず、投資から除外された。

 

EUタクソノミーは、タクソノミーに準拠した投資が EUタクソノミーの目標に重大な損害を与

えてはならないという「重大な損害を及ぼさない」原則を定めており、特定の連合規準が伴

う。

 

「重大な損害を与えない」原則は、環境的に持続可能な経済活動に関する連合規準を考慮した

金融商品の基礎となる投資にのみ適用される。この金融商品の残りの部分の基礎となる投資に

は、環境的に持続可能な経済活動に関する連合規準が考慮されていない。

 

他の持続可能な投資も、環境目標又は社会的目標に重大な損額を与えるものであってはならな

い。

 

 

 

 
主な悪影響とは、環

境、社会及び従業員の

問題、人権の尊重、汚

職防止、贈収賄防止に

関連する持続可能性要

因に対する投資決定の

最も重大な悪影響であ

る。

 
 
この金融商品は持続可能性要因に対する主な悪影響をどのように考慮しているか。

 

ファンドに関して、管理会社は開示規則を補足する2022/1288欧州委員会委任規則（EU）の附属書Ⅰか

ら、持続可能性要因に対する以下の主な悪影響を考慮した。

 

• 化石燃料分野で活動する企業へのエクスポージャー（第４号）

• UNGC 原則及び経済協力開発機構（OECD）の多国籍企業ガイドラインの違反（第10号）

• 問題となっている兵器（対人地雷、クラスター弾、化学兵器及び生物兵器）へのエクスポージャー

（第14号）

 

 

 
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテ

リジェンス

指標 内容 パフォーマンス

主な悪影響   

PAII - 04. 化石燃料セクターで活動する企業へ

のエクスポージャー
化石燃料セクターで活動する企業への投資の割合 資産の０％

PAII - 10. UNGC 原則及び多国籍企業に関する

OECD ガイドラインの違反

UNGC原則又は多国籍企業に関するOECDガイドラインの

違反に関与した投資先企業への投資の割合
資産の０％

PAII - 14. 問題となっている兵器へのエクス

ポージャー

問題となっている兵器（対人地雷、クラスター弾、化

学兵器、生物兵器）の製造又は販売に関与する投資先

企業への投資の割合

資産の０％

 
主な悪影響指標 (PAII) は、主に外部のESGデータ提供者のデータに基づくデーヴェーエスのバックオフィス及びフロントオフィスのシステ

ム内のデータに基づいて計算されている。個々の証券又はその発行体について、データが利用可能でないか、又はPAIIが特定の発行体又は証

券に適用可能でないため、個別のPAIIに関するデータがない場合、これらの証券又は発行体はPAIIの計算には含まれない。ターゲット・ファ

ンドへの投資については、適切なデータが利用可能な場合、ターゲット・ファンドの保有資産の調査を実施する。個々のPAI指標の計算方法

は、市場基準の進展、特定の種類の金融商品（デリバティブなど）の証券の取扱いの変更、又は規制の明確化の結果、その後の報告期間にお

いて変更される場合がある。

 

さらに、データの入手可能性の改善がその後の報告期間の報告PAIIに影響を与える場合がある。

 

PAIIの計算には、デーヴェーエスのフロントオフィスのシステムの値が使用されている。そのため、ファンド会計システムから導出される、

年次報告書に記載されるその他の値から僅少な差異が生じる場合がある。

 

この金融商品の上位を占める投資はどのようなものであるか。
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デーヴェーエス・アーティフィシャ

ル・インテリジェンス

主要投資

NACEコードに基づく

セクター別内訳

ポートフォリオ平均資産に

対する割合（％） 国別内訳

DWS Invest Artificial

Intelligence MFC
K - 金融・保険 99.27％ ルクセンブルグ

2024年１月１日から2024年12月30日までの期間

 

 

このリストには、

2024年１月１日か

ら2024年12月31日

までの参照期間中

の金融商品への投

資の最大部分を構

成する投資が含ま

れている。

 

 

 サステナビリティ関連投資の割合はどのくらいであったか。

  

報告日現在のサステナビリティ関連投資の割合はポートフォリオ資産の97.11％であった。

 

前年度のサステナビリティ関連投資の割合は以下の通りであった。

2023年12月29日：98.51％であった。

 

 

資産配分は、特

定の資産への投

資の割合を表

す。

 資産配分はどのようなものであったか。

  

このファンドは、資産の97.11％を管理会社が定めるESG基準（#1 E/S特性と一致した）を満たす資産に

投資している。ファンドの資産の15.66％は持続可能な投資に投資された（#1A 持続可能）。

 

ファンド資産の2.89％は、ESG評価手法が適用されていないか、ESGデータの網羅性が不完全な資産に投資された

（#2「その他」）。この割当内では、ESG評価カテゴリー及び除外に関してデータが完全に網羅されていない投資

へのファンド資産の最大57％の投資が許容された。

この許容は規範評価には適用されなかったため、企業は適切なガバナンス慣行の適用が要求された。
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どの経済セクターに投資が行われたか。

 

デーヴェーエス・アーティフィシャル・

インテリジェンス

NACEコード NACEコードに基づくセクター別内訳

ポートフォリオ平均資産に対する割合

（％）

K 金融・保険 99.96％

NA その他 0.04％

化石燃料セクターで活動する企業へのエクスポージャー 0.0％

2024年12月30日現在

 
環境目標を伴う持続可能な投資はどの程度までEUタクソノミーに一致していたか。

 

2020/852規則（EU）（タクソノミー規則）に従って促進される環境的に持続可能な投資の割合は、ファンド資産の０％であった。ただし、一

部の持続可能な投資はタクソノミー規則の環境目標と一致していた可能性がある。
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金融商品は、EUタクソノミー¹ に準拠した化石ガス・原子力エネルギー関連の活動に投資したか。

  

EUタクソノミーに準拠するため、化石ガ

スの規準には、排出量の制限及び2035年

末までに完全に再生可能な電力又は低炭

素燃料への切り替えが含まれる。原子力

エネルギーの規準には、包括的な安全性

及び廃棄物管理に関する規則が含まれ

る。

 

実現活動は、他の活動が環境目標に大き

く貢献することを直接的に可能とする。

 

移行活動は、低炭素の代替手段がまだ利

用可能ではなく、最高のパフォーマンス

に相当する温室効果ガス排出レベルを持

つ経済活動である。

 

はい  

化石ガス 原子力エネルギー

X　 いいえ  

 

管理会社は、化石ガス・原子力エネルギーの分野でタクソノミーに沿った投資を追求しな

かった。ただし、投資戦略の一環として、これらの分野でも活動していた企業への投資が行

われた可能性がある。

 

 

¹ 化石ガス・原子力関連活動は、気候変動の制限 （「気候変動の緩和」）に貢献し、EUタ

クソノミーの目標に重大な損害を及ぼさない場合にのみ EU タクソノミーに準拠する。左欄

の説明を参照。 EUタクソノミーに準拠した化石ガス・原子力エネルギーの経済活動の完全

な規準は、2022/1214欧州委員会委任規則 （EU）に規定されている。
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タクソノミーに準拠した

活動は、次の割合として

表される。

- 売上高は、投資先企業

のグリーン活動からの収

益の割合を反映する。

- 資本的支出（CapEx）

は、投資先企業によるグ

リーン経済への移行に向

けたグリーン投資を示

す。

- 営業支出（OpEx）は、

投資先企業のグリーン営

業活動を反映する。

以下のグラフは、EUタクソノミーに準拠した投資の割合を緑色で示している。ソブリン債*の

タクソノミーへの準拠性を決定する適切な方法がないため、最初のグラフはソブリン債を含む

金融商品のすべての投資に関するタクソノミーへの準拠性を示し、２番目のグラフはソブリン

債以外の金融商品の投資のみに関するタクソノミーへの準拠性を示している。

 

1. 投資のタクソノミーへの準拠

ソブリン債*を含む

2. 投資のタクソノミーへの準拠

ソブリン債*を除く

 

 

*これらのグラフでは、「ソブリン債」はすべてのソブリン・エクスポージャーで構成されている。

 

 
 

移行活動及び実現活動に行われた投資の割合はどの程度であるか。

 

移行活動又は実現活動に対する最低割合の投資はなかった。

 

EUタクソノミーに準拠した投資の割合は、過去の参照期間と比較してどの程度であったか。

 

2020/852規則（EU）（タクソノミー規則）に従って促進される環境的に持続可能な投資の割合は、当期及び過去の参照期間において、ファン

ド資産の０％であった。ただし、一部の持続可能な投資はタクソノミー規則の環境目標と一致していた可能性がある。

 

EUタクソノミーに準拠しない環境目標を伴う持続可能な投資の割合はどの程度であったか。

  

2020/852規則（EU）に基づく環境

的に持続可能な経済活動の規準を

考慮しない環境目標を伴う持続可

能な投資である。

 

EUタクソノミーに準拠しない環境目標を伴う持続可能な投資についての個別の最低割合はなかっ

た。持続可能な投資が環境投資であるか社会投資であるかを区別して評価することはできなかっ

た。持続可能な投資の合計の割合は、ファンド資産の15.66％であった。

 

過去の報告期間

報告期間 持続可能な投資

（合計）

環境目標を伴う投

資

社会的に持続可能

な投資

2023年12月29日 12.58％ ― ―

 

 

 

社会的に持続可能な投資の割合はどの程度であるか。

 

管理会社は、開示規則第２条(17)に従って、環境的又は社会的に持続可能な投資の最低割合を定めていなかった。持続可能な投資の評価を分

離することは不可能であるため、環境的及び社会的に持続可能な投資の合計の割合はファンド資産の15.66％となった。
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過去の報告期間

報告期間 持続可能な投資（合

計）

環境目標を伴う投資 社会的に持続可能な投

資

2023年12月29日 12.58％ ― ―

 

「その他」にはどのような投資が含まれているか、その目的は何か、また、最低限の環境的又は社会的セーフガードはあったか。

 

ファンド資産のうち、デーヴェーエスのESG評価手法が適用されなかった、又はESGデータの網羅性が不完全であった2.89％の資産が#2「その

他」に該当した。

 

この割当内では、ESG評価カテゴリー及び除外に関して完全なデータが網羅されていない投資に対して、ファンド資産の最大57％の投資が許容

された。

 

この許容は規範評価には適用されないため、企業は適切なガバナンス慣行の適用が要求される。

 

これらの他の投資には、銀行残高及びデリバティブなど、投資方針で規定されているすべての資産が含まれる可能性がある。

 

「その他の投資」は、投資パフォーマンスの最適化、分散、流動性及びヘッジを目的として使用される可能性がある。

 

このファンドのその他の投資に関しては、最低限の環境的又は社会的セーフガードが考慮されていないか、部分的にのみ考慮されている。

 

参照期間中に環境的・社会的特性を満たすためにどのような措置が取られたか。

 

このファンドは株式戦略を採用した。

 

ファンド資産は、主に、以下のセクションで説明するように、促進される環境的・社会的特性について定義された基準を満たす資産に投資

された。促進される環境的・社会的特性に関連したファンドの戦略は、独自のESG評価手法の不可欠な一部であり、ファンドの投資ガイドラ

インを通じて継続的に監視された。

 

ESG評価手法

 

管理会社は、経済的成功の見通しに関わらず、独自のESG評価手法を通じて潜在的な投資を評価し、これに基づく除外規準を適用することに

より、促進された環境的・社会的特性の達成を目指した。

 

ESG評価手法は、複数のESGデータ提供者、公的情報源及び内部評価からのデータを使用するESGデータベースに基づいている。内部評価で

は、発行体において将来予想される ESGの発展、過去又は将来の事象に関するデータの妥当性、発行体のESG問題に関する対話への意欲、企

業のESG固有の決定などの要素が考慮された。

 

ESGデータベースは、さまざまなカテゴリー内で「A」から「F」までのスコアを導き出した。発行体は、それぞれ、「A」が最高スコア、

「F」が最低スコアとなる、AからFまでの６つの可能なスコアのうち１つを付与された。ESGデータベースはまた、他のカテゴリーに基づい

て除外規準（完全な除外又は売上高の閾値に基づく除外）を提供した。

 

資産のそれぞれのスコアは個別に考慮された。ある評価カテゴリーの発行体がその評価カテゴリーで不適当とされるスコアを付与されてい

る場合、他の評価カテゴリーで適切と考えられるスコアを付与されていても、その発行体の資産を取得することはできない。

 

ESGデータベースは、例えば、次のカテゴリーを使用して、発行体や投資が促進される環境的・社会的特性に関するESG基準に準拠している

かどうか、また、投資先の企業が適切なガバナンス慣行を適用しているかどうかを評価した。

 

• 気候変動及び移行リスクの評価

 

気候変動及び移行リスクの評価では、温室効果ガスの削減や水の保全などの気候変動及び環境変化に関連した発行体の行動を評価した。

 

気候変動及びその他のマイナスの環境変化への寄与が少ない、又はそのようなリスクにさらされていない発行体は、より良いスコアを獲得

した。

 

気候変動及び移行リスク評価のカテゴリーにおいてFのスコアを付与された発行体は除外された。

 

• 規範評価

 

規範評価では、例えば、国連グローバル・コンパクトの原則、国際労働機関の基準、一般に受け入れられている国際基準や原則の枠組にお

ける企業の行動を評価した。規範評価では、例えば、人権侵害、労働者の権利の侵害、児童労働又は強制労働、環境への悪影響及びビジネ

ス倫理が調査される。この評価では、前述の国際基準への違反が考慮される。これらの違反は、ESGデータ提供者からのデータ、これらの違
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反の予想される将来の展開、関連するビジネス上の決定に関する対話を開始する企業の意欲などの、その他の入手可能な情報を使用して評

価された。

 

規範評価のカテゴリーでFのスコアを付与された企業は除外された。

 

• フリーダム・ハウスのステータス

 

フリーダム・ハウスは、政治的自由と市民的自由の度合いによって各国を分類する国際非政府組織である。フリーダム・ハウスのステータ

スに基づいて、フリーダム・ハウスによって「不自由」と評価された国は除外された。

 

• 問題となっているセクターの除外評価

 

特定の事業分野や問題となっている分野（「問題となっているセクター」）の事業活動に関与している企業は除外された。

 

企業は、問題となっているセクターから生み出した総収益の割合に基づいて、投資対象から除外された。ファンドは、以下の収益を上げて

いる企業を明示的に除外した。

 

-　10％超が軍需産業で提供される製品・サービスの生産による

-　５％超が民間用拳銃又は弾薬の製造・販売による

-　５％超がタバコ製品の生産による

-　25％超が石炭採掘及び石炭発電による

-　５％超がオイルサンドの採掘による

 

追加の石炭採掘、生産、使用などの石炭拡張計画を持つ企業は、内部識別手法に基づいて除外された。

 

前述の石炭関連の除外は、発電のために発電所で使用される一般炭にのみ適用される。エネルギーセクターの課題を解決するために政府に

よって講じられた措置など、例外的な状況が発生した場合、管理会社は個々の企業／地域に対する石炭関連除外の適用の一時停止を決定す

ることがある。

 

• 問題となっている兵器の除外評価

 

対人地雷、クラスター弾、化学兵器、生物兵器、核兵器、劣化ウラン兵器又はウラン弾の製造業者、又は主要部品の製造業者として特定さ

れた企業は除外された。さらに、グループ組織内の相対的なエクスポージャーも除外対象として考慮している。

 

• 資金使途特定債券の評価

 

上記の評価カテゴリーから逸脱して、資金使途特定債券の一定の要件が満たされる場合には、除外された発行体の債券への投資が許可され

た。はじめに、当該債券がICMAグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、又はサステナビリティボンドガイドラインに準拠しているか

どうかが確認された。さらに、債券の発行体に関して定義された最低限のESG規準がチェックされ、これらの規準を満たさなかった発行体及

びその債券は除外された。

 

発行体は以下の規準に基づいて除外された。

 

- フリーダム・ハウスによって「不自由」と評価された政府機関発行体

- 規範評価が最も低い企業（すなわち、スコア「F」）

- 問題となっている兵器製造に関与している企業

- 石炭拡張計画が識別されている企業
 
 
• 投資ファンド受益証券の評価

 

投資ファンド受益証券は、ESG品質評価、気候変動リスク評価、規範評価、及びフリーダム・ハウスのステータスに従ってターゲット・ファ

ンド内の投資を考慮するとともに、問題となっている兵器セクター（核兵器、劣化ウラン兵器又はウラン弾を除く）の除外評価に準拠して

評価された。投資ファンド受益証券の評価方法は、ターゲット・ファンドのポートフォリオ内の投資を考慮して、ターゲット・ファンドの

ポートフォリオ全体を調査することに基づいている。それぞれの評価カテゴリーに応じて、ターゲット・ファンドを除外する除外規準（許

容閾値など）が定義されている。したがって、ターゲット・ファンドは発行体向けに定義されたESG基準に準拠していない投資に投資する可

能性がある。

 

ESGの観点から評価されていない投資クラス

 

サブファンドの投資のすべてがデーヴェーエスのESG評価手法を使用して評価されたわけではない。これは、特に次の投資クラスに当てはま

る。

 

銀行残高は評価されなかった。
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デリバティブは、ファンドが推進する環境的・社会的特性を達成するために使用されていないため、これらの特性を満たす資産の最低割合の

計算において考慮されていない。ただし、原資産の発行体がデーヴェーエスのESG評価手法の要件を満たし、上記のESG評価カテゴリーに従っ

て除外されなかった場合に限り、個々の発行体のデリバティブをファンドが取得する可能性がある。

 

SFDR第２条(17)に基づく持続可能な投資の評価

 

さらに、管理会社は持続可能な投資の割合を決定するために、１つ以上の国連SDGsへの貢献を測定した。これは、持続可能な投資評価を通じ

て実施された。当該評価において、潜在的な投資は、投資を持続可能として分類できるかどうかに関するさまざまな規準に基づいて評価され

た。

 

使用されたESG投資戦略には、義務的な最低削減額が規定されていなかった。

 

適切なガバナンスは、規範評価によって評価された。評価対象の投資企業は、それに応じて適切なガバナンス慣行を導入した。

 

この金融商品は、持続可能な参照ベンチマークと比較してどのようなパフォーマンスを示したか。

 

参照ベンチマークは、金融商品が促

進する環境的又は社会的特性を達成

しているかどうかを測定する指標で

ある。

ベンチマークとしての指標は定められていなかった。

 

 

 

　　次へ
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

  （2026年５月末日現在）

Ⅰ．資産総額 617,444千ユーロ 114,635百万円

Ⅱ．負債総額 610千ユーロ 114百万円

Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 616,834千ユーロ 114,521百万円

Ⅳ．発行済口数 1,114,524口

Ⅴ．１口当たり純資産価額 571.84ユーロ 106,168円

（※）Ⅳ．発行済口数とⅤ．１口当たり純資産価額は、NDクラスのデータである。
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第４【外国投資信託受益証券事務の概要】
 

　ファンドは契約型投資信託であり、受益権は無記名のみで発行されるので、名義書換えおよび受益者総会に関する手続き

はない。受益者に対する特別な恩典はなく、ファンド受益権の譲渡に関する制限もない。
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第二部【特別情報】
 

第１【管理会社の概況】
 

１【管理会社の概況】

(1）資本金の額

　2026年５月末日現在のＤＷＳの資本金は1.15億ユーロ（約21,351百万円）であり、これは全額払込み済みである。

（授権株式数及び発行済株式総数は該当なし。）

　ＤＷＳの資本金は、過去５年間において変動はない。

 

EDINET提出書類

ＤＷＳ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ＧｍｂＨ(E14834)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

119/203



(2）会社の機構

　ＤＷＳの機構は下図のとおりである。
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２【事業の内容及び営業の概況】

　ＤＷＳは有価証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2026年５月末日現在、ファンドを含めて契約

型、オープン・エンド型の408本の投資信託を管理している。

   （2026年5月末日現在）

 種類（基本的性格） ファンド数 純資産額の合計額（百万ＥＵＲ)

１ キャッシュマネジメント 2 1,307.6

２ 株式運用型 47 87,648.8

３ 年金投資ファンド 61 19,239.1

４ マルチアセット運用 243 18,469.2

５ 系統的定量的投資 13 4,479.3

６ パッシブ運用型 39 9,436.1

７ オルタナティブ運用型 3 175.8

 合計 408 140,755.7
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３【管理会社の経理状況】

 

ａ. 本書記載のデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下「管理会社」という。）の邦文の財務書類

（以下「邦文の財務書類」という。）は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則

に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併

記したものである。管理会社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第328条第５項ただし書の規定が適用されて

いる。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円

換算額が併記されている。日本円への換算には、2026年５月29日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場

の仲値、１ユーロ＝185.66円の為替レートが使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

 

ｂ. 原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されている

外国監査法人等をいう。）であるフォーヴィス・マザー・ゲーエムベーハー & Co. KG、ヴィルトシャフツプリューフン

グスゲゼルシャフト、シュトイアベラートゥングゲゼルシャフト（ドイツ連邦共和国における独立監査人）から、「金

融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証

明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。

 

　　次へ
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2025年12月31日終了年度の財務書類

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン

 

貸借対照表　　2025年12月31日現在

資産        

     
2025年  前期

     ユーロ  ユーロ

１．金融機関に対する債権       

a）要求払     3,740,475.03  3,651,748.28

２．顧客に対する債権    165,848,992.13  185,430,272.84

３．債券及びその他の固定利付有価証券      

a）債券     63,797,805.30  83,704,754.30

aa）公的発行体
このうち：ドイツ連邦銀行において
担保として適格であるもの
63,797,805.30ユーロ(前期83,705千
ユーロ)

     

４．株式及びその他の変動利付有価証券   50,000.00  50,000.00

５．関係会社出資金   
 

 3,067,751.29  3,067,751.29

６．無形資産        

a）購入した利権、産業所有権及び類似の
権利／資産、並びにこれらの権利／資産
に係るライセンス

  26,186,441.92  27,661,734.40

７．有形固定資産     38,120.00  148,565.00

８．その他の資産     1,359,772,283.10  1,355,020,057.23

９．前払費用     26,443,670.56  3,495,411.91

資産合計     1,648,945,539.33  1,662,230,295.25

     (306,143百万円)  (308,610百万円)
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       負債及び資本

   
  2025年 前期

     ユーロ  ユーロ

１．金融機関に対する債務        

a）要求払     1,693,991.37  124,400.32

        

２．その他の債務     859,512,259.69  806,141,088.68

        

３．引当金        

a）年金及び類似債務に対する引当金    47,450,627.96  45,284,684.95

        

b）その他の引当金     346,737,005.31  417,128,466.30

     394,187,633.27  462,413,151.25

        

４．資本        

a）資本金     115,000,000.00  115,000,000.00

b）資本剰余金     129,724,784.04  129,724,784.04

c）利益剰余金        

ca）その他の利益剰余金     148,826,870.96  148,826,870.96

d）繰越利益剰余金     0.00  0.00

     393,551,655.00  393,551,655.00

        

負債及び資本合計     1,648,945,539.33  1,662,230,295.25

     (306,143百万円) (308,610百万円)

        

     ユーロ  ユーロ

受益者のために管理されている特別資産       

純資産価額     146,543,411,400.43  138,480,834,561.33

     (27,207,250百万円) (25,710,352百万円)

特別資産（本数）     218  220

        

保証契約からの偶発債務        

年金契約に係る拠出保証     15,337,664,022.00  15,114,959,627.00
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン

 

損益計算書

自2025年１月１日　至2025年12月31日

費用       

  
  2025年 前期

    ユーロ  ユーロ

１．利息費用    834,369.84  6,654,562.32

２．手数料費用    747,252,732.64  699,938,548.58

３．一般管理費       

a）人件費       

aa）賃金及び給料    95,185,668.29  87,621,310.08

ab）強制社会保険拠出金並びに年金及びその
他の従業員給付費用

   13,802,664.55  8,435,670.40

このうち：年金制度4,569,351.11ユーロ
(前期０千ユーロ)

   108,988,332.84  96,056,980.48

       

b）その他の管理費    365,243,905.31  362,481,805.73

    474,232,238.15  458,538,786.21

４．無形資産及び有形固定資産の減価償却及び
評価減

   1,588,507.25  2,457,058.40

５．その他の営業費用    13,190,984.82  60,015,406.09

６．債権及び一部の有価証券の評価減及び
評価引当金、並びに貸倒引当金の繰入れ

   19,060,888.56  0.00

７．その他の税金（上記５に含まれていないもの）    -3,277.90  13,265.44

８．利益移転契約に基づき移転された利益    810,103,578.87  732,120,389.92

    (150,404百万円) (135,925百万円)

費用合計    2,066,260,022.23  1,959,738,016.96

    (383,622百万円) (363,845百万円)
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   収益

 
2025年

 
前期

 ユーロ  ユーロ

１．利息収益    

a）貸出及び金融市場業務    

aa）経常利息収益(プラス) 25,036,077.66  38,817,322.71

  

b）固定利付有価証券及び債務登録債権 1,560,864.56  1,558,546.58

 26,596,942.22  40,375,869.29

２．以下による経常収益  

a）関係会社出資金 12,121,434.03  4,577,805.72

    

３．手数料収益 1,952,031,030.44  1,885,211,043.35

    
４．債権及び一部の有価証券の評価減の戻入れ、
並びに貸倒引当金の戻入れによる収益

0.00  1,076,756.42

   

５．その他の営業収益 75,510,615.54  28,496,542.18

  

収益合計 2,066,260,022.23  1,959,738,016.96

 (383,622百万円) (363,845百万円)

EDINET提出書類

ＤＷＳ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ＧｍｂＨ(E14834)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

126/203



 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン

 

年次財務諸表注記

2025年度

 

ドイツ会社法の関連情報

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、フランクフルト・アム・マインに本社を置き、フランクフル

ト・アム・マイン地方裁判所の商業登記簿の部門Ｂに、登記番号第9135号として登記されている。

 

作成根拠と方法

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの年次財務諸表は、ドイツ商法（ＨＧＢ）及び金融機関及び金融

サービス機関の会計に関する規則（RechKredV）に従って作成されたものである。

 

会計処理及び評価の方法

　会計上の通貨はユーロである。

 

相殺の禁止

　ＨＧＢ第246条第２項第１文により、原則として、資産項目と負債項目の相殺、及び費用と収益の相殺はいずれも行われてい

ない。ただし、ＨＧＢ第246条第２項第２文に従って、年金債務及び類似長期債務の決済を目的とする資産のみは、各債務と相

殺されている。

 

債権及びその他の資産

　債権及びその他の資産は額面金額で計上されている。

 

債券及びその他の固定利付有価証券

　債券及びその他の固定利付有価証券は、厳格な低価法を用いて、取得原価で計上されている。

 

株式及びその他の変動利付有価証券

　株式及びその他の変動利付有価証券の保有分は全て、流動資産に適用される厳格な低価法を用いて、取得原価または公正価

値（取得原価より低い場合）で計上されている。

 

関係会社出資金

　関係会社出資金は、固定資産として認識され、緩和された低価法に基づいて計上されている。

 

無形資産及び有形固定資産

　無形資産及び有形固定資産は、取得原価または製造原価から予想耐用年数に応じた定額法による通常の減価償却及び償却の

累計額を控除した額で計上されている。永続的な価値の下落が予想される場合には、臨時償却が行われる。2008年度より、法

令の規定に適合する、固定資産に属する個別使用が可能な資産はプール資産（Sammelposten）として計上されている。

 

債務

　債務は返済金額で評価されている。

 

引当金

　年金及び類似債務に対する引当金は、保険数理原則に基づいて、予測単位積増方式を使用して計算されている。

　使用した利率（過去10年度の平均市場金利）は2.06％、昇給率は2.02％であり、現在の年金の調整は2.02％で行われると仮

定している。使用した死亡率表はドクトル・クラウス・ホイベックの2018年版の保険数理表を出典としている。

 

　その他の長期引当金は、通常、ＨＧＢ第253条２項第１文に従って、要返済額で設定されている。

　当社が締結した金利スワップに関する偶発損失に対する引当金は、マイナスの市場価値で認識される。
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　収益及び費用については、発生主義で会計処理している。
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貸借対照表注記

 

金融機関に対する債権

　金融機関に対する債権は、要求払いのものである。

　2023年７月１日付けで、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAとの間にキャッシュ・プーリング契約が

締結された。これにより、銀行残高は、前期同様低い水準にある。

 

顧客に対する債権

　顧客に対する債権は、要求払いのものであり、主として、金融ポートフォリオの管理の枠組みでのサービスの提供に関連し

て発生する。

 

債券及びその他の固定利付有価証券

　当該貸借対照表科目には、2020年に購入したドイツ連邦州の固定利付債券が含まれている。当該債券の金利は2.15％、償還

日は2119年３月21日である。額面金額は111,950千ユーロであり、取得原価は83,582千ユーロのプレミアムを含めて195,532千

ユーロである。プレミアムは残存期間にわたって定額法で償却されており、当期に係る費用は846千ユーロであった。当該債券

については、厳格な低価法に従い貸借対照表日現在19,061千ユーロの評価減が行われ、市場価額61,918千ユーロとなった。

貸借対照表日現在の未収利息は1,879千ユーロであった。

　当該有価証券は上場しており、ドイツ連邦銀行において担保として適格である。当社では当該債券を流動性準備に割り当て

ている。

 

株式及びその他の変動利付有価証券

　当期において、投資株式会社（Investmentaktiengesellschaft）に対する持分50千ユーロ（前期：50千ユーロ）が報告され

ている。

 

当社では当該持分を流動性準備に割り当てている。

　

固定資産

　固定資産の増減については、年次財務諸表注記の附属明細書を参照。

 

関係会社出資金

　当社は、ルクセンブルグに本拠を置くデーヴェーエス・インベストメント・エス・エーに対する50％持分を継続して保有し

ている。デーヴェーエス・インベストメント・エス・エーは投資管理会社であり、貸借対照表日現在の資本は514,150千ユーロ

（前期：417,045千ユーロ）、2025年度の純利益は114,339千ユーロ（前期：29,934千ユーロ）であった。その帳簿価額に変動

はなく、3,068千ユーロ（前期：3,068千ユーロ）であった。同社は上場していない。

 

無形資産

　無形資産には、2024年におけるProf. ウェーバー・ゲーエムベーハーの合併に伴い移転した財産権が含まれている。これら

の権利に関連する計画償却額は、当期において1,475千ユーロであった。

 

その他の資産

　その他の資産には主に、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAとの間のキャッシュ・プーリング契約

に基づく資金（1,158,694千ユーロ、前期：1,149,789千ユーロ）が含まれている。この科目にはまた、2025年12月分の管理報

酬（114,728千ユーロ、前期：110,068千ユーロ）も含まれている。

 

前払費用

　前払費用には、販売手数料の前払額のうち、契約期間上翌期以降に係る金額が含まれている。
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金融機関に対する債務

　金融機関に対する債務は1,694千ユーロ（前期：124千ユーロ）であり、主に、金融ポートフォリオの管理に関連して受けた

サービスに関する請求に関連している。

 

その他の債務

　その他の債務には、主に、2025年度の利益移転による債務810,104千ユーロ（前期：732,120千ユーロ）が含まれている。

 

年金及び類似債務に対する引当金

　2010年度にドイツ会計基準近代化法（ＢｉｌＭｏＧ）の規定する会計方針及び会計規則に関する新たなドイツ商法を初度適

用するに当たり、当社はドイツ商法導入法（ＥＧＨＧＢ）第67条第１項第１文及び第２文に基づく選択権を行使しなかった。

　年金資産と相殺前の年金及び類似債務に対する引当金は227,405千ユーロ（前期：227,824千ユーロ）であった。ＨＧＢ第253

条６項１文に準拠した差額は、貸借対照表日現在-4,052千ユーロ（前期：-1,625千ユーロ）である。

 

　貸借対照表日現在の公正価値で評価した年金資産は179,954千ユーロ（前期：182,539千ユーロ）である。年金資産の取得原

価が179,080千ユーロであることから、公正価値での評価により874千ユーロの評価増となった。

 

ＢｉｌＭｏＧの規定に基づいて年金資産（179,954千ユーロ）と年金引当金（227,405千ユーロ）を相殺した結果、47,451千

ユーロ（前期：45,285千ユーロ）の債務純額となっている。

 

その他の引当金

　その他の引当金は主に、年金契約及び価額保証商品に係る最低支払コミットメント75,797千ユーロ（前期：150,526千ユー

ロ）、グループ内企業が提供したサービス88,545千ユーロ（前期：83,750千ユーロ）、販売手数料69,469千ユーロ（前期：

62,291千ユーロ）、並びに従業員特別報酬43,720千ユーロ（前期：41,864千ユーロ）に対して設定されている。

 

　年金商品からの最低支払コミットメントに関連して、当社は金利低下のリスクをヘッジする目的で、額面金額120,000千ユー

ロ、期間30年の金利スワップを締結した。金利スワップは、2025年12月22日現在において額面金額35,000千ユーロが減額され

た。その結果、市場価額6,250千ユーロの支払いを行った。

 

減額された当該金利スワップの貸借対照表日現在の外部の市場価値評価に基づいて、15,982千ユーロ（前期：11,167千ユー

ロ）の引当金が設定された。

 

さらに、当該貸借対照表科目には、早期退職債務に対する引当金3,685千ユーロ（前期：5,056千ユーロ）及び勤続報奨債務

に対する引当金2,694千ユーロ（前期：2,847千ユーロ）が含まれている。

 

資本

　貸借対照表日現在、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの資本は393,552千ユーロであった。

その内訳は以下の通りである。

 

  2025年  2024年  変動

  千ユーロ  千ユーロ  千ユーロ

資本金  115,000  115,000  0

資本剰余金  129,725  129,725  0

利益剰余金       

その他の利益剰余金  140,173  140,173  0

法的に配当が制限されるその他の利益剰余金  8,654  8,654  0

  148,827  148,827  0

貸借対照表上の資本計上額／自己資本（控除項目の
控除前）

 
393,552  393,552  0

 

外貨建項目

　貸借対照表日現在、592千ユーロ（前期：582千ユーロ）相当の外貨建資産を保有していた。外貨建負債の額は16千ユーロ

（前期：535千ユーロ）であった。
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関係会社に関する情報

　貸借対照表日現在の関係会社に対する債権及び債務は次の通りである。

 

   2025年  2024年

   千ユーロ  千ユーロ

金融機関に対する債権   384  0

顧客に対する債権   164,327  182,141

その他の資産   1,213,853  1,214,455

      

金融機関に対する債務   1,694  124

その他の債務   840,710  784,180

 

出資者に対する債権及び債務

　貸借対照表日現在、本項目には出資者に対する債務824,626千ユーロ（前期：744,400千ユーロ）及び債権1,100千ユーロ（前

期：526千ユーロ）が含まれている。

 

先物取引

　貸借対照表日現在、上記の金利スワップ以外に、資産及び負債のヘッジを目的とした未決済の先物取引はなかった。
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損益計算書注記

 

貸出及び金融市場業務に係る収益

　2023年７月１日付けでデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAとの間に締結したキャッシュ・プーリング

契約に伴い、銀行残高は、前期同様低い水準にとどまっている。そのため、報告された利息収益は主に、キャッシュ・プーリ

ング契約によるデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KgaAからの利息収益24,688千ユーロ（前期：34,725千

ユーロ）から成る。

親会社への貸付金が2024年４月17日付けで返済されたことに伴い、2025年はグループ企業との貸付金契約からの利息収益は

発生しなかった（前期：3,504千ユーロ）。

 

貸出及び金融市場業務に係る当座預金残高からの利息収益は、348千ユーロ（前期：588千ユーロ）であった。

 

固定利付有価証券に係る利息収益

固定利付有価証券に係る利息収益の全額が、2021年に取得した固定利付有価証券に係る利息に関連している。

 

関係会社出資金に係る当期収益

　報告された12,121千ユーロ（前期：4,578千ユーロ）の収益には、2024年度に関するデーヴェーエス・インベストメント・エ

ス・エー、ルクセンブルグの利益分配額が含まれている。

 

手数料収益

　手数料収益には、主に、自社のファンドの管理に係る収益1,280,334千ユーロ（前期：1,247,801千ユーロ）、及び国内外の

投資管理会社向けの金融ポートフォリオ運用に係る収益520,853千ユーロ（前期：498,945千ユーロ）が含まれている。手数料

収益にはさらに、その他の販売活動からの収益55,700千ユーロ（前期：53,637千ユーロ）、並びにファンド受益証券の販売及

び保管に係る収益9,399千ユーロ（前期：10,730千ユーロ）が含まれている。

 

その他の営業収益

　その他の営業収益は、主に年金商品に係る資本維持コミットメントに対する引当金の戻入れによる収益72,916千ユーロ、年

金制度及び類似債務に対する引当金の戻入れによる収益2,138千ユーロ、並びにサービスの再請求による収益から構成されてい

る。

 

手数料費用

　手数料費用は、主に、ファンド受益証券の販売に係る費用600,085千ユーロ（前期：558,992千ユーロ）及びファンド管理

サービスの獲得に係る費用146,468千ユーロ（前期：139,591千ユーロ）である。

 

人件費

　人件費は主に、当期の給料の支払いに係る費用52,593千ユーロ（前期：50,091千ユーロ）、及び賞与、退職金、早期退職金

といった特別給付に係る費用42,593千ユーロ（前期：37,530千ユーロ）に係る費用、並びに社会保障費7,182千ユーロ（前期：

6,640千ユーロ）、退職後給付4,569千ユーロ（前期：０千ユーロ）、及びその他の従業員給付費用2,051千ユーロ（前期：

1,795千ユーロ）から構成されている。

 

その他の管理費

　その他の管理費には、主に、グループ内サービス費248,243千ユーロ（前期：252,871千ユーロ）、ＩＴサービス費36,499千

ユーロ（前期：33,106千ユーロ）、広告費19,852千ユーロ（前期：17,162千ユーロ）、及び外部サービス調達費16,617千ユー

ロ（前期：15,977千ユーロ）が含まれている。

 

その他の営業費用

　その他の営業費用は、主に金利スワップの予定外の減額による損失及び金利スワップの評価に対する引当金の増加による費

用合計11,347千ユーロから構成されている。

 

この科目にはまた、従業員関連債務に係る利息費用122千ユーロ（前期：2,188千ユーロ）も含まれている。

 

   2025年  2024年

   千ユーロ  千ユーロ
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以下の従業員関連債務に係る利息費用      

年金債務   102  2,222

部分的退職債務   0  -4

早期退職債務   40  7

勤続報奨債務   -20  -37

利息費用合計   122  2,188

      

利息費用は、年金資産に含まれる資産に係る以下の収益と
相殺されている：

    

      

年金資産の公正価値評価から生じる損益   -180  -6,291

制度資産の売却による損益   0  0

年金資産に係る収益合計   -180  -6,291

      

利息費用と年金資産に係る収益の相殺後の費用
／収益(-)

  -58  -4,103

 

無形資産の償却及び評価減

　Prof. ウェーバー・ゲーエムベーハーの合併に伴い移転した財産権に関連する無形資産の償却及び評価減は、1,475千ユーロ

であった。

 

債権及び一部の有価証券の評価減及び評価引当金

　当該評価減は、金利リスクのヘッジに関連して保有している長期有価証券によるものである。

 

他の事業年度に係る収益及び費用

　当期において、引当金の戻入れに関連して、他の事業年度に係る収益2,138千ユーロが計上された。

 

税金費用

　1997年度に出資者との間に締結され、2010年度に全面的に改定され、2020年度に最終的に改正された利益移転契約により、

当期の税金の額はゼロであった。

　連結納税グループの最終親会社として、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAは、連結納税グループ会

社への税金費用の移転を行っていない。

 

利益移転契約に基づく利益移転

　当期の純利益は810,104千ユーロ（前期：732,120千ユーロ）であった。

現行の利益移転契約に基づき、合計810,104千ユーロ（前期：732,120千ユーロ）の利益がデーヴェーエス・ベタイリグング

ズ・ゲーエムベーハーに移転された。

 

その他の情報

 

保証契約からの偶発債務

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、国の助成を受けた年金商品の一部としてリースター年金のファ

ンド貯蓄プランを管理しており、当該商品の満期時に拠出金の額面金額の全額を顧客に返済することを保証している。証券口

座は、ダイナミック・ポートフォリオ・ヘッジ（コンスタント・プロポーション・ポートフォリオ・インシュアランス

(CPPI)）の戦略及び技法を使用して管理されている。これらの戦略及び技法では、ルールに基づく配分メカニズムを使用し

て、市場の水準に応じて、優良資産と高リスク資産への資産の配分を行っている。これらの２つの要素間で配分を行うメカニ

ズムにより、価格下落リスクが抑制される。顧客からの預り金は、様々な株式及び固定利付有価証券又は当該商品の説明書等

に記載されるその他の金融商品に投資される。

 

　保証人としての当社のリスクは、各保証日における預り金の価額が保証額を下回る場合に発生する。予想される不足額は、

期中において継続的に算定され、対応する引当金によりカバーされる。業務執行役員は、これらの商品によるリスク・ポジ

ションについて、定期的に報告を受けている。
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2025年12月31日現在、保証された年金拠出金は15,337,664千ユーロ（前期：15,114,960千ユーロ）である。予想される不足

額75,797千ユーロ（前期：150,526千ユーロ）の全額に対して対応する引当金が設定されている。

 

業務執行役員及び監査役の報酬

　業務執行役員に対する総報酬は3,734千ユーロ（前期：5,392千ユーロ）であり、その内、1,098千ユーロ（前期：1,400千

ユーロ）は株式報酬であった。監査役の総報酬は384千ユーロ（前期：538千ユーロ）であった。

前業務執行役員又は遺族には1,953千ユーロ（前期：1,179千ユーロ）が支払われた。前業務執行役員のために設定されてい

る年金引当金は、14,132千ユーロ（前期：12,814千ユーロ）となっている。

 

従業員数

　当社の年間平均従業員数は、非給与制従業員355人（前期：358人）及び給与制従業員67人（前期：60人）であった。

 

監査人報酬合計

　当期の財務諸表監査に関して、監査人に支払われた報酬は、合計294千ユーロ（前期：288千ユーロ）であった。

 

監査役会構成員

 

Dr. ステファン・フープス、会長（2025年３月24日まで）

デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会会長

（デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者）

 

マンフレッド・バウアー、会長（2025年３月24日から）

デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会構成員

（デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者）

 

クリストフ・フォン・ドリュアンデル、副会長

クリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトンLLPのシニア・カウンセル

 

ハンス-テオ・フランケン

　　ドイチェ・フェルメーゲンスベラートゥングＡＧ（ＤＶＡＧ）の監査役会会長

 

Dr. カレン・クーダー（2025年２月１日から）

デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会構成員

（デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者）

 

Dr.ステファン・マルキノウスキー（2025年３月24日まで）

ＢＡＳＦ　ＳＥの元取締役

 

ホルガー・ナウマン

デーヴェーエス・グループ、シニア・アドバイザー

 

エリザベート・ヴァイゼンホルン（2025年３月24日まで）

ポルティクス・インベストメント・ゲーエムベーハーの出資者兼業務執行役員

 

ゲルハルト・ヴィースホイ

Ｂ. メツラー・ジール・ゾーン & Co. ＡＧ（銀行）の執行委員会代表

 

業務執行役員会構成員

Dr. マティアス・リーマン

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員会会長

デーヴェーエス・インターナショナル・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員会会長

デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員
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デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグの監査役

 

ニコル・ベーレンス

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員

デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員

 

ヘニング・ポツタダ

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員（2026年２月１

日から）

デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員（2026年２月１

日から）

デーヴェーエス・アクティブSICAV、ルクセンブルグの取締役（2025年12月31日まで）

 

ヴィンチェンツォ・ヴェッダ

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員

デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会構成員（2025年８月１日から）

（デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者）

デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの業務執行役員

モルゲンファンド・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの監査役（2025年２月25日まで）

 

クリスティアン・ヴォルフ

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マイン、業務執行役員

デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マイン、業務執行役員

モルゲンファンド・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの監査役（2025年２月25日から）

 

企業グループへの所属

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの唯一の出資者（社員）はデーヴェーエス・ベタイリグングズ・

ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインで、同社は、ドイツ銀行ＡＧ、フランクフルト・アム・マインの間接子会

社である。

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーはドイツ銀行ＡＧの被連結企業であるため、ＨＧＢ第340i条、並び

にドイツ商法導入法（ＥＧＨＧＢ）第57条第１項第２号及び国際会計基準の適用に関する2002年７月19日付の欧州議会・理事

会規則（ＥＧ）第1606／2002号（欧州官報Ｌ243 第１文）の第４条に従って、免除の適用を受けて、ＩＦＲＳにより作成され

た、ドイツ銀行ＡＧの最大のグループに関するドイツ銀行ＡＧの連結財務諸表に含められている。ＩＦＲＳにより作成された

ドイツ銀行ＡＧの連結財務諸表は、企業登記簿（Unternehmensregister）に開示されている。

 

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA の直

接子会社であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインを通じて、デー

ヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA、フランクフルト・アム・マインにも属していることから、ＩＦＲＳに

より作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表にも含められている。

 

　ＩＦＲＳにより作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表は、企業登記簿

（Unternehmensregister）に開示されている。

 

利益移転

　2025年度の純利益は810,103,578.87ユーロ（前期：732,120千ユーロ）であった。

 

　現行の利益移転契約に基づき、合計810,103,578.87ユーロ（前期：732,120千ユーロ）の利益がデーヴェーエス・ベタイリグ

ングズ・ゲーエムベーハーに移転された。

 

貸借対照表日後の事象
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　米国によるイランへの軍事介入後の中東における昨今の地政学的緊張の高まりは、長期にわたる不確実性の期間をもたらす

可能性がある。ホルムズ海峡を経由する輸送が長期間にわたり制限される場合、ガス及び石油価格の長期的な高騰が重要なリ

スクとなる。当社の中東における直接的なエクスポージャーは限定的であるものの、より広範な地政学的な不安定化は、当社

の顧客に悪影響を及ぼし、当社の財務的及び非財務的目標を達成する能力を損なう可能性がある。現在の不確実性に鑑み、前

述の当社に対する財務的及び非財務的影響を予測することは不可能である。

 

フランクフルト・アム・マイン　2026年３月５日

 

業務執行役員会

 

　（Dr. リーマン）　（ベーレンス）　（ポスタダ）

（ヴェッダ）　（ヴォルフ）
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附属明細書

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー

固定資産増減表

 

 取得原価

 
残高

2025年１月１日
 

増加
 

 
減少

 
 

残高
2025年12月31日

 ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ

        

関係会社出資金 3,067,751.29  0.00  0.00  3,067,751.29

無形資産 48,220,162.85  0.00  0.00  48,220,162.85

事務所什器備品 4,064,765.79  2,769.77  1,560,246.47  2,507,289.09

 55,352,679.93  2,769.77  1,560,246.47  53,795,203.23

        

 

 

 減価償却累計額

 
残高

2025年１月１日
 

増加
 

 
減少

 
 

残高
2025年12月31日

 ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ

        

関係会社出資金 0.00  0.00  0.00  0.00

無形資産 20,558,428.45  1,475,292.48  0.00  22,033,720.93

事務所什器備品 3,916,200.79  113,214.77  1,560,246.47  2,469,169.09

 24,474,629.24  1,588,507.25  1,560,246.47  24,502,890.02

        

 

 

 帳簿価額     

 2025年12月31日  2024年12月31日     

 ユーロ  ユーロ     

        

関係会社出資金 3,067,751.29  3,067,751.29     

無形資産 26,186,441.92  27,661,734.40     

事務所什器備品 38,120.00  148,565.00     

 29,292,313.21  30,878,050.69     

        

 

 

 

　　次へ
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デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー

フランクフルト・アム・マイン

 

状況報告書

2025年度

 

１．会社の基礎－事業モデル

 

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フラ

ンクフルト・アム・マインの完全子会社であり、主に個人顧客及びドイツの法人顧客向けに、投資ファンドを管理している。

　当社は、デーヴェーエス・グループに属しているため、ＩＦＲＳに準拠して作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエ

ムベーハー & Co. KGaA（以下「デーヴェーエス KGaA」という。）の連結財務諸表に含まれている。当社は引き続きドイツ銀

行グループに属しているため、ＩＦＲＳに準拠して作成されたドイツ銀行ＡＧの連結財務諸表に含まれている。

　デーヴェーエス・グループにおいて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、引き続きファンド業務及

び法人顧客向け商品に注力して行く。

　当社及びデーヴェーエス・グループ内の他の企業の商品範囲は、世界中の個人及び機関投資家の資産の保護と成長を助け、

あらゆる主要資産クラスを網羅する幅広い投資商品及びサービスを提供している。

　ファンドの管理に加えて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは年金商品及びこれらの保管サービスも

提供している。さらに当社は、金融ポートフォリオ管理業務の一環としてのサービスを国内外の顧客に提供している。

　当社の唯一の出資者であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインとの間

には利益移転契約が存在する。

　当社は、2023年７月１日付けで、デーヴェーエス KGaAとの間にキャッシュ・プーリング契約を締結した。当該契約に基づい

て、ドイツ銀行ＡＧで維持されている銀行勘定の残高が移転される。

 

２．経済報告

 

2.1 全般的な経済状況及びセクター特有の状況

　2025年の年初以降、世界的に経済及び地政学的な不確実性が大幅に高まっている。発端となったのは、米国の通商政策の変

更であり、2025年４月の初旬に米国へのすべての輸入品に対する追加関税が導入された。これは第一に中国に影響を与え、同

国は大規模な報復措置で対抗した。中国及びその他の諸国に対するこうした追加関税の一部は発表の数日後に撤回されたが、

その後の数ヶ月において、欧州から米国へのアルミニウムや鉄鋼の輸出を含め、更なる関税の引き上げが行われた。米国とEU

は夏の終わりにようやく合意に達し、関税は自動車を含む多くの品目について15％に設定された。その後秋には、米国と中国

の間で関税について合意に達したが、12ヶ月間に限定されていた。

　米国のGDPは、2025年の最初の３四半期において前年同期比で平均2.1％上昇し、通商政策による緊張にもかかわらず、堅調

さを維持した。2025年の米経済指標は、政府機関の閉鎖により、未だ公表されていないものもある。失業率は、12月時点で

4.4％と、年初から幾分上昇した。2025年の新規雇用者数は、緩やかな推移となった。インフレ率は、年初に若干低下した後、

12月には前年比2.7％と停滞した。この要因としては、関税による一定の価格圧力などがある。FRB (米連邦準備制度理事会)

は、2025年後半に政策金利を３度引き下げた。

ユーロ圏の経済は、好調な対米輸出と在庫の積み増しにより、第１四半期に前四半期比で0.6％成長したが、その後の四半期

においては、高い経済不確実性から低迷した。ドイツのフリードリヒ・メルツ次期首相（当時）は、世界秩序の変化を受け

て、2025年３月、巨額の防衛及びインフラ投資プログラムを発表し、その実現に必要な基本法（憲法）の改正が行われた。こ

れにより、今後数年間、ドイツ及び他の欧州諸国の成長が高まる可能性が高い。ECB（欧州中央銀行）は、長期的なインフレ目

標の達成が見込まれることから利下げを継続しており、預金金利を2024年12月の3.0％から2025年６月には2.0％へと引き下げ

た。

日本では、異常なインフレ率の高騰が続いており、インフレが日本の「失われた数十年」の後の新常態(ニューノーマル)に

なるように見える。2025年10月の日本のインフレ率は3.0％であった。この環境下で、日本の労働組合は、2025年の春闘におい

て5.4％の賃上げを達成し、日本における賃金の上昇を確かなものとした。日本経済は、最初の２四半期に力強く成長した後、

第３四半期には輸出と住宅建設投資の落ち込みから0.6％縮小した。日銀は、年初においては正常化路線を維持し、政策金利を

25ベーシスポイント引き上げ、0.5％とした。しかし、４月の米トランプ大統領による関税の発表を受け、当面の間、追加利上

げを見送った。全体的には、関税による日本経済への影響は、年初に市場が懸念していたほど大きなものではなかった。関税

紛争においては自動車メーカーにとって有利な合意が成立し、2026年の賃金交渉に弾みを付けた。これを受け、日銀政策委員
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会は、金融政策の正常化を継続し、その結果、日銀は、12月の会合で政策金利をさらに25ベーシスポイント引き上げ、0.75％

とした。

2025年の中国経済は、堅調なスタートを切った。2024年秋の広範な財政・金融刺激策を受け、同年第４四半期は5.4％の力強

い成長を記録した。しかし、新たな年に入ってすぐに、関税という難題に直面した。議論はすぐに、米国から中国へのテクノ

ロジーの輸出規制や、中国から米国への重要鉱物やレアアースの輸出規制といった非関税障壁の問題へとシフトした。両国と

もに、軍事転用可能品の他方への供給を拒否した。

しかし、こうした逆境にもかかわらず、中国の輸出は様々な理由から堅調さを維持した。更なる関税引き上げに対する懸念

が、大きな前倒し需要を生み、中国の輸出を押し上げた。対米輸出は急激に減少したものの、他の諸国への輸出が大幅に増加

した。2025年は内需も堅調であった。小売売上高は、包括的な消費刺激策に支えられた。インフラ及び設備投資は、2025年前

半は高水準で推移したが、年後半には、一部のセクターにおける政府による過当競争抑制策を受けて低迷した。不動産セク

ターへの投資は、年間を通して急激な下落を続け、引き続き経済成長にマイナスに寄与した。

2025年において、資産運用業界は、変化するマクロ経済情勢、投資家行動の変容、継続する構造的課題、及びダイナミック

な製品イノベーションに特徴づけられた、複雑だが期待の持てる環境にあった。

こうした状況を背景に、投資家の行動は、主に、慎重さ、現実主義、及び追加利益の追求を組み合わせたものに反映されて

いた。金利の高止まりから債券への投資意欲が回復し、また、証券化投資やプライベート・クレジット等、魅力的な実質利回

りをもたらすセグメントへの配分が増加した。長期分散トレンドは更に加速し、プライベート・クレジット、インフラ、及び

オルタナティブ・ソリューションに更なる資金が振り向けられた。最も注目すべき展開の１つは、ETF事業の加速、特にアク

ティブETFの成長であった。投資家は、ETFの税金、コスト、流動性の利点をアクティブ運用と組み合わせたソリューションを

ますます好むようになっている。その一方で、サステナブル投資及び価値に基づく投資への関心も引き続き存在したが、その

需要は、規制の分断化や商品選好における政治力学による影響で、地域ごとにより広く異なっていた。

資産運用会社自身は、2025年において課題の増加に直面した。パッシブ・セクターにおける競争及び機関投資家のコスト感

度を要因とする継続的な手数料及びコスト圧力が、引き続き利益率に影響を及ぼした。これは、投資及び営業サイクル全体の

テクノロジー、データ・インフラ及び人工知能に対する投資の必要性の高まりと衝突した。規制上及び報告上の義務（特にサ

ステナビリティ・データに関するもの）の増加は、グローバル企業にとって、複雑性やコストをさらに増加させる原因となっ

た。このモメンタムは、過去10年にわたる統合に向けたトレンドに拍車をかけ、多くの資産運用会社が合併、買収及び戦略的

パートナーシップを通じての規模の経済を追求している。

営業面や利益率関連の圧力にもかかわらず、資産運用会社は、すべての商品ラインにわたってイノベーションを加速させ

た。ETFのエコシステムは急速に拡大し、従来型のファンド戦略がETFに転換されていく一方で、投資家選好の変化に対応する

ために、新たなアクティブETFやテーマ型ETFが次々とローンチされた。投資家がリターン、分散化及びインフレ耐性を追求す

る中で、特にプライベート・クレジット、インフラ及び実物資産におけるプライベート市場の存続可能性が、商品戦略におけ

る１つの主要な柱となった。また、多くの企業が、プライベート資産のトークン化、インカム要素とヘッジ要素を組み込んだ

ゴール指向型ソリューション、予測可能なキャッシュフローを可能にするように設計された仕組など、新たな領域を開拓し

た。

テクノロジーは、商品開発及びポートフォリオ管理において、ますます戦略的な役割を果たすようになった。企業は、クラ

ウドベースのアーキテクチャ、リサーチやトレーディングのための機械学習、及びコンプライアンスや顧客サービスのための

AIベースのツールに多額の投資を行った。こうした進歩は、効率性の向上や追加的なアルファの創出を約束すると同時に、プ

ロバイダー、ガバナンス、及びオペレーティング・プロセスに関する新たなリスクをもたらした。

ドイツ投資信託協会（ＢＶＩ）の統計によると、2025年12月におけるドイツの投資ファンド及び資産運用市場は、公募ファ

ンドの運用資産が1兆7,261億ユーロ（前期：1兆4,412億ユーロ）と急激に増加した。これは主に、2025年後半に市場環境が大

幅に改善したことに起因している。特別ファンドのセクターも増加を示しており、運用資産は2兆1,187億ユーロ（前期：2兆

167億ユーロ）であった。

 

2.2 事業の展開

　2025年12月31日現在、当社は78本（前期：80本）の個人向けファンド及び140本（前期：140本）の法人向けファンドを管理

していた。また、年が進むにつれて市場環境が改善したことから、運用ファンド残高は、2024年12月31日現在の1,385億ユーロ

から2025年12月31日現在の1,465億ユーロへと増加した。

　ＢＶＩによると、デーヴェーエス・グループは、ドイツの個人向け市場において19.9％（2025年からＢＶＩの計算方法が新

しくなっている。前期：30.1％）のシェアを有し、同市場における主導的地位を維持し、法人向けセクターにおいても引き続

き主要な提供者に属している。

　当社の2025年度の平均従業員数は422人（前期：418人）であった。

　当社の資産運用戦略は引き続き、商品構成の調整と、長期にわたる商品の良好な運用実績の達成を重点分野に据えている。

 

2.3 経営成績
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当社の財務収益の大部分は、投資ファンド及びポートフォリオの管理に係る取引高に応じた手数料収益からなる。そのた

め、当社の収益状況は、資本市場の展開、ポートフォリオ管理における投資運用実績及び販売実績に大きく左右される。

　手数料収益は1,952.0百万ユーロ（前期：1,885.2百万ユーロ）であり、主に自社のファンドの管理による収益、個別の資産

運用による収益並びにファンド・ユニットの販売及び保管による収益から構成されている。前期からの増加は主に、成功報酬

の受領、及び運用資産の年間平均残高の増加によるものである。手数料収益の詳細については、注記の説明を参照されたい。

　手数料費用は、その大部分が、現行の販売及びコンサルタント・パートナーシップに係る費用から構成されている。2025年

度の当該費用は747.3百万ユーロと、管理報酬の傾向に沿って、前期の水準（前期：699.9百万ユーロ）を上回った。手数料費

用の詳細については、注記の説明を参照されたい。

　当社の最も重要な業績指標である手数料純収益は1,204.8百万ユーロ（前期：1,185.3百万ユーロ）である。前期からの若干

の増加は主に、自社のファンドの管理による収益及び個別の資産運用による収益の増加に起因していた。前期の予測におい

て、手数料純収益の小幅な増加が予想されていた（「利益率への圧力は継続するものの、これにより、2025年度の手数料純収

益は、2024年度と比較して小幅に増加すると予想している」）。

　一般管理費は474.2百万ユーロであり、前期（458.5百万ユーロ）の水準を上回った。これらの一般管理費は、109.0百万ユー

ロ（前期：96.1百万ユーロ）の人件費及び合計で365.2百万ユーロ（前期：362.5百万ユーロ）のその他の管理費から成る。人

件費の増加は主に、特別給付及び年金に係る費用の増加によるものである。その他の管理費は、前期比で概ね横ばいであっ

た。

　ＨＧＢの定義による当社の費用／手数料純収益比率は39.5％であり、前期の水準（38.9％）から若干悪化した。これは、管

理費（特に特別給付に係るもの）の増加といった要因によるものであった。

　正味利息収益は、金利水準の低下を主因として、33.7百万ユーロから25.8百万ユーロへと減少した。当該科目には主に、

デーヴェーエス KGaAとのキャッシュ・プーリング契約に関連した預金からの利息収益が含まれている。

　投資利益は、子会社であるデーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグの分配から成り、前期から7.5

百万ユーロ増加して12.1百万ユーロとなった。

財務収益は主に、手数料純収益の増加による影響と、年金商品に関連した資本維持コミットメントに関する引当金の戻入れ

によるプラスの影響を受けた。2025年度の年間の利益は、810.1百万ユーロ（前期：732.1百万ユーロ）であった。当期の利益

は、現行の利益移転契約に基づき、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マイン

に移転される。

 

2.4 財政状態

　当社の財政状態は正常であり、十分な資本と良好な流動性状況を主な特徴としている。当社の支払能力は常に保証されてい

た。

　当社の主要資産は、その他の資産（主に、デーヴェーエス KGaAとのキャッシュ・プーリング契約に基づく預金からのも

の）、貸借対照表日現在未収の当期12月分の管理報酬、並びに債券、顧客に対する債権、前払費用、及び無形資産から構成さ

れており、合計1,642.0百万ユーロ（前期：1,655.3百万ユーロ）であった。これらの主要資産は、全資産の99.6％（前期：

99.6％）を占めていた。

　859.5百万ユーロのその他の負債（前期：806.1百万ユーロ）は、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マインに対する利益の移転を含む短中期のグループ内負債が大部分を占めている。その他の負債の増

加は、主に利益移転によるグループ内負債の増加によるものである。

　引当金合計394.2百万ユーロ（前期：462.4百万ユーロ）は、主に、年金引当金を含む従業員関連の引当金及びその他の引当

金（販売手数料及びグループ内の費用配賦を含む。）から構成されている。さらに当社は、年金商品の取扱開始に関連して資

本維持コミットメントを負っており、その全額に対して対応する引当金を設定している。資本コミットメントによる偶発債務

の詳細については、注記の説明を参照されたい。引当金は十分であった。

　当社の資本は、合計393.6百万ユーロであり、前期から変動がなかった。

　総資産約1,648.9百万ユーロ（前期：1,662.2百万ユーロ）のうち資本の割合は23.9％（前期：23.7％）である。

　当社の支払能力は常に保証されており、また、当社は常に金融債務を履行することができた。余剰流動資金（短期債権から

短期債務を控除したもの）は、貸借対照表日現在で487.8百万ユーロ（前期：578.3百万ユーロ）であった。前期からの減少は

主に、利益移転によるグループ内負債の増加に起因したその他の負債の増加によるものである。余剰流動資金は主に、デー

ヴェーエス KGaAとのキャッシュ・プーリング契約に基づく預金から構成されている。

　当社の財政及び経済状態は正常であり、上述の市場及び産業環境の背景に照らすと、全般的に満足のできるものであったと

評価される。

 

2.5 財務指標及び非財務指標

　当社の最も重要な財務指標（手数料純収益）については、2.3「経営成績」に既に記載している。
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　主要な非財務指標は、運用ファンド残高（2.2 「事業の展開」を参照）に加え、商品の運用実績及び提供するサービスの範

囲である。これらの非財務指標の計画及び管理は、デーヴェーエス・グループにおける全社レベルで、デーヴェーエス・イン

ベストメント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会の関与の下で実施される。

　デーヴェーエス・グループは、2025年度においても、商品のラインアップ及びサービスの水準について、数多くの賞を受賞

した。

　さらに、目的志向かつ成果主義の人事方針の継続は、当社の全レベルの従業員による起業家思考の実践を確実にしている。

これは、個人又はグループの長期の業績目標の達成を条件とする変動報酬要素によって支えられている。加えて、デーヴェー

エス・グループ及びドイツ銀行グループ内の当社の従業員を対象とした対応するトレーニング及び継続教育プログラムもま

た、これに関連して言及されなければならない。

 

３．予測、機会及びリスクに関する報告

 

3.1 リスク・レポート

　当社の業務は、適切なリスク管理システムを必要とする。そのため当社は、具体的にデーヴェーエス・グループ及びドイツ

銀行グループのグループ全体のリスク管理システムに組み込まれている。

　リスク・モデルには、関連するあらゆる種類のリスク（特に、オペレーショナル・リスク、市場リスク、カウンターパー

ティー・リスク及び流動性リスク）及びリスク管理プロセス（リスクの戦略、識別、分析、伝達及び管理から構成されてい

る）が包含されている。

　当社の戦略的なリスクの方向性は、グループ全体の経営の一体化を考慮した上で経営者の責任の下に決定される。デー

ヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーのリスク選好度は、その事業活動のための量的及び質的指標を定義するも

のであり、デーヴェーエスのリスク管理のフレームワークに組み込まれているが、リスク選好ステートメントに記載され、毎

年経営者によって承認される。当社のリスク・ポジションは、潜在的リスクの体系的な識別によって統制されている。加え

て、定期的に作成されるリスク分析及びその伝達に基づいて、適切な措置が導入される。

　当社は、コンプライアンス及び内部監査機能をデーヴェーエス KGaAに外部委託した。デーヴェーエス KGaAのコンプライア

ンス及び内部監査部門は、ドイツ銀行グループが開発したコンプライアンス及び監査の概念に統合されており、リスクに重点

を置きプロセスに依存しない独立した方法でその業務を実施している。

　当社の存続を脅かし得るリスクは識別されていない。

 

3.1.1 非財務リスク

　非財務リスクには、オペレーショナル・リスク及びレピュテーション・リスクが含まれる。

　オペレーショナル・リスクは、内部のプロセス及びシステムの設計が不適切であること若しくは機能しないこと、人的ミ

ス、又は外部事象の結果として発生する損失のリスクである。これには法的リスクを含む。この定義には、事業リスクやレ

ピュテーション・リスクは含まれない。

レピュテーション・リスクには、ステークホルダーから不適切、非倫理的、又は当社の行動規範を遵守していないと認めら

れる関係、活動又は不作為から生じる、当社のブランド及び評判に対する潜在的な損害に関するリスク、並びに当社の収益、

資本又は流動性への関連するリスク及び影響が含まれる。

　非財務リスクは、当社の事業モデルに固有のものである。当社は、リスク管理及び統制プロセスを導入しており、また、リ

スク管理のツール及び概念を使用している。リスク管理のライフ・サイクル全体を通じた当社の統合されたアプローチは、主

要な非財務リスクの識別、評価、軽減及び監視を可能にしている。重要な非財務リスクに対処できない場合には、内部又は外

部要因による影響を受けて、重要な財務上、規制上、又は風評上の影響が生じる可能性がある。

　当社の事業は、主に以下の非財務リスクに直面している。

－受託者責任：資産運用会社として、当社は、常に顧客の利益を第一に考えるという当社の受託者責任を果たせないリスクが

ある。これには、不適切な対立を回避するために、様々な利益の分析が必要となる。当社はまた、一定の開示に関する要求事

項、規制上の要求事項、原則、契約上の取決め、及び一定の開示義務も考慮しなければならない。

－情報セキュリティ：当社は、当社事業がサイバー攻撃等の情報セキュリティ・リスクから十分に保護されないリスクを有し

ている。地政学的情勢や技術的進歩の背景からも、金融セクターは、サイバー攻撃や他の形式のインターネット犯罪の高まる

潜在的な脅威に晒されている。直接的及び間接的な攻撃の両方により、顧客に対する受託者責任を確実に果たす当社の能力に

影響を及ぼす可能性がある。

－トランスフォーメーション：ドイツ銀行とのハイブリッド・インフラの導入は、戦略的リスク及びオペレーショナル・リス

クに関する当社のリスク・プロファイルに重要な影響を及ぼす可能性がある。非財務リスクについては、当社は、特定のオペ

レーティング・プラットフォームを置き換え、新たなテクノロジー（AIの使用を含む）を導入し、新たな第三者サービス・プ

ロバイダーと連携するため、トランスフォーメーション・リスクに晒される。これに関連する全ての活動は、規制上の要求事
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項に従って、当社、当社の従業員、及び当社の顧客を保護するための適切な統制及びセーフガードが整備されることを確実に

するために、厳密な監視の対象となる。

－規制動向：サステナビリティ、情報技術に関する開示又は保持義務といった問題に関する、資産運用業界における規制上の

要求事項の継続的な改善は、迅速な識別、解釈及び実施の点で、当社に課題をもたらしている。適用される法令への不遵守

は、当社を重要な非財務リスクに晒す可能性がある。

－サービス・プロバイダー：サービス・プロバイダーは、当社の事業活動の円滑な実施や、受託者責任の履行を支援する。近

年、下請け業者への当社の依存が増加している。下請け業者への監視が不十分である場合には、当社の事業の安定性に悪影響

が及ぶ可能性がある。

　当社の非財務リスクの管理は、当社の顧客及び株主を重要な財務上、規制上又は風評上の損害に対するリスクから保護する

目的で、３つの防衛線（LoD）モデルに従っている。当該モデルは、当社のすべての非財務リスクが識別及び対処され、非財務

リスクの管理に関する責任が明確に割り当てられ、リスクが当社の事業とステークホルダーの最善かつ長期的な利益のために

意識的に受け入れられ管理されることを確保することを意図している。３つのLoDモデル及びその原則は、組織内のすべての階

層で適用される。

オペレーショナル・リスクの識別と評価、及び当該リスクの積極的管理に関する意思決定は、常に確保されている必要があ

る。この点において、当社はデーヴェーエス・グループのガイドラインに従っており、それはドイツ銀行グループのガイドラ

インに基づいている。

オペレーショナル・リスク管理フレームワークは、ドイツ銀行グループのフレームワークと整合した、当社の非財務リスク

を管理するための相互に連結するツール及び手続を定義している。オペレーショナル・リスク管理フレームワークは、リスク

管理のライフ・サイクル全体を通じて主要な非財務リスクを管理するための包括的なアプローチを提供する目的で設定され

た。このアプローチは、当社のリスク選好度を考慮した非財務リスク・プロファイルの決定、非財務リスク領域及びリスク集

中の体系的な識別、並びに軽減措置及び優先順位の定義付けを可能にしている。当社の識別及び影響評価のアプローチは、こ

れらのリスクによる財務業績、長期的な戦略目標及び評判への影響の軽減を確保することを目的としている。当社の非財務リ

スクを管理するための主な概念及びプロセスには、損失データの収集、学んだ教訓の分析、シナリオ分析、長期的なリスク軽

減の監視、トランスフォーメーション・リスクの評価、並びにリスク及び内部統制の評価が含まれる。

デーヴェーエス・グループ・レベルでは、損失分布手法を使用してオペレーショナル・リスクを数値化している。一方、ド

イツ銀行グループ・レベルでは、先進的計測手法を使用しており、これは損失分布手法にも対応している。

当社は、レピュテーション・リスクの識別、評価、管理及び報告における支援に関する役割と責任を含むプロセスについて

規定する、レピュテーション・リスク管理に関する専用のフレームワークを有している。ドイツ銀行グループのレピュテー

ション・リスク委員会は、積極的な意思決定、並びにレピュテーション・リスク管理の監視、統制及び調整に対する責任を

負っている。

これに基づき、当社は、レピュテーション・リスクが当社の事業戦略及び全体的なリスク・プロファイルと確実に整合する

ことを目指している。レピュテーション・リスクを完全に回避することは不可能であり、当該リスクは様々なステークホル

ダー（一般市民、顧客、株主、監督機関等）による慣行に関する認識の予測不能な変化といった要因に左右される。当社の受

託者責任に従って、当社は、当社のレピュテーション・リスクが顧客の金銭的利益とつり合ったものとなることを目指してい

る。当社は、制裁及び禁輸措置を含む法令に違反する意向を一切有していない。

 

3.1.2 法的リスク

　報告日時点において、十分なリスク引当金が設定されていない係属中の重要な訴訟はなかった。

 

3.1.3 その他のリスク

 

マクロ経済：

人工知能(AI)は、資本市場、経済全体、社会等において多くのリスクをもたらしている。例えば、現在のAIに対する多額の

投資の一部は、商品イノベーションにより既存のビジネスモデルが陳腐化したり、生産能力が過剰となったりした場合には、

採算が取れないものとなる恐れがある。中長期的には、AIツールは、政治的悪用、世論操作、正確性、社会的影響、及びサイ

バー攻撃に対する脆弱性の増加に関する問題を提起する。生産性の向上と資産集中の増加が、失業の増加や政治的不安定性を

もたらす可能性がある。

地政学的な観点から見ると、1990年に確立された比較的安定的な世界秩序が、依然として圧力下にあった。ウクライナ戦

争、貿易摩擦、及び中央銀行の独立性に対する脅威等の動向により、ルールに基づくガバナンス、大多数の地域における平

和、グローバリゼーション、強力な国際機関、米国の覇権、強固な国家機関といった基本原則に疑問が呈された。経済的な影

響は、これまでのところ、予想されていたほど深刻ではないものの、このレジリエンスは低下する恐れがある。世界の経済成

長、インフレ、債務の持続可能性、及び金融の安定性に対するリスクは依然として大きい。
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中東では、米国によるイランへの軍事介入、及び同地域内の標的への報復措置の可能性により、不確実性の期間が長期化す

る恐れがある。石油及びガス価格の高止まりは、ホルムズ海峡経由の輸送制限が長期化すれば、重要な追加リスクをもたら

す。しかし、より広範な地政学的な不安定化が、当社の顧客、事業活動、収益、資産及び負債に悪影響を及ぼし、当社の財務

的及び非財務的目標を達成する能力を低下させる可能性がある。

国家債務の持続可能性は依然として、財務上の安定性に対する主要なリスクとなっている。政府債務は未だ記録的水準にあ

り、重い財政負担により制限されている。防衛、社会保障給付、インフラ及び気候変動対策に関する支出が続く中、家計への

圧力が継続している。

関税及び防衛支出により、インフレ圧力が生じる可能性があり、「グリーンインフレ」、経済的自立、リショアリング（製

造拠点の国内回帰）、中央銀行の信頼性の低下といった構造的要因が相まって悪化する恐れがある。こうした動向は、財政的

制約を一部緩和する一方で、金利に関する不確実性や、市場のボラティリティを高める可能性がある。

株式及び社債のバリュエーションは、数十年来の歴史的高値近辺にあるが、上値は限定的であり、物価が正常化すれば大幅

な下振れリスクがある。市場の集中もまた、記録的な水準に達している。特に米国においては、少数のメガキャップ（超大型

銘柄）がインデックスの大きなウェイトを占め、ショックに対するシステムの脆弱性を高めている。

経済環境の悪化や不確実性の高まりにより、ボラティリティの上昇や、金融市場の大幅な下振れが生じる可能性がある。同

時に、投資家のリスク選好度が低下して売り圧力が強まり、その結果、一部の市場セグメントでは流動性の逼迫が生じる恐れ

がある。これらの影響が、マイナスの運用成績や運用資産の減少につながり、結果として、関連市場における手数料収益が減

少する可能性がある。当社へのリスクの観点では、当社の共同投資ポートフォリオに公正価値損失が生じる可能性がある。こ

れにより、当社の業績や、関連諸国との又は関連諸国における当社の事業、及び戦略計画にも、マイナスの影響が及び得る。

 

デジタル化：

資産運用業界は、顧客行動における抜本的な変化や傾向、並びに新たなデジタル技術により、絶えず変化している。このト

ランスフォーメーションを成功させ、競合他社に市場シェアを奪われたり、成長潜在力を制限されたりするのを回避するため

に、当社は、事業をテクノロジー及びデータに合わせて調整するとともに、先を見越して行動する必要がある。例えば、若年

層顧客の間では、ネオ・ブローカーを利用したり、従来のように投資助言に依存するのではなく自身で投資商品を購入したり

するケースが増加しており、また、貯蓄プランをより重視するようになっている。

デジタル化の増加はまた、テクノロジーの中断、サイバー攻撃、セキュリティ侵害、不正アクセス、データの損失やアクセ

ス不能、及びサービス・プロバイダーやビジネス・パートナーの機能停止に関するリスクが高まることを意味する。これによ

り、テクノロジー、プロセス及びガバナンスに関するレジリエンスの重要性が増す。当社は、市場シェアの潜在的喪失に対す

るリスクを軽減するために、当社の事業において、対応する投資への必要性が高まると想定している。

 

サステナビリティ：

当社は、ESG要素を考慮した商品やサービスに対する顧客需要が差別化されていることに留意している。更に、規制環境は絶

えず変化しているため、当社は、変化する顧客需要や規制上の要求事項を満たすために、商品範囲や投資オプションを継続的

に進化させる必要がある。

2025年において、監督当局は、投資プロセス又は商品の特徴におけるサステナビリティ要素に関する不明確な、曖昧な、又

は誤解を招く恐れのある主張に対する審査を継続した。加えて、規制における地域差や多様な市場基準のために、規制リスク

が高まる。上述の影響は、戦略リスク及び非財務リスク等を含む、様々な従来型のリスクに影響を及ぼす可能性がある。当社

の事業活動に関して当社がステークホルダーの誤解を招いたとの見方がある場合、又は発表したネットゼロ目標を当社が達成

できない場合、当社はレピュテーション・リスクに晒される可能性がある。このことは、結果として、評判の喪失につながる

とともに、当社の中期成長目標及び収益を生み出す能力に影響を及ぼす可能性がある。当社は、変わり続ける規制当局及び顧

客の期待に応えるべく、ESG関連の方針、データ、手法及びプロセスを導入し、継続的に精緻化している。

 

規制及び監督：

規制改革及び全般的な規制管理の強化が、当社に重要な影響を及ぼしており、今後も及ぼし続けることが予想され、当社の

事業や、戦略計画を実現する能力を阻害する恐れがある。

こうした改革は、計画の不確実性の増加、コスト・ベースの上昇や、所要自己資本の増加につながる恐れがあり、そのた

め、当社の事業モデル、純資産、財政状態及び経営成績、並びに競争環境全般に重要な影響を及ぼす可能性がある。当該リス

クは、当社の中期目標にも悪影響を及ぼし得る。

商品状況及び金融セクター全体の構造（金融商品のデザイン及び販売を含む）は、例えば、起こり得るMiFID（金融商品市場

指令）、UCITS指令、又はPRIIP（パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品）規則の改正を通じて、個人投資

家に関するEUの戦略に沿って実施される、個人顧客投資に関する既存のフレームワークの変更に応じて、影響を受ける可能性

がある。特に、現在議論されているインセンティブの全面禁止は、資産運用会社としての当社を含め、EUの金融セクターに大

きな悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、余分なテスト、過剰な開示、及び投資を過度に複雑化して個人投資家の投資を抑
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制する指標に関する統一的なソリューションを廃止することで、投資家の行程を簡素化すべきという業界のコンセンサスに同

意する。重点は、ESGの特徴といった最も重要な便益、投資判断を導く定性的側面、及び長期投資の重要性を強調する、目的適

合性のある開示情報に置かれるべきである。

 

流動資金の投資：

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAが主

要なドイツ子会社のユーロ建ての流動性を集中させるために2023年に設定したキャッシュ・プールの一部を成す。

これには、自動的に銀行残高をデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KgaAに移転することや、マイナスの残

高を相殺することが含まれる。当社の経営者は、キャッシュ・プールの保有額に関する概要を定期的に受け取る。

当社は、その事業モデルにより、低い信用リスク及び安定的な流動性リスク・プロファイルを有している。

カウンターパーティーの債務不履行リスクは主に、キャッシュ・プーリングの関連で、デーヴェーエス・グループ・ゲーエ

ムベーハー & Co. KgaAからのグループ内債権から生じる。カウンターパーティーの債務不履行リスクは、当社の内部の自己資

本の充実度の計算に含められており、リスク補償の対象とされている。これらは定期的に計算され、当社の経営者に報告され

ている。

流動性リスクの監視は、主に、財務部門による流動性余剰の計算（流動資産から流動性所要額を差し引くことで計算され

る）を通じて行われる。これらは定期的に計算され、当社の経営者に報告されている。

 

資本：

　さらに当社は、当社が発行した投資ファンド証券を取得している。これらの証券は、年金債務の支払に充当する目的で受託

会社に移管されている。これは、主に年金基金に対する投資である。対象となる年金基金の公正価値は、規定に従って年金債

務と相殺される。当社では、当該資産による年金債務に対する積立状況を定期的に監視している。前期同様、貸借対照表日現

在、債務純額が生じており、貸借対照表の「年金及び類似債務に対する引当金」科目に報告されている。現在のところ、年金

債務から重要なリスクが生じることはないと予想している。

　年金商品に係る資本維持コミットメントに関連して、これらの商品の金利に対する感応度から起こりうる引当金の繰入又は

戻入によっては、当社の収益ポジションに重要な負担又は重要なプラスの影響が潜在的に生じる可能性がある。当年度におい

ては、資本維持コミットメントに関連して、引当金72.9百万ユーロを戻し入れた（前期：51.0百万ユーロを繰り入れた）。

　当社は、更なる金利低下による影響を経済的にヘッジする目的で、2020年度に長期の固定利付債券を取得し、これを引き続

き保有している。加えて、これに関連して金利スワップを締結したが、2025年度に減額した。

資本維持コミットメントに関する引当金の調整と、固定利付債券及び金利スワップに関する評価の影響の双方が、損益計算

書に反映されている。これらは基本的に逆方向の影響であるが、ヘッジ取引が（金利）リスクの一部のみをヘッジするため、

完全には相殺されない。

当社の将来の損益に対するリスクは、主に管理資産に関連する予想外のパフォーマンスである。こうした状況は、起こり得

る市場価格の下落に加え、当社の顧客による積極的な資金の引出しに起因し得る。

　現在の管理資産の状況及び資金の流出入は当社によって継続的に監視され、取締役会に伝達されている。その際、主要なリ

スクは、全社レベルの定期的なストレス・テスト分析の過程で捕捉及び数値化される。

　リスク負担能力テストの過程で、当社はリスクをカバーする資本（ここでは責任自己資本の金額に翌期の予想収益（リスク

割引率で割引後）並びに子会社の適格利益剰余金を加算し、ＫＡＧＢ第25条第４項及び第６項に基づく最低所要自己資本を減

算した金額）と、リスク所要自己資本（ここでは、信頼水準99％の識別されたリスクに基づく当社の経済資本）を定期的に比

較している。リスクをカバーする資本による、所要リスク自己資本のカバレッジは、当年度を通じて確保されていた。さらに

当社は、ＫＡＧＢ第25条に従って規制上の所要資本を継続的に監視しており、当社が十分な自己資本を保有し、これらの要求

事項を遵守していることを確認している。

 

3.2 予測（機会に関する報告を含む。）

以下のパラグラフは、2026年度における当社及びその事業環境に関する当社予想の概観を示している。世界経済及び資産運

用業界についての見通しに関する本セクションは、経済及び業界の将来の動向に関する当社の全般的な予想を反映している。

これらは主に、当社のCIOの見解、すなわち当社チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)によるマクロ経済問題、金融市

場、個別資産クラス及び市場リスクに関する内部予測に基づいている。当社は、当社の受託者責任に関連して、この見解を、

当社の商品投資及び開発の意思決定の基礎として用いるとともに、当社の顧客と共有している。

 

世界経済の見通し：

欧州（特にドイツ）の経済見通しは、関税の引き上げにもかかわらず、大幅に改善している。ドイツではインフラ支出の増

加及び国防費の段階的な増額が、内需を押し上げる可能性が高い。加えて、ECBの利下げが、建設活動の増加につながることが

予想される。労働市場は概ね安定的な状態を維持する可能性が高く、ドイツ及びユーロ圏において消費が堅調に成長するため
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の基礎を提供する。GDP成長率は、2025年において既に一般的な予想を上回っていた。当社は、ユーロ圏のGDP成長率は、2025

年は1.4％、2026年は1.1％と予想している。ドイツでは、政府支出の増加により、2026年にGDPが約1.2％成長すると予想され

る。ユーロ圏のインフレ率は、ここ数ヶ月、２％近辺で推移している。2025年後半に多くの国で賃金の伸びが予想を上回った

ことから、サービス物価が引き続き物価上昇の主な牽引役である。食品価格も上昇した（大幅に上昇するケースもあった）

が、エネルギー価格の下落によって若干緩和された。2026年の平均物価上昇率は約2.0％と予想されている。ユーロ高が消費者

物価の押し下げに寄与し、賃金上昇率の低下がサービス物価にプラスの影響を及ぼすはずである。こうした状況を背景に、

2026年においてECBは預金金利を2.0％に据え置く可能性が高い。

米国については、当社は、2026年において前年比で平均2.1％の堅調な成長を予想する。楽観視する要因の１つは、AI関連を

中心に堅調な投資活動が予想されること、及び財政支援である。また、2025年第４四半期の政府閉鎖により失われた経済活動

の一部が2026年第１四半期に埋め合わせされると予想している。当社は、労働市場の減速とインフレの上昇が成長に対するリ

スクと見ている。インフレは年間を通じて低下していくと予想しているが、低所得の消費者を中心に物価高の影響を依然とし

て受けるように見える。全体としては、消費は、減速する可能性が高いが、完全に停滞することはないと思われる。このこと

は、「消費は依然として底堅いが、過去数年の伸び率は下回る。」という2026年の当社の予測に反映されている。FRBは、2026

年末までに政策金利を中立水準まで引き下げると予想される。当社は、中立金利は3.0％前後であるという当社の長年の予測を

維持する。これは、2026年のフェデラル・ファンド・レートの誘導目標レンジが３～3.25％であるという当社の予測と一致し

ている。

日本経済は、2025年第３四半期に減速したが、これは一時的なものであり、景気後退の始まりではないと考えている。堅調

な国内需要と日本政府による財政パッケージにより、2026年には0.7％の成長まで回復可能と思われる。インフレ率は、政府に

よるインフレ抑制策により2026年前半は低下するが、2026年後半には、大幅な賃金上昇が更なる物価圧力になると見込まれ

る。2026年の年間のインフレ率は２％近辺と予想する。日本における予想されるインフレの上昇に加え、これにより、日銀は

金融政策の正常化を段階的に継続し、2026年末までに政策金利を1.0％まで引き上げる可能性がある。当社は、日銀がこの水準

に留まるのではなく、中立金利（日本は1.0％から2.5％の間）に向けて更なる利上げに踏み切ると予想している。

中国のGDPは、2025年には対外貿易による下支えもあって力強く成長したが、2026年には4.5％の成長へと緩やかに鈍化する

と予想されている。これは、中国に対する米国の関税がエスカレートしないこと、異常に高かった純輸出による成長への寄与

度が通常の水準に戻ること、並びに2025年後半における貿易の不確実性及び政策による損失（「反内巻（anti-involution）」

政策）の後に固定資本形成が回復することを前提としている。インフラ投資は、政府の大型プロジェクトによって押し上げら

れる可能性が高い。不動産投資における強いマイナストレンドは、次第に弱まると予想される。2026年の消費需要は、社会保

障の改善や家計所得の安定化に向けた施策による恩恵を受ける可能性が高い。

今後数年間における経済政策の戦略的焦点は、技術開発（主にイノベーション／AI利用の促進、及び産業の技術的近代

化）、家計の社会保障の改善を通じての内需の押し上げ、並びに2025年に開始された一部のセクターにおける過当競争抑制策

及び過剰生産能力の解消策に置かれる。

 

資産運用業界：

市場環境は依然として不透明であり、投資家心理は短期的に変動しやすい傾向にあるものの、長期的には、いくつかのトレ

ンドが引き続き資産運用セクターを形成していくと予想する。

－ETFへの需要の急増が継続する。アクティブETF戦略の見通しは依然として非常に明るく、資金純流入の増加や、更なるアク

ティブ資産運用会社の市場参入を受けて、更なる成長が期待される。地理的拡大は、抜本的な変化（すなわち、アクティブETF

は米国外（特に欧州）でも重要性を増しており、パッシブETFを上回ることが見込まれる。）を浮き彫りにしている。

－技術革新（特にAI）は、引き続き戦略的優先事項の１つである。資産運用会社は、バリューチェーン全体にわたってAIを使

用し、投資プロセスと業務効率を再構築している。ブロックチェーン技術の導入も加速しており、商品イノベーションが個別

化の度合いを高め、投資プロセスやポートフォリオ管理の側面にAIが組み込まれるようになっている。さらに、テクノロ

ジー・プラットフォーム、データ分析プロバイダー及びフィンテックとのコラボレーションも、引き続き主要な焦点の１つで

ある。

－市場の統合及び戦略的パートナーシップは今後も継続し、セクター横断的な協力を促進するであろう。これは、プライベー

ト市場へのアクセス、流通網のスケーリング、技術インフラ及びAIパートナーシップの利用、並びに主に規模の経済に支えら

れた成長資産市場へのアクセスを通じての地理的プレゼンスによって推進される。

－手数料及びコストへの圧力は、特にパッシブ商品に関する競争の激化、並びに規制及びコンプライアンス関連の要求事項の

増加から、今後も継続するであろう。

－特にアジア、インド及び中東における富の地理的シフトが、資産運用セクターの将来の成長において今後も重要な役割を果

たす。現地投資家が投資の視野を世界中に広げる中、投資家選好の変化が資産運用会社に新たな機会を提供することでモメン

タムが生じる。これは、資産運用会社もまた、高成長市場において現地でのプレゼンスを一層高めることを意味する。

　こうした課題を考慮して、当社は引き続き、厳格なコスト規律を維持しつつ、現在の要求の厳しい環境において他社との差

別化が可能で顧客に最大限のサービスを提供できる、革新的かつ持続可能な商品及びサービスに注力していく。
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デーヴェーエス・グループ内で、当社は、個人顧客及び法人顧客に対して、包括的なサービスを引き続き提供していく意向

である。

　ＫＡＧＢに基づく資本管理会社としての商品の範囲は、主に国内の投資資産の管理並びに国内外の顧客向けの金融ポート

フォリオの管理から構成される。

　現在のマクロ経済見通し、及び資産運用セクターが直面する課題を踏まえ、当社は、競合他社とは一線を画した革新的な商

品やサービスに重点を置きつつ、顧客に対して最高のサービスを提供していく所存である。同時に、コストに対する規律ある

アプローチを追求しつつ、成長やイノベーションへの投資を行っていく所存である。当社は引き続き、当社の多様な事業モデ

ルが、現在の課題に対して十分な保護を提供すると確信している。

　当社は、依然として明るい市場見通しと概ね中立的な資金の純流入を主因として、当社の運用資産が2026年末まで更に増加

すると予想している。

　こうした背景から、当社は、利益率に対する継続的圧力にもかかわらず、2026年度のポートフォリオ管理による手数料収益

が2025年度と比較して大幅に増加すると予想している。

成功報酬は、2025年度が非常に好調だったことの反動で、2026年度は若干減少すると予想している。全体としては、手数料

純収益が１桁台半ばの成長を維持すると予測している。

市場や基礎となる状況に重大な変化が生じた場合には、異なる評価となり得る。特に「その他のリスク」に記載する政治的

及び経済的不確実性並びに地政学的なリスクを参照されたい。

　当社は、費用は前年比で若干増加すると予想している。

　現在の法的及び財政的状況から、当社の経営成績及び資産の状況に対する潜在的な脅威の証拠となるものはない。

 

フランクフルト・アム・マイン

2026年３月５日

 

業務執行役員会

　（Dr. リーマン）　（ベーレンス）　（ポスタダ）

（ヴェッダ）　（ヴォルフ）
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４【利害関係人との取引制限】

　ＤＷＳまたはその関連会社の監査役、業務執行役員または主要な株主との取引を明示的に制限する法令の規定はない

が、ＤＷＳは、業務執行役員会決議により、ファンド受益者の利益が適切に保護されない取引またはファンドに属する資

産の適正な運用を害する取引（ＤＷＳまたはファンド受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引を含むが、これに

限定されない。）を行うことを明示的に禁止している。

 

５【その他】

(1）監査役会員の変更

　監査役会員は出資者総会で選任又は解任される。

 

(2）定款の変更

　ＤＷＳの定款は出資者総会の４分の３以上の賛成により変更することができる。
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第２【その他の関係法人の概況】
 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー（State Street Bank International

GmbH）（保管銀行）

　資本金の額は、2026年５月末日現在、約109.4百万ユーロ（約203億円）である。

　ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー（以下「ステート・ストリート」とい

う。）は、ミュンヘンを本拠地とするドイツの完全認可銀行であり、欧州経済領域（ＥＥＡ）登録法人でもある。かか

る銀行／法人として、連邦金融監督庁（ＢａＦｉｎ）の規制を受ける。また、金融機関として、ステート・ストリート

はドイツ銀行協会預金保険基金のメンバーでもある。ステート・ストリートはドイツにおける主要銀行／財務サービス

提供者の一つであり、機関投資家への取引サービスおよび投資サービスの提供による財務ニーズの充足に重点を置く。

投資サービス（保管銀行業務を含む。）はステート・ストリートの中核ビジネスであり、その顧客は法人に限られる。

 

(2) 野村證券株式会社（日本における販売会社兼代行協会員）

　資本金の額は、2026年５月末日現在、100億円である。

　事業の内容は、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一種金融商品取引業に関連する業務である。な

お、野村アセットマネジメント株式会社及びその他の投資運用業者発行の投資信託について、第一種金融商品取引業者

として、また、外国投資信託について販売会社および代行協会員として、それぞれの証券（株式）の販売買戻しの取扱

いを行っている。

 

２【関係業務の概要】

(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー（State Street Bank International

GmbH）（保管銀行）

　ファンドの保管銀行として、ファンド資産の保管、受益権の発行、買戻し、発行済証券の登録台帳の管理、分配金の

支払代行、ならびに純資産価額、販売価格、買戻価格の計算等の事務を行なっている。

 

(2) 野村證券株式会社（日本における販売会社兼代行協会員）

　日本におけるファンド受益権販売に関し、日本における販売業務および代行協会員業務を行う。

 

３【資本関係】

(1) ステート・ストリートバンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー（State Street Bank International GmbH）

（保管銀行）

　ＤＷＳとの資本関係はない。

 

(2) 野村證券株式会社（日本における販売会社兼代行協会員）

　ＤＷＳとの資本関係はない。
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第３【投資信託制度の概要】
 

１．ドイツの証券投資信託の法的構造

　ドイツの証券投資信託を規律する基本法はKAGBである。同法によれば、証券投資ファンドの管理会社が不特定多数の投

資家の資金をもって有価証券投資を行ない、管理会社と投資家の間の法的関係は証券投資ファンドの約款により規律され

る。また、同法によれば、管理会社は証券投資ファンドの資産の保管ならびに受益権の発行および買戻しを保管銀行に委

託することを義務づけられる。以下、同法の規定に従い、ドイツの証券投資信託の管理会社および保管銀行の業務、約款

に対する規制、開示制度、受益者の権利等の概要を述べる。

 

２．ファンド資産の所有形態と受益権

(イ）ファンド資産は、ファンド受益権の所持人（以下「受益者」という）の共同所有であり、管理会社たるＤＷＳが受益

者の信託を受けて受益者の共同勘定のために自己の名義でファンドを管理する。

(ロ）ファンド受益権はファンド資産の共有持分権を表象するものであり、専らグローバル証券の形で証券化される。

 

３．管理会社の業務および法的規制

(イ）管理会社はファンド資産を受益者の共同勘定のために自己の名義で保有し、これを有価証券に投資し、その収益を受

益者に分配する。投資の対象および制限についてはKAGBおよび約款が規定している。

(ロ）管理会社はKAGBに定義されるＵＣＩＴＳ資産管理会社とされ、連邦金融監督庁（以下「金融監督庁」という。）の監

督に服している。

(ハ）管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。

(ニ）管理会社の業務執行役員の選任・変更は遅滞なく金融監督庁に届け出なければならない。

(ホ）管理会社の行なう借入れおよび返済は金融監督庁に報告しなければならない。

(ヘ）管理会社の営業許可条件の不遵守その他一定の事由があるときは、金融監督庁は管理会社の営業許可を取消すことが

できる。

 

４．保管銀行の業務および法的規制

(イ）保管銀行は管理会社の委託によりファンド資産の保管ならびにファンド受益権の発行および買戻しを行なう。

(ロ）保管銀行は金融監督庁の許可を受けた金融機関でなければならない。したがって、保管銀行も金融監督庁の監督に服

している。

(ハ）保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀行の変更

を命じることができる。

 

５．約款に対する法的規制

(イ）約款は管理会社が制定し、管理会社と受益者の間の法的関係を規律するが、その必要的記載事項は法定されている。

(ロ）約款の変更（管理会社、保管銀行及びその他の第三者が受領する権利を有する報酬ならびにファンド資産の負担とさ

れるその他の費用に関する規定を除く。）は管理会社の監査役会と金融監督庁の事前の承認を要する。

 

６．開示

(イ）ファンド受益権を販売する場合は、投資家との契約締結前にファンド約款とともに管理会社の販売目論見書を当該投

資家に交付しなければならない。販売目論見書の必要的記載事項はKAGBで定められている。

(ロ）管理会社は、ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について報告書を作成し、金融監督庁および連

邦準備銀行に提出しなければならない。また、管理会社はファンドの毎会計年度末の信託財産について作成した報告書

を電子官報に公告しなければならない。ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について作成する報告

書については、その必要的記載事項が法定されている。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日後の４

か月間および毎中間期の末日後の２か月間に、ファンドの財産目録を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずること

ができる。この財産目録は保管銀行の確認を受けなければならない。

 

７．受益者の権利

(イ）受益者は管理会社により毎年決定されるファンドの収益の分配金を受け取る権利を有する。

(ロ）受益者は管理会社に対して１口当たり純資産価額による受益権の買戻しを請求する権利を有する。

(ハ）ファンドの解散の場合は、受益者は、原則として、その持分に応じて保管銀行からファンドの残余財産の分配を受け

る権利を有する。
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(ニ）受益者はファンドに関する前記年次報告書および半期報告書を管理会社から受け取る権利を有する。
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第４【参考情報】
 

　金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類のうち当計算期間（自2025年１月１日至2025年12月31日）において

ファンドのために関東財務局長に提出したものは次のとおりである。

 書類の名称 提出年月日

 有価証券報告書 2025年６月30日

 半期報告書 2025年９月30日

第５【その他】
 

　該当事項なし。
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フランクフルト・アム・マイン、2026年４月10日

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン

業務執行役員会

 

独立監査人の監査報告書

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン　御中

 

監査意見

　私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンスの年次報告書、すなわち、2025年

１月１日から2025年12月31日までの計算期間に係る運用報告、2025年12月31日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2025年

１月１日から2025年12月31日までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書、純資産変動計算書、過去３年間の比較の概

要、期中に完了した取引で純資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。

年次報告書に対する監査意見の形成にあたり、ドイツの法定規定に準拠して、私たちは、本報告書の「その他の記載内容」

の項に記載している年次報告書の構成要素を考慮しなかった。

私たちは、監査で得た知識に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法（ＫＡＧＢ）の規定に全ての重要な点にお

いて準拠しており、また、これらの要求事項に準拠して投資ファンドの財政状態及び経営成績について適正に表示しているも

のと認める。年次報告書に対する監査意見は、「その他の記載内容」の項に記載している年次報告書の構成要素の内容には適

用されない。

 

監査意見の基礎

　私たちは、ＫＡＧＢ第102条及びドイツ経済監査士協会（ＩＤＷ）により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書

の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの

その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、年次報告書の以下の構成要素から構成される。法律上の代表者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。

・　年次報告書に対する監査意見の明示的な対象ではない年次報告書の情報

 

　年次報告書に対する監査意見は、上記のその他の記載内容には適用されないため、本報告書はこの点に関して監査意見又は

他のいかなる形式の監査上の結論を含まない。

 

　監査における私たちの責任は、上記のその他の記載内容を通読し、以下を確認することにある。

・　その他の記載内容と、監査意見の対象である年次報告書の構成要素又は監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある

かどうか

・　そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

 

年次報告書に対する法律上の代表者の責任

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのＫＡＧＢの規定に全ての重要

な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの経営成績について適正

に表示していることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠して、不正（すなわち、不正な

財務報告及び資産の流用）又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断し

た内部統制に対する責任も負う。

年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある報告事

象、意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デー
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ヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファ

ンドの継続について開示する責任がある。

 

年次報告書の監査に対する監査人の責任

私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

て、かつ、年次報告書に関する私たちの監査意見を含む監査報告書を発行することである。

合理的な保証は高い水準の保証であるが、ＫＡＧＢ第102条及びドイツ経済監査士協会（ＩＤＷ）により設定されたドイツに

おいて一般に公正妥当と認められる財務諸表監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常

に発見できることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、

利用者が当該報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。

監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による年次報告書の重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案及び

実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスク

は、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な除

外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。

・　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する監査意見を表明するため

ではないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。

・　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計

方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。

・　入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が存在するかどうか結論付ける。重要な不確実性が存

在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開

示事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベー

ハーによる投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。

・　ドイツのＫＡＧＢの規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内容とともに、年次報告

書が投資ファンドの財政状態及び経営成績について適正に表示するような方法で基礎となる取引や事象を表示している

かどうかを評価する。

 

私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項（監査の過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む。）について監査役等に報告する。

 

フランクフルト・アム・マイン、2026年４月10日

 

カー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・

ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト

 

アンダース スタインブレナー

経済監査士 経済監査士

 

 

　　次へ
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Frankfurt am Main, den 10. April 2026

 

DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Die

Geschäftsführung

 

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

 

An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens „DWS Artificial Intelligence ‒ bestehend aus dem Tätigkeits-

bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, der Vermögensübersicht und der

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der

Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie der ver-

gleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums

abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang ‒

geprüft.

 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben

wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahres-

bericht nicht berücksichtigt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-

resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und

ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse

und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich

nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind

von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

 

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen

umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

 

－ die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

gekennzeichneten Angaben.
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Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementspre-

chend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschluss-

folgerung hierzu ab.

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu

lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

 

－ wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

－ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts,

der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahres-

bericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen

Verhältnis- se und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen

Darstellungen auf- grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulation der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

 

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse,

Entschei- dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen

können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der

Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH zu beurteilen

haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens,

sofern einschlägig, anzugeben.

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu

erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf

der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

 

Darüber hinaus

 

－ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von

dolosen Hand- lungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen

resultierende wesentliche falsche Darstel- lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko,

dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 

－ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH

abzugeben.

 

－ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der

Auf- stellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 

－ ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicher- heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an

der Fortfüh- rung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf

die dazugehöri- gen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht

fortgeführt wird.

 

－ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahres- bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB

ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des

Sondervermögens zu verschaffen.

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 10. April 2026 KPMG  

  

AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

  

Anders Steinbrenner

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
 
　　次へ

EDINET提出書類

ＤＷＳ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ＧｍｂＨ(E14834)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

191/203



独立監査人の監査報告書

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マイン　御中

 

監査意見

私たちは、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの年次財務諸表、すなわち、2025年12月31日現在の貸借

対照表及び2025年１月１日から12月31日までの事業年度に係る損益計算書、並びに会計処理及び評価の方法を含む注記につい

て監査を行った。私たちはまた、2025年１月１日から12月31日までの事業年度に係る状況報告書についても監査を行った。

私たちの意見では、私たちの監査での発見事項に基づいて、

－添付の年次財務諸表は、会社に適用されるドイツ商法の規定に全ての重要な点において準拠しており、また、ドイツにお

いて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して会社の2025年12月31日現在の財政状態及び2025年１月１日から12月

31日までの事業年度に係る経営成績についての真実かつ公正な概観を与えている。

－添付の状況報告書は、全体としての会社の現在の状況を示している。当該状況報告書は、全ての重要な点において、年次

財務諸表と整合し、ドイツの法規制を遵守し、将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示している。

商法第322条第３項第１文に従って、私たちは、私たちの監査の結果、当該年次財務諸表及び状況報告書の法令遵守に関する

いかなる除外事項もなかったことを宣言する。

 

監査意見の基礎

　私たちは、商法第317条及びドイツ経済監査士協会（ＩＤＷ）により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して、当該年次財務諸表及び状況報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任は、本報

告書の「年次財務諸表及び状況報告書の監査に対する監査人の責任」の項において詳述している。私たちは、ドイツの商法及

び職業上の法令に準拠して会社から独立しており、これらの要求に従って、私たちのドイツでのその他の職業上の責任を果た

した。私たちは、当該年次財務諸表及び状況報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

年次財務諸表及び状況報告書に対する法定代理人及び監査役会の責任

　法定代理人は、会社に適用されるドイツ商法の規定に全ての重要な点において準拠した年次財務諸表の作成、並びに年次財

務諸表がドイツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して会社の資産、財政状態及び経営成績に関する真実か

つ公正な概観を与えることに対する責任を負う。法定代理人はまた、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に

準拠して、不正（不正な財務報告若しくは資産の流用）又は誤謬のいずれによるかを問わず重要な虚偽表示のない年次財務諸

表の作成を可能とするために法定代理人が必要と判断する内部統制に対する責任も負う。

　年次財務諸表の作成に当たり、法定代理人は、継続企業として存続するための会社の能力を評価する責任を負う。また、法

定代理人は、該当する場合に、継続企業に関する事項を開示する責任を負う。さらに、法定代理人は、事実的又は法的状況と

矛盾しない場合、継続事業を前提とした財務報告を行う責任を負う。

法定代理人はまた、全体として、会社の状況に関する適正な概観を与え、全ての重要な点において年次財務諸表と整合し、

ドイツの法的要求を遵守し、かつ将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示する、状況報告書の作成に対する責任を負

う。さらに、法定代理人は、適用されるドイツの法的要求に準拠した状況報告書の作成、及び状況報告書における陳述のため

の十分かつ適切な証拠の提供を可能とするために法定代理人が必要と判断する事前措置及び対策（システム）に対する責任も

負う。

監査役会は、年次財務諸表及び状況報告書の作成に関する会社の会計プロセスを監視する責任を負う。

 

年次財務諸表及び状況報告書の監査に対する監査人の責任

私たちの目的は、全体としての年次財務諸表に不正又は誤謬のいずれによるかを問わず重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて、及び全体としての状況報告書が会社の状況に関する正確な概観を与え、全ての重要な点において年次財務諸表と整合

し、監査で入手した発見事項と一致し、ドイツの法的要求を遵守し、かつ将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示し

ているかどうかについての合理的な保証を得ること、並びに年次財務諸表及び状況報告書に関する私たちの監査意見を含む監

査報告書を発行することである。

合理的保証は高い水準の保証であるが、商法第317条及びドイツ経済監査士協会（ＩＤＷ）により設定されたドイツにおいて

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示を常に発見できることを保証するものでは

ない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当該年次財務諸表及び状況報

告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であると判断される。

監査の過程を通じて、私たちは、職業的専門家としての判断を行使し、批判的な姿勢を維持するほか、以下を行う。
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－不正又は誤謬のいずれによるかを問わず、年次財務諸表及び状況報告書に係る重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、

当該リスクに対応する監査手続を立案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正によ

る重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由

は、不正には共謀、偽造、意図的な除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。

－状況に応じた適切な監査手続を立案するために、年次財務諸表の監査に関連する内部統制並びに状況報告書の監査に関連

する取決め及び対策（システム）について理解する。但し、これは、会社のこれらのシステムの有効性に対する監査意見

を表明するためではない。

－法定代理人が適用した会計方針の適切性、並びに法定代理人が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価す

る。

－法定代理人が継続企業を前提とした会計処理を適用したことの適切性について結論付け、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業として存続するための会社の能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が

存在するかどうかについて結論付ける。私たちは、重要な不確実性が存在すると結論付けた場合には、監査報告書におい

て年次財務諸表及び状況報告書での関連する情報に注意を喚起するか、又はそうした情報が不十分である場合には除外事

項付意見を表明することが求められる。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。但し、

将来の事象又は状況により、会社が継続企業として存続できなくなる場合もある。

－年次財務諸表の開示を含む全般的な表示、構成及び内容、並びに年次財務諸表がドイツにおいて一般に公正妥当と認めら

れる会計原則に従って会社の資産、財政状態及び経営成績についての真実かつ公正な概観を与えるような方法で基礎とな

る取引や事象を表示しているかどうかを評価する。

－状況報告書と年次財務諸表との整合性、当該報告書の法令の遵守状況、及び当該報告書が与える会社の状況に関する概観

を評価する。

－状況報告書において法定代理人が記載した将来に関する記述に対して監査手続を実施する。十分かつ適切な監査証拠に基

づいて、特に、法定代理人が将来に関する記述の基礎として使用した重要な仮定を評価し、将来に関する記述がこれらの

仮定から適切に導き出されていることを評価する。私たちは、将来に関する記述及び基礎となる仮定に関する個別の監査

意見を表明しない。将来の事象が将来に関する記述から逸脱する重要かつ不可避のリスクが存在する。

私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項（監査の過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む。）について統治責任者と協議する。
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フランクフルト・アム・マイン、2026年３月６日

 

フォーヴィス・マザー・ゲーエムベーハー & Co. KG

ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト

シュトイアベラートゥングゲゼルシャフト

  

　マルクス・モルフェルト 　マルヴィン・シュトラッヘ

経済監査士 経済監査士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

 

An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main

 

Prüfungsurteile

 

Wir haben den Jahresabschluss der DWS Investment GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie

dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber

hinaus haben wir den Lagebericht der DWS Investment GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember 2025 geprüft.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 

・　entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und

 

・　vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,

entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

 

Grundlage für die Prüfungsurteile

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht

zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den

Lagebericht

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h.

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die

Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

 

・　identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,

dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt

wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten können.

 

・　erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen

und Maßnahmen abzugeben.

 

・　beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 

・　ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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・　beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

 

・　beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 

・　führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den

gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den

zukunftsorientierten Angaben abweichen.

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, 6. März 2026  

Forvis Mazars GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

 

  

  

Markus Morfeld

Wirtschaftsprüfer

Marvin Strache

Wirtschaftsprüfer
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フランクフルト・アム・マイン、2025年４月９日

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン

業務執行役員会

 

独立監査人の監査報告書

 

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、

フランクフルト・アム・マイン　御中

 

監査意見

　私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンスの年次報告書、すなわち、2024年

１月１日から2024年12月31日までの計算期間に係る運用報告、2024年12月31日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2024年

１月１日から2024年12月31日までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書、純資産変動計算書、過去３年間の比較の概

要、期中に完了した取引で純資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。

年次報告書に対する監査意見の形成にあたり、ドイツの法定規定に準拠して、私たちは、本報告書の「その他の記載内容」

の項に記載している年次報告書の構成要素を考慮しなかった。

私たちは、監査で得た知識に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法（ＫＡＧＢ）の規定に全ての重要な点にお

いて準拠しており、また、これらの要求事項に準拠して投資ファンドの財政状態及び経営成績について適正に表示しているも

のと認める。年次報告書に対する監査意見は、「その他の記載内容」の項に記載している年次報告書の構成要素の内容には適

用されない。

 

監査意見の基礎

　私たちは、ＫＡＧＢ第102条及びドイツ経済監査士協会（ＩＤＷ）により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書

の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して

デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの

その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、年次報告書の以下の構成要素から構成される。法律上の代表者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。

・　年次報告書に対する監査意見の明示的な対象ではない年次報告書の情報

　

　年次報告書に対する監査意見は、上記のその他の記載内容には適用されないため、本報告書はこの点に関して監査意見又は

他のいかなる形式の監査上の結論を含まない。

 

　監査における私たちの責任は、上記のその他の記載内容を通読し、以下を確認することにある。

・　その他の記載内容と、監査意見の対象である年次報告書の構成要素又は監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある

かどうか

・　そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

 

年次報告書に対する法律上の代表者の責任

　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのＫＡＧＢの規定に全ての重要

な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの経営成績について適正

に表示していることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠して、不正（すなわち、不正な

財務報告及び資産の流用）又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断し

た内部統制に対する責任も負う。

年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある報告事

象、意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デー
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ヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファ

ンドの継続について開示する責任がある。

 

年次報告書の監査に対する監査人の責任

私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

て、かつ、年次報告書に関する私たちの監査意見を含む監査報告書を発行することである。

合理的な保証は高い水準の保証であるが、ＫＡＧＢ第102条及びドイツ経済監査士協会（ＩＤＷ）により設定されたドイツに

おいて一般に公正妥当と認められる財務諸表監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常

に発見できることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、

利用者が当該報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。

監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による年次報告書の重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案及び

実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスク

は、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な除

外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。

・　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する監査意見を表明するため

ではないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。

・　デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計

方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。

・　入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が存在するかどうか結論付ける。重要な不確実性が存

在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開

示事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベー

ハーによる投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。

・　ドイツのＫＡＧＢの規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内容とともに、年次報告

書が投資ファンドの財政状態及び経営成績について適正に表示するような方法で基礎となる取引や事象を表示している

かどうかを評価する。

 

私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項（監査の過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む。）について監査役等に報告する。

 

フランクフルト・アム・マイン、2025年４月９日

 

カー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・

ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト

 

クプラー スタインブレナー

経済監査士 経済監査士

 

 

　　次へ
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Frankfurt am Main, den 9. April 2025

 

DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Die

Geschäftsführung

 

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

 

An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main

 

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS Artificial Intelligence ‒ bestehend aus dem

Tätigkeits- bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024, der

Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024, der Ertrags- und

Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie der ver- gleichenden Übersicht über die letzten drei

Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit

diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang ‒ geprüft.

 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts

haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres

Prüfungsurteils zum Jahres- bericht nicht berücksichtigt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte

Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs

(KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der

tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil

zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“

genannten Bestandteile des Jahresberichts.

 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks

weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei- chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser

Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

 

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen

Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

 

－ die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

gekennzeichneten Angaben.
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Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und

dementspre- chend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von

Prüfungsschluss- folgerung hierzu ab.

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

 

－ wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder

zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

－ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des

Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und

dafür, dass der Jahres- bericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes

Bild der tatsächlichen Verhältnis- se und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit

diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf- grund von dolosen Handlungen (d.h.

Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

 

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse,

Entschei- dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich

beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen

Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS

Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der

Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie

einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstim- mung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

 

Darüber hinaus

 

－ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von

dolosen Hand- lungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen

resultierende wesentliche falsche Darstel- lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko,

dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 

－ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH

abzugeben.

 

－ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der

Auf- stellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 

－ ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicher- heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an

der Fortfüh- rung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf

die dazugehöri- gen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht

fortgeführt wird.

 

－ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahres- bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB

ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des

Sondervermögens zu verschaffen.

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 9. April 2025  

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

  

Kuppler Steinbrenner

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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